
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 小規模作業所・小規模通所授産施設 

の移行実態調査  集計及び分析結果 
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１．回答事業所の概要について 

（１）運営主体種別（問２） 

運営主体種別（当てはまるものに○をつけてください） 

 

図表 3-1 運営主体種別（単数回答） 

 

 

回答総数１６２か所中、ＮＰＯ法人が９１か所（５６．２％）、社会福祉法人が５４

か所（３３．３％）、任意団体が９か所（５．６％）である。 

運営主体種別では、何らかの法人運営が１４５か所（８９．５％）を占めており、法

人設立年月日調査を実施していないので断定できないが、ＮＰＯ法人が９１か所（５６．

９％）と多いのは、障害者自立支援法施行に伴うものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.3

56.2

0.0

5.6

2.5

2.5

0% 20% 40% 60%

社会福祉法人

NPO法人

医療法人

任意団体

その他

無回答
回答者数＝162事業者
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（２）所在地（問４） 

 

図表 3-2 所在地（単数回答） 

 

 

既存数との比較をしていないので、特に分析しない。 

4.9

0.6

0.6

3.1

0.0

1.2

3.7

0.6

0.0

1.2

5.6

2.5

16.0

7.4

0.0

1.2

3.1

0.0

0.0

0.0

0.6

1.2

1.9

0.0

0% 5% 10% 15% 20%

北海道

青　森

岩　手

宮　城

秋　田

山　形

福　島

茨　城

栃　木

群　馬

埼　玉

千　葉

東　京

神奈川

新　潟

富　山

石　川

福　井

山　梨

長　野

岐　阜

静　岡

愛　知

三　重

0.6

0.6

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

1.2

0.6

0.0

8.6

1.9

6.8

0.6

1.9

1.9

0.6

1.2

0.0

1.9

2.5

0% 5% 10% 15% 20%

滋　賀

京　都

大　阪

兵　庫

奈　良

和歌山

鳥　取

島　根

岡　山

広　島

山　口

徳　島

香　川

愛　媛

高　知

福　岡

佐　賀

長　崎

熊　本

大　分

宮　崎

鹿児島

沖　縄 

無回答 回答者数＝162事業者
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（３）設立年月（問５） 

複数事業所が合併している場合は、最も早く開設された事業所の設立年月 

 

①小規模作業所設立年月 

 

図表 3-3 小規模作業所設立年月（単数回答） 

 

 

 

②小規模通所授産施設設立年月 

 
図表 3-4 小規模通所授産施設設立年月（単数回答） 

 

6.2

24.7

12.3

6.2

1.2

30.2

19.1

0%

10%

20%

30%

40%

昭和58年
～昭和61年

昭和62年
～平成3年

平成4年
～平成8年

平成9年
～平成13年

平成14年
～平成18年

平成19年～ 無回答

回答者数＝162事業者

0.6

19.8

0.0

77.2

2.5
0%

20%

40%

60%

80%

平成4年
～平成8年

平成9年
～平成13年

平成14年
～平成18年

平成19年～ 無回答

回答者数＝162事業者
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③新体系事業設立年月 

 

図表 3-5 新体系事業設立年月（単数回答） 

 

移行している事業所１００か所の中で、平成１９年度中に移行した事業所が２９か所

（２９．０％）、平成１８年度中に移行した事業所が１９か所（１９．０％）、平成２

０年度中に移行した事業所が１８か所（１８．０％）となっている。 

 

 

（４）新体系移行の有無 

 

図表 3-6 新体系移行の有無（単数回答） 

 

19.0

3.0

12.0

6.0

34.0

26.0

0%

10%

20%

30%

40%

18年度 19年度
上半期

19年度
下半期

20年度
上半期

20年度
下半期

無回答

回答者数＝100事業者

旧体系
のまま
38.3%

新体系移行
済み
61.7%

回答者数＝162事業者
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（５）事業種別（問６） 

事業種別（当てはまるものに○をつけてください） 

 

図表 3-7 事業種別（単数回答） 

 

事業種別では、回答数１６２か所中、地域活動支援センターが５２か所（３２．１％）、

就労継続支援Ｂ型が３７か所（２２．８％）、小規模作業所が３１か所（１９．１％）、

小規模通所授産施設が２９か所（１７．９％）である。 

旧制度（小規模作業所と小規模通所授産施設）事業所が６２か所（３８．３％）あり、

事業移行をまだしていないことが言える。事業移行している事業所は１００か所（６１．

７％）となっている。 

 

19.1

17.9

32.1

22.8

1.2

4.9

1.9

0% 10% 20% 30% 40%

小規模作業所

小規模通所授産施設

地域活動支援センター

就労継続支援Ｂ型

その他

分類不能

無回答

回答者数＝162事業者
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（６）利用者数（問７） 

①利用定員 

 
図表 3-8 利用定員（単数回答） 

利用定員は、回答数１６２か所

中、１１～２０人が９６か所（５

９．３％）と最も多く、２１～３

０人が２８か所（１７．３％）、

３１～４０人が１３か所（８．

０％）、１０人以下が１０か所（６．

２％）となっており、平均利用定

員は、２２．２人である。 

 

事業所の種類別でも、１１～２０人が９６か所の中で、地域活動支援センターが３５

か所（６７．３％）、小規模授産施設が２５か所（８６．２％）、就労継続支援Ｂ型が

１８か所（４８．６％）、小規模作業所が１７か所（５４．８％）となっている。小規

模作業所、小規模授産施設、地域活動支援センターより、就労継続支援Ｂ型は２１～３

０人１０か所（２７．０％）、３１～４０人７か所（１８．９％）で、以前の定員が把

握できていないので増減の比較はできないが、個別給付事業所の定員は多いことがうか

がえる。 

 

図表 3-9 事業所の種類×利用定員（単数回答） 

 
合計 

10 人 

以下 

11～20

人 

21～30

人 

31～40

人 

41 人 

以上 
無回答 

全 体 
162 10 96 28 13 4 11 

100.0 6.2 59.3 17.3 8.0 2.5 6.8 

小規模作業所 
31 2 17 4 1 1 6 

100.0 6.5 54.8 12.9 3.2 3.2 19.4 

小規模通所授産施設 
29 1 25 1 1 1 0 

100.0 3.4 86.2 3.4 3.4 3.4 0.0 

地域活動支援センター 
52 5 35 8 2 0 2 

100.0 9.6 67.3 15.4 3.8 0.0 3.8 

就労継続支援Ｂ型 
37 1 18 10 7 0 1 

100.0 2.7 48.6 27.0 18.9 0.0 2.7 

その他 
2 0 1 1 0 0 0 

100.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 1 0 4 1 2 0 

100.0 12.5 0.0 50.0 12.5 25.0 0.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

6.2

17.3

8.0
2.5

6.8

59.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10人以下 11～20人 21～30人 31～40人 41人以上 無回答

回答者数＝162事業者
平均＝22.2人
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②利用登録者数 

 
図表 3-10 利用登録者数（単数回答） 

登録者数は、回答数１６２か

所中、１１～２０人が５８か所

（３５．８％）、２１～３０人

が５８か所（３５．８％）と同

じで、３１～４０人が２１か所

（１３％）となっており、平均

利用登録者は、２５．７人であ

る。 

 

事業所の種類別では、１１～２０人５８か所の中で、地域活動支援センターが２３か

所（４４．２％）、小規模作業所が１３か所（４１．９％）、就労継続支援Ｂ型が１３

か所（３５．１％）、小規模授産施設が８か所（２７．６％）、２１～３０人が５８か

所の中で、地域活動支援センターが２０か所（３８．５％）、小規模授産施設が１４か

所（４８．３％）、小規模作業所が１１か所（３５．５％）、就労継続支援Ｂ型が１１

か所（２９．７％）となっている。 

 

 
図表 3-11 事業所の種類×利用登録者数（単数回答） 

 
合計 

10 人 

以下 

11～20

人 

21～30

人 

31～40

人 

41 人 

以上 
無回答 

全 体 
162 4 58 58 21 18 3 

100.0 2.5 35.8 35.8 13.0 11.1 1.9 

小規模作業所 
31 1 13 11 2 3 1 

100.0 3.2 41.9 35.5 6.5 9.7 3.2 

小規模通所授産施設 
29 0 8 14 3 4 0 

100.0 0.0 27.6 48.3 10.3 13.8 0.0 

地域活動支援センター 
52 3 23 20 5 1 0 

100.0 5.8 44.2 38.5 9.6 1.9 0.0 

就労継続支援Ｂ型 
37 0 13 11 5 8 0 

100.0 0.0 35.1 29.7 13.5 21.6 0.0 

その他 
2 0 0 1 1 0 0 

100.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 0 1 1 4 2 0 

100.0 0.0 12.5 12.5 50.0 25.0 0.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

2.5

35.8

13.0
11.1

1.9

35.8

0%

10%

20%

30%

40%

10人以下 11～20人 21～30人 31～40人 41人以上 無回答

回答者数＝162事業者
平均＝25.7人
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図表 3-12 利用定員と登録者の関係（単数回答） 

利用定員と利用登録者数を比

較すると、利用定員より登録者

数が多い事業所は８３か所（５

１．２％）、事業所の内訳は、

地域活動支援センターが２３か

所（４４．２％）、小規模作業

所が１１か所（３５．５％）、

就労継続支援Ｂ型が２０か所

（５４．１％）となっている。

登録者数より利用定員が多い事

業所は５０か所（３０．９％）、

事業所の内訳は、地域活動支援センターが２１か所（４０．４％）、就労継続支援Ｂ型

が１２か所（３２．４％）となっている。定員と登録者数が同じ事業所は１６か所（９．

９％）、事業所の内訳は、地域活動支援センターが６か所（１１．５％）、就労継続支

援Ｂ型が４か所（１０．８％）、小規模作業所が４か所（１２．９％）となっている。

定員を登録者より多くしていることがうかがわれる。 

 

 
図表 3-13 事業所の種類×利用定員と登録者の関係（単数回答） 

 
合計 

利用定員

＜登録者 

利用定員

＞登録者 

利用定員

＝登録者 
無回答 

全 体 
162 83 50 16 13 

100.0 51.2 30.9 9.9 8.0 

小規模作業所 
31 11 10 4 6 

100.0 35.5 32.3 12.9 19.4 

小規模通所授産施設 
29 21 5 1 2 

100.0 72.4 17.2 3.4 6.9 

地域活動支援センター 
52 23 21 6 2 

100.0 44.2 40.4 11.5 3.8 

就労継続支援Ｂ型 
37 20 12 4 1 

100.0 54.1 32.4 10.8 2.7 

その他 
2 2 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 6 1 1 0 

100.0 75.0 12.5 12.5 0.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

無回答
8.0%

利用定員＞
登録者
30.9%

利用定員＜
登録者
51.2%

利用定員＝
登録者

9.9%

回答者数＝162事業者
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③本年９月中の利用実人員 

  

図表 3-14 本年９月中の利用実人員（単数回答） 

平成２０年９月の利用者実人

数は、回答数１６２か所中、１１

～２０人が７９か所（４８．８％）、

２１～３０人が４３か所（２６．

５％）、３１～４０人が１２か所

（７．４％）となっており、平均

利用実人数は２１．３人である。 

 

 

事業所の種類別では、１１～２０人７９か所の中で、地域活動支援センターが３３か

所（６３．５％）、小規模作業所が１７か所（５４．８％）、就労継続支援Ｂ型が１６

か所（４３．２％）、２１～３０人４３か所の中で、小規模授産施設が１５か所（５１．

７％）、就労継続支援Ｂ型が９か所（２４．３％）、地域活動支援センターが８か所（１

５．４％）となっている。当然のことながら、実人数が少なくなっているのがうかがわ

れる。 

 

 
図表 3-15 事業所の種類×本年９月中の利用実人員（単数回答） 

 
合計 

10 人 

以下 

11～20

人 

21～30

人 

31～40

人 

41 人 

以上 
無回答 

全 体 
162 10 79 43 12 8 10 

100.0 6.2 48.8 26.5 7.4 4.9 6.2 

小規模作業所 
31 1 17 5 2 1 5 

100.0 3.2 54.8 16.1 6.5 3.2 16.1 

小規模通所授産施設 
29 1 12 15 0 0 1 

100.0 3.4 41.4 51.7 0.0 0.0 3.4 

地域活動支援センター 
52 8 33 8 2 0 1 

100.0 15.4 63.5 15.4 3.8 0.0 1.9 

就労継続支援Ｂ型 
37 0 16 9 6 5 1 

100.0 0.0 43.2 24.3 16.2 13.5 2.7 

その他 
2 0 0 2 0 0 0 

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 0 1 3 2 2 0 

100.0 0.0 12.5 37.5 25.0 25.0 0.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

6.2

26.5

7.4
4.9 6.2

48.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10人以下 11～20人 21～30人 31～40人 41人以上 無回答

回答者数＝162事業者
平均＝21.3人
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④本年９月中の利用延人員 

 

図表 3-16 本年９月中の利用延人員（単数回答） 

平成２０年９月の利用延人数

は、回答数１６２か所中、２００

～２９９人が６１か所（３７．

７％）、１００～１９９人が４２

か所（２５．９％）、３００～３

９９人が２２か所（１３．６％）

となっており、平均利用延人員は、

２７１．３人である。 

 

事業所の種類別で、小規模作業所は２００～２９９人が１３か所（４１．９％）、小

規模授産施設は２００～２９９人が１４か所（４８．３％）、地域活動支援センターは

２００～２９９人が２０か所（３８．５％）、就労継続支援Ｂ型は２００～２９９人が

１２か所（３２．４％）が多くなっている。利用延人数は、３００人未満が１０８か所

（６６．７％）占めており、月間の開所日数が２０日と想定すると、平均利用者数が６

～１５人が１１４か所あったことから、当然ながら同じような利用実態と考えることが

できる。 

 

 

図表 3-17 事業所の種類×本年９月中の利用延人員（単数回答） 

 
合計 

100 人

未満 

100～

199 人 

200～

299 人 

300～

399 人 

400～

499 人 

500 人

以上 
無回答 

全 体 
162 5 42 61 22 8 13 11 

100.0 3.1 25.9 37.7 13.6 4.9 8.0 6.8 

小規模作業所 
31 0 11 13 2 0 1 4 

100.0 0.0 35.5 41.9 6.5 0.0 3.2 12.9 

小規模通所授産施設 
29 1 5 14 6 1 2 0 

100.0 3.4 17.2 48.3 20.7 3.4 6.9 0.0 

地域活動支援センター 
52 3 21 20 4 0 1 3 

100.0 5.8 40.4 38.5 7.7 0.0 1.9 5.8 

就労継続支援Ｂ型 
37 1 4 12 6 6 6 2 

100.0 2.7 10.8 32.4 16.2 16.2 16.2 5.4 

その他 
2 0 0 0 1 1 0 0 

100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 0 1 1 3 0 3 0 

100.0 0.0 12.5 12.5 37.5 0.0 37.5 0.0 
 
注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

3.1

37.7

13.6

4.9
8.0 6.8

25.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

100人
未満

100～
199人

200～
299人

300～
399人

400～
499人

500人
以上

無回答

回答者数＝162事業者
平均＝271.3人
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⑤本年９月中の平均利用者数（１日あたり） 

 

図表 3-18 本年９月中の平均利用者数（単数回答） 

 

平成２０年９月の平均利用者数は、回答数１６２か所中、１０～１４人が７０か所（４

３．２％）、５～９人が４１か所（２５．３％）、１５～１９人が２４か所（１４．８％）

となっており、平均利用者数は１５．６人である。 

事業所の種類別で、小規模作業所は１０～１４人が１３か所（４１．９％）、小規模

授産施設は１０～１４人が１６か所（５５．２％）、地域活動支援センターは１０～１

４人が２５か所（４８．１％）、就労継続支援Ｂ型は１０～１４人１４か所（３７．８％）

が多くなっている。 

 

 
図表 3-19 事業所の種類×本年９月中の平均利用者数（単数回答） 

 
合計 

5 人 

未満 
5～9 人 

10～14

人 

15～19

人 

20～24

人 

25 人 

以上 
無回答 

全 体 
162 1 41 70 24 7 9 10 

100.0 0.6 25.3 43.2 14.8 4.3 5.6 6.2 

小規模作業所 
31 0 12 13 2 1 0 3 

100.0 0.0 38.7 41.9 6.5 3.2 0.0 9.7 

小規模通所授産施設 
29 0 4 16 8 0 1 0 

100.0 0.0 13.8 55.2 27.6 0.0 3.4 0.0 

地域活動支援センター 
52 1 21 25 4 0 0 1 

100.0 1.9 40.4 48.1 7.7 0.0 0.0 1.9 

就労継続支援Ｂ型 
37 0 3 14 6 4 6 4 

100.0 0.0 8.1 37.8 16.2 10.8 16.2 10.8 

その他 
2 0 0 0 1 1 0 0 

100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 0 1 1 3 1 2 0 

100.0 0.0 12.5 12.5 37.5 12.5 25.0 0.0 
 
注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

0.6

43.2

14.8

4.3 5.6 6.2

25.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5人未満 5～9人 10～14人15～19人20～24人25人以上 無回答

回答者数＝162事業者
平均＝15.6人
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（７）利用者の障害程度等（問８） 

①障害程度（精神障害者） 

 
図表 3-20 障害程度（精神障害者） 

精神保健福祉手帳 1 級 246 6.2% 

精神保健福祉手帳 2 級 2,377 59.9% 

精神保健福祉手帳 3 級 555 14.0% 

精神保健福祉手帳なし 586 14.8% 

不明 205 5.2% 

合計 3,969 100.0% 

 

注：記載されていた数値のみを集計 

 
 

障害程度は、回答数１６２か所の利用者数３，９６９人中、手帳２級が２，３７７人

（５９．９％）、手帳なしが５８６人（１４．８％）、手帳３級が５５５人（１４．０％）

となっている。障害程度は、手帳２級が一番多いのは、実態と思われ、手帳なしが１４．

８％あるのも精神障害の特性で、手帳所持だけでは、精神障害の実人数を把握できない

事がわかる調査結果と言える。 

 

 

②他の障害者の利用状況（精神障害との重複を除く） 

 
図表 3-21 他の障害者の利用状況（精神障害との重複を除く） 

身体障害者人数 82 人 

知的障害者人数 115 人 

その他人数 23 人 

合計 220 人 

 

注：記載されていた数値のみを集計 

 

精神障害者の受け入れ人数３，９６９人に対し他の障害者の受け入れ人数は２２０人

となっており、全体の５．６％が他の障害者となっている。他障害受け入れは、移行事

業所が多く受け入れているのがわかり、移行前の調査がないので断定できないが主たる

障害を精神障害の以外にして定員の拡大を図っていると思われる。 
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③年齢区分 

図表 3-22 年齢区分 

男性 女性 合計 

19 歳以下 31 0.7% 19 歳以下 29 0.7% 19 歳以下合計 60 1.4% 

20～29 歳 238 5.5% 20～29 歳 174 4.1% 20～29 歳合計 412 9.6% 

30～39 歳 813 18.9% 30～39 歳 418 9.7% 30～39 歳合計 1,231 28.7% 

40～49 歳 792 18.4% 40～49 歳 379 8.8% 40～49 歳合計 1,171 27.3% 

50～59 歳 610 14.2% 50～59 歳 278 6.5% 50～59 歳合計 888 20.7% 

60～64 歳 136 3.2% 60～64 歳 61 1.4% 60～64 歳合計 197 4.6% 

65 以上 215 5.0% 65 歳以上 120 2.8% 65 以上合計 335 7.8% 

合計 2,835 66.0% 合計 1,459 34.0% 総合計 4,294 100.0% 

 

注：記載されていた数値のみを集計 

 

回答数１６２か所の利用者数４，２９４人中、男性は２，８３５人（６６．０％）、

女性１，４５９人（３４．０％）である。利用者の年齢区分の全体では、３０～３９歳

が１，２３１人（２８．７％）、４０～４９歳が１，１７１人（２７．３％）、５０～

５９歳が８８８人（２０．７）である。男性は、３０～３９歳が８１３人（１８．９％）、

４０～４９歳が７９２人（１８．４％）、５０～５９歳が６１０人（１４．２％）、女

性は、３０～３９歳が４１８人（９．７％）、４０～４９歳が３７９人（８．８％）、

５０～５９歳が２７８人（全体１．４％）となっている。６５歳以上の利用者が３３５

人（７．８％）いて高齢化の問題が今後考えられる。 
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（８）開所状況（問９） 

①開所曜日 

開所曜日に○をつけてください。 

 

図表 3-23 開所曜日（単数回答） 

 

図表 3-24 開所曜日組み合わせ（単数回答） 

 

図表 3-25 開所曜日からみた週あたりの日数（単数回答） 

 

3.1 4.9 1.2 0.6

90.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

週4日 週5日 週6日 週7日 無回答

回答者数＝162事業者

95.7 96.3 98.1 99.4

10.5
3.7 0.6

97.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

月 火 水 木 金 土 日 無回答

回答者数＝162事業者

84.0

1.2 1.2 3.1 1.2 2.5 0.6 0.6 0.64.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

月
～
金

月
～
土

月
～
日

月
～
水
金

土

月
火
木
金

月
火
木
金

日

火
～
土

火
～
金
日

水
～
日

無
回
答

回答者数＝162事業者
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各曜日別開所では、回答数１６２か所中、各月、火、水、木、金曜日の開所事業所は、

１５５か所（９５．７％）以上になっており、土曜日開所は、１７か所（１０．５％）、

日曜日６か所（３．７％）と少なくなっている。開所曜日の組み合わせも、月～金曜日

が１３６か所（８４．０％）である。また、１週間あたりの日数は、週５日開所の事業

所が１４６件（９０．１％）となっている。 

 

 
図表 3-26 開所曜日が変則的な場合の記載一覧 

· 利用者様の希望と活動の内容によって土日も

開所 

· 毎月第 4 土曜日 

· 販売・行事等で土日の出勤あり 

· 納期の都合により、土曜日開所もあり（代休

あり） 

· 土曜日は不定期に開所 

· 土曜日は月に１～2 日開所 

· 土日に福祉イベントなどが入る場合、休日は

振り替える 

· 土日に行事の場合は代休有り 

· 土・日・祭日にイベント等が入った場合 

· 土 

· 第 3 土曜日 

· 第 1、3 木曜日は閉所 

· 第 1、3 月曜日 

· 第 1、3、5 土曜日 

· 上記と第一第三土曜日 

· 出店イベントのあるときは、土日も出る 

· 祝日、お盆、正月 

· 国民の祝日および土曜日は月によって開所 

· 行事等 

· 月 1 回土曜日 

· 休祭日は閉所、土日休祭日でイベント日は開

所 

· 火・木 

· バザー等イベント参加時は土日も開所 

· バザーなど土日開催あり、年 5 回位 

· イベント等がある場合は土日も開所 

· 5 月連休、盆休み、年末年始 
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②開所時間 

 

図表 3-27 開所時間（単数回答） 

   

 
図表 3-28 閉所時間（単数回答） 

 

図表 3-29 総開所時間（単数回答） 

 

1.9

8.0

1.9

53.7

19.1

11.7

0.6 1.2 0.6 0.60.6
0%

20%

40%

60%

8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:30 10:00 10:20 10:30 15:00 無回答

回答者数＝162事業者

0.6

10.5

28.4

0.6

6.8

29.0

1.9

6.8

0.6
2.5

1.2 0.6

10.5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

14:00 15:00 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 17:15 17:30 17:50 18:00 19:00無回答

回答者数＝162事業者

5.6

27.8

32.7

6.2

0.6

27.2

0%

10%

20%

30%

40%

6時間未満 6時間以上
7時間未満

7時間以上
8時間未満

8時間以上
9時間未満

9時間以上 無回答

回答者数＝162事業者
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開始時間は、回答数１６２か所中、９時が８７か所（５３．７％）、９時３０分が３

１か所（１９．１％）、閉所時間は、１７時が４７か所（２９．０％）、１６時が４６

か所（２８．４％）となっている。開所時間は、８時間以上９時間未満の事業所が５３

か所（３２．７％）７時間以上８時間未満の事業所が４５か所（２７．８％）、６時間

以上７時間未満の事業所が４４か所（２７．２％）となっている。 

 

図表 3-30 開所時間が変則的な場合の記載一覧 

· 利用者様の希望と相談等、活動の内容により 

· 木曜日は 9：30～12：30 

· 毎金曜のみ 9：00～15：00 まで 

· 土曜は 11：50～18：00 

· 第 3 土曜のみ 8：30～16：00 

· 第 1、3、5 土曜日 9：00～12：00 

· 水のみ 9:00～13:00 

· 職員は 20 時ごろまで相談等で電話対応して

いる 

· 施設外就労の勤務時間により最長 17:30 

· 作業量によっては 30 分程度の延長もあり 

· 作業時間概ね 9：30～15：30 その後は自由開

放 

· 行事等 

· 月曜日は 13：00 から 

· 金のみ 16：00 閉所 

· 火曜日 9：00～15：00 

· 火・木午前 9:00～昼まで 

· レクリエーションで遠出する時 

· バザーやレクリエーション行事 

· イベント等仕事に応じて変更あり 

· イベント等 
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（９）施設・設備（問１０） 

①施設の延床面積 

施設の延床面積㎡ 

 

図表 3-31 施設の延床面積（単数回答） 

 

延床面積は、回答数１６２か所中、１００㎡以上１５０㎡未満の事業所が４８か所（２

９．６％）、５０㎡以上１００㎡未満の事業所が３８か所（２３．５％）、２００㎡以

上２５０㎡未満の事業所が１６か所（９．９％）となっている。延床面積の平均は、１

６３．７㎡となっているが、１５０㎡未満が８９か所（５５．０％）、５０㎡未満の３

か所も含め、１００㎡未満が４１か所（２５．４％）あり、狭さがうかがわれる。 

 

 

1.9

29.6

5.6

9.9

3.7

8.0

17.9

23.5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

50㎡
未満

50㎡以上
100㎡未満

100㎡以上
150㎡未満

150㎡以上
200㎡未満

200㎡以上
250㎡未満

250㎡以上
300㎡未満

300㎡以上 無回答

回答者数＝162事業者
平均＝163.7㎡
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②備えている設備 

備えている設備（当てはまるものすべてに○） 

 

図表 3-32 備えている設備（複数回答） 

 

整えている整備は、回答数１６２か所中、

事業所として最低必要と思われる、トイレ

(１５３か所)、作業室（１４１か所）、事

務室・洗面所（１２２か所）の順に整備さ

れている。また、５割以上の事業所に、相

談室（１００か所）、静養室・多目的室（８

７か所）が整備されている。時代の流れか、

喫煙室設置が６か所あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-33 備えている設備のその他の記載内容 

その他の記載内容 件数  その他の記載内容 件数 

喫煙室 6  物置 1 

調理・厨房 4  会議室 1 

店舗スペース 3  倉庫 1 

休憩室 3  レクレーション室 1 

相談室 3  リビングあり 1 

ロッカー室、更衣室 3  パソコン室 1 

シャワー室 3  
事務室、作業室、食堂はワン

ルームで使用 
1 

給湯室 2  合計 29 

61.7

53.7

53.7

87.0

75.3

94.4

75.3

15.4

26.5

48.1

19.8

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談室

多目的室

静養室

作業室

事務室

トイレ

洗面所

浴室

食堂

調理室

その他

無回答 回答者数＝162事業者
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③家賃（施設借上げ費）の有無 

家賃（施設借上げ費）の有無（当てはまるもの○をつけてください） 

 

図表 3-34 家賃の有無（単数回答）              図表 3-35 家賃補助額の内訳（単数回答） 

 

図表 3-36 家賃に占める家賃補助額の割合（単数回答） 

 

50％以上
75％未満

6.8%

75％以上
100％未満

15.3%

1％以上
25％未満

1.7%

0％
34.7%

25％以上
50％未満

6.8%

100％
11.0%

無回答
23.7%

回答者数＝118事業者

22.2

11.1

11.1

15.4

9.9

9.3

6.8

4.3

4.9

4.9

0%5%10%15%20%25%30%

0円
（なし）

5万円
未満

5万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上
35万円未満

35万円
以上

無回答回答者数＝162事業者

『
家
賃
あ
り
』
＝
72.9
％ 

34.7

4.2

9.3

7.6

2.5

10.2

3.4

2.5

1.7

23.7

0% 10% 20% 30% 40%

0円
（なし）

5万円
未満

5万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上
35万円未満

35万円
以上

無回答

回答者数＝118事業者
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家賃の有無は、回答数１６２か所中、家賃ありが１１８か所（７２．９％）、家賃な

しが３６か所（２２．２％）となっている。家賃の金額は、１０万円以上１５万円未満

が２５か所（１５．４％）、５万円未満と５万円以上１０万円未満がそれぞれ１８か所

（１１．１％）となっている。家賃補助のない事業所は、４１か所（３４．７％）とな

っている。家賃補助の額は、２０万円以上２５万円未満が１２か所（１０．２％）、５

万円以上１０万円未満が１１か所（９．３％）となっており、家賃に占める補助金の割

合は、７５％以上１００％未満が１８か所（１５．３％）、１００％が１３か所（１１．

０％）で、家賃補助の有無で、運営上に大きな差が出てくるものと思われる。 

 

 

（１０）職員体制（問１１） 

①職員総数 

 

図表 3-37 職員総数（単数回答） 

図表 3-38 常勤人数（単数回答） 
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10%
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回答者数＝162事業者
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図表 3-39 非常勤人数（単数回答） 

 

図表 3-40 職員総数に占める常勤職員の割合（単数回答） 

 

職員総数は、回答数１６２か所中、３人が４５か所（２７．８％）、４人が３８か所

（２３．５％）で、３人以上の事業所が１４２か所（８８．３％）を占めており、職員

総数平均は４．４人である。 

常勤職員は、２人が５８か所（３５．８％）、３人が４９か所（３０．２％）で、２

人以上の事業所が、１２９か所（７９．７％）と８４％を占めており、常勤職員人数平

均は２．６人である。 

非常勤職員は、１人が５０か所（３０．９％）、２人が４５か所（２７．８％）で、

非常勤職員人数平均は２．１人である。 

職員総数に占める常勤職員の割合は、５０％以上７５％未満が６３か所（３８．９％）

２５％以上５０％未満が３９か所（２４．１％）で、５０％以上が１１５か所（７１．

９％）を占めている。 

無回答
3.1%

100％
15.4%

25％以上
50％未満

24.1%

0％
0.0%

1％以上
25％未満

1.9%

75％以上
100％未満

16.7%
50％以上
75％未満

38.9%

回答者数＝162事業者

6.8

27.8

12.3

6.2
3.7

1.2 0.6

10.5

30.9

0%

10%

20%

30%

40%

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 11人
以上

無回答

回答者数＝162事業者
平均＝2.1人
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②当事者スタッフの有無 

当事者スタッフの有無（当てはまるものに○） 

 

図表 3-41 当事者スタッフの有無（単数回答） 

 

当事者スタッフは、回答数１６２か所中、２１か所（１２．９％）の事業所が配置し

ている。当事者スタッフの業務は、業務全般が６か所、作業助手が５か所、事務的業務

が４か所となっている。 

 

 

図表 3-42 当事者スタッフの主な業務内容に関する記載一覧 

· 調理補助 

· 相談 

· 生活支援、職業指導 

· 常勤職員、非常勤職員 

· 事務、パソコン指導 

· 指導員 

· 作業指導など 

· 作業指導、事務職 各 1 名 

· 健常スタッフと同じ業務全般 

· 業務全般 

· 環境整備、家事的業務 

· 各作業でのまとめ役、経営会議への参加 

· 会計 

· リサイクル粉石けん作り作業の助手 

· クッキー作り、福祉喫茶、資源回収、内職 

 

 

84.0

4.3
0.6 0.6 0.6 0.6 3.16.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0人
（いない）

1人 2人 5人 7人 9人 12人
以上

無回答

回答者数＝162事業者
平均＝2.3人

『いる』＝12.9％
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③職員が所有している資格 

職員が所持している資格（当てはまるものすべてに○） 

 

図表 3-43 職員が所有している資格（複数回答） 

 

職員が所持している資格は、精神保健福祉士が１１０人（６７．９％）で最も多く、

次にホームヘルパーが４１人（２５．３％）、社会福祉士が３６人（２２．２％）にな

っている。 
 

図表 3-44 職員が所有している資格のその他の記載内容 

その他の記載内容 件数  その他の記載内容 件数 

社会福祉主事 10  薬剤師 2 

教員 7  幼稚園教諭 2 

栄養士 6  相談支援専門員 2 

保育士 5  言語聴覚士 1 

介護支援専門員 3  歯科衛生士 1 

調理師 3  水泳インストラクター 1 

サービス管理責任者 2  認定心理士 1 

管理栄養士 2  理容師 1 

   合計 38 

 

67.9

22.2

8.6

8.6

1.2

1.2

25.3

0.0

19.8

11.1

0% 20% 40% 60% 80%

精神保健福祉士

社会福祉士

介護福祉士

看護師・保健師

作業療法士

臨床心理士

ホームヘルパー

医師

その他

無回答 回答者数＝162事業者
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④ボランティアの有無 

ボランティアの有無（当てはまるものに○） 

 

図表 3-45 ボランティアの有無（単数回答） 

 

ボランティアは、回答数１６２か所中、１０８か所（６６．７％）の事業所で受け入

れている。逆に４８か所（２９．６％）の事業所は外部からの受け入れをしていないこ

とになる。 

 

 

29.6

8.0

10.5

4.9

7.4

2.5 1.9
0.6

6.2

1.9 1.2
2.5

1.2

3.7

17.9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0人
（いない）

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 10人 13人 15人 20人 21人
以上

無回答

事業所数＝162事業所
平均=3.6人

『いる』
=66.7％
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（１１）財政（問１２） 

平成 19 年度の実績額を記入してください。本年 10 月 1 日現在、複数事業所が合併し

ている場合は、合併前の各事業所の合算額を記入してください） 

 

①総事業費（平成１９年度の総支出額） 

 
図表 3-46 事業所の種類×総事業費（平成１９年度の総支出額）（単数回答） 

 

合計 
500 万円 

未満 

500 万円 

以上 

1000 万円 

未満 

1000 万円

以上 

1500 万円 

未満 

1500 万円

以上 

2000 万円

未満 

2000 万円

以上 

2500 万円

未満 

2500 万円

以上 

3000 万円

未満 

3000 万円

以上 
無回答 

全体 
162 12 40 32 32 26 5 9 6 

100.0 7.4 24.7 19.8 19.8 16.0 3.1 5.6 3.7 

小規模作業所 
31 2 4 7 5 10 2 0 1 

100.0 6.5 12.9 22.6 16.1 32.3 6.5 0.0 3.2 

小規模通所 

授産施設 

29 2 0 8 10 6 1 2 0 

100.0 6.9 0.0 27.6 34.5 20.7 3.4 6.9 0.0 

地域活動 

支援センター 

52 5 32 7 5 1 0 0 2 

100.0 9.6 61.5 13.5 9.6 1.9 0.0 0.0 3.8 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 0 4 7 11 8 1 4 2 

100.0 0.0 10.8 18.9 29.7 21.6 2.7 10.8 5.4 

その他 
2 0 0 0 0 1 0 1 0 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 

分類不能 
8 3 0 0 1 0 1 2 1 

100.0 37.5 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 25.0 12.5 
 
注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

収入状況は、回答数１６２か所中、５００万以上１，０００万未満が４０か所（２４．

７％）で最も多く、１，０００万以上１，５００万未満と１，５００万以上２，０００

万未満がそれぞれ３２か所（１９．８％）と続き、３，０００万以上が９か所（５．６％）

あった。小規模作業所３１か所中では、２，０００万以上２，５００万未満が１０か所

（３２．３％）、１，０００万以上１，５００万未満が７か所（２２．６％）となって

いる。小規模通所授産施設２９か所では、１，０００万以上１，５００万未満が８か所

（２７．６％）と１，５００万以上２，０００万未満が１０か所（３４．５％）、２，

０００万以上２，５００万未満が６か所（２０．７％）となっている。地域活動支援セ

ンター５２か所では、５００万以上１，０００万未満が３２か所（６１．５％）、１，

０００万以上１，５００万未満が７か所（１３．５％）、５００万未満が５か所（９．

６％）もあった。就労継続支援Ｂ型３７か所では、１，５００万以上２，０００万未満
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１１か所（２９．７％）、２，０００万以上２，５００万未満が８か所（２１．６％）、

３，０００万円以上が４か所（１０．８％）ある。 

 

②収入内訳（平成１９年度の収入状況） 

 
図表 3-47 事業所の種類×収入内訳（平成１９年度の収入状況）（単数回答） 

 

合計 
500 万円 

未満 

500 万円 

以上 

1000 万円 

未満 

1000 万円

以上 

1500 万円 

未満 

1500 万円

以上 

2000 万円

未満 

2000 万円

以上 

2500 万円

未満 

2500 万円

以上 

3000 万円

未満 

3000 万円

以上 
無回答 

全体 
162 9 38 27 28 23 5 9 23 

100.0 5.6 23.5 16.7 17.3 14.2 3.1 5.6 14.2 

小規模作業所 
31 1 4 6 4 9 2 0 5 

100.0 3.2 12.9 19.4 12.9 29.0 6.5 0.0 16.1 

小規模通所 

授産施設 

29 1 0 7 7 6 1 2 5 

100.0 3.4 0.0 24.1 24.1 20.7 3.4 6.9 17.2 

地域活動 

支援センター 

52 5 31 6 4 1 0 0 5 

100.0 9.6 59.6 11.5 7.7 1.9 0.0 0.0 9.6 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 0 3 5 13 7 2 4 3 

100.0 0.0 8.1 13.5 35.1 18.9 5.4 10.8 8.1 

その他 
2 0 0 0 0 0 0 1 1 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 

分類不能 
8 2 0 0 0 0 0 2 4 

100.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 

 
図表 3-48 事業所の種類×委託料・補助金（単数回答） 

 

合計 
500 万円 

未満 

500 万円 

以上 

1000 万円 

未満 

1000 万円

以上 

1500 万円 

未満 

1500 万円

以上 

2000 万円

未満 

2000 万円

以上 

2500 万円

未満 

2500 万円

以上 

3000 万円

未満 

3000 万円

以上 
無回答 

全体 
162 23 37 29 19 12 1 1 40 

100.0 14.2 22.8 17.9 11.7 7.4 0.6 0.6 24.7 

小規模作業所 
31 2 6 5 8 6 0 0 4 

100.0 6.5 19.4 16.1 25.8 19.4 0.0 0.0 12.9 

小規模通所 

授産施設 

29 1 0 12 7 4 0 0 5 

100.0 3.4 0.0 41.4 24.1 13.8 0.0 0.0 17.2 

地域活動 

支援センター 

52 8 24 7 1 1 0 0 11 

100.0 15.4 46.2 13.5 1.9 1.9 0.0 0.0 21.2 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 9 6 4 3 1 1 1 12 

100.0 24.3 16.2 10.8 8.1 2.7 2.7 2.7 32.4 

その他 
2 1 0 0 0 0 0 0 1 

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

分類不能 
8 1 0 0 0 0 0 0 7 

100.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 
 
注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 
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図表 3-49 事業所の種類×補助金①（単数回答） 

 

合計 
500 万円 

未満 

500 万円 

以上 

1000 万円 

未満 

1000 万円

以上 

1500 万円 

未満 

1500 万円

以上 

2000 万円

未満 

2000 万円

以上 

2500 万円

未満 

2500 万円

以上 

3000 万円

未満 

3000 万円

以上 
無回答 

全体 
162 50 21 13 13 2 0 0 63 

100.0 30.9 13.0 8.0 8.0 1.2 0.0 0.0 38.9 

小規模作業所 
31 7 2 1 9 1 0 0 11 

100.0 22.6 6.5 3.2 29.0 3.2 0.0 0.0 35.5 

小規模通所 

授産施設 

29 7 0 7 3 0 0 0 12 

100.0 24.1 0.0 24.1 10.3 0.0 0.0 0.0 41.4 

地域活動 

支援センター 

52 16 12 4 1 1 0 0 18 

100.0 30.8 23.1 7.7 1.9 1.9 0.0 0.0 34.6 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 17 5 1 0 0 0 0 14 

100.0 45.9 13.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 

その他 
2 1 0 0 0 0 0 0 1 

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

分類不能 
8 2 1 0 0 0 0 0 5 

100.0 25.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 

 

 
図表 3-50 事業所の種類×補助金②（単数回答） 

 

合計 
500 万円 

未満 

500 万円 

以上 

1000 万円 

未満 

1000 万円

以上 

1500 万円 

未満 

1500 万円

以上 

2000 万円

未満 

2000 万円

以上 

2500 万円

未満 

2500 万円

以上 

3000 万円

未満 

3000 万円

以上 
無回答 

全体 
162 56 4 0 0 0 0 0 102 

100.0 34.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 

小規模作業所 
31 9 1 0 0 0 0 0 21 

100.0 29.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.7 

小規模通所 

授産施設 

29 9 0 0 0 0 0 0 20 

100.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 

地域活動 

支援センター 

52 20 0 0 0 0 0 0 32 

100.0 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 16 2 0 0 0 0 0 19 

100.0 43.2 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 

その他 
2 1 0 0 0 0 0 0 1 

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

分類不能 
8 0 1 0 0 0 0 0 7 

100.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 
 
注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 
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図表 3-51 事業所の種類×報酬（自立支援給付費）（単数回答） 

 

合計 
500 万円 

未満 

500 万円 

以上 

1000 万円 

未満 

1000 万円

以上 

1500 万円 

未満 

1500 万円

以上 

2000 万円

未満 

2000 万円

以上 

2500 万円

未満 

2500 万円

以上 

3000 万円

未満 

3000 万円

以上 
無回答 

全体 
162 56 5 10 4 5 1 4 77 

100.0 34.6 3.1 6.2 2.5 3.1 0.6 2.5 47.5 

小規模作業所 
31 12 0 0 0 0 0 0 19 

100.0 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3 

小規模通所 

授産施設 

29 11 0 0 0 0 0 0 18 

100.0 37.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1 

地域活動 

支援センター 

52 21 2 0 0 0 0 0 29 

100.0 40.4 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 9 3 9 3 4 1 1 7 

100.0 24.3 8.1 24.3 8.1 10.8 2.7 2.7 18.9 

その他 
2 0 0 0 0 1 0 1 0 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 

分類不能 
8 2 0 1 1 0 0 2 2 

100.0 25.0 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 25.0 25.0 

 

 
図表 3-52 事業所の種類×その他（単数回答） 

 

合計 
500 万円 

未満 

500 万円 

以上 

1000 万円 

未満 

1000 万円

以上 

1500 万円 

未満 

1500 万円

以上 

2000 万円

未満 

2000 万円

以上 

2500 万円

未満 

2500 万円

以上 

3000 万円

未満 

3000 万円

以上 
無回答 

全体 
162 116 5 2 0 0 1 1 37 

100.0 71.6 3.1 1.2 0.0 0.0 0.6 0.6 22.8 

小規模作業所 
31 26 0 0 0 0 0 0 5 

100.0 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 

小規模通所 

授産施設 

29 18 0 0 0 0 1 0 10 

100.0 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 34.5 

地域活動 

支援センター 

52 38 1 0 0 0 0 0 13 

100.0 73.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 27 3 0 0 0 0 1 6 

100.0 73.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 16.2 

その他 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 

100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

分類不能 
8 4 1 1 0 0 0 0 2 

100.0 50.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 
 
注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

 



 

172 

 

 
図表 3-53 事業所の種類×家賃補助（単数回答） 

 

合計 
250 万円

未満 

250 万円

以上 

500 万円

未満 

500 万円

以上 

750 万円

未満 

750 万円

以上

1000 万

円未満 

1000 万

円以上 
無回答 

全体 
162 73 8 2 1 0 78 

100.0 45.1 4.9 1.2 0.6 0.0 48.1 

小規模作業所 
31 16 5 1 0 0 9 

100.0 51.6 16.1 3.2 0.0 0.0 29.0 

小規模通所 

授産施設 

29 15 2 0 0 0 12 

100.0 51.7 6.9 0.0 0.0 0.0 41.4 

地域活動 

支援センター 

52 20 1 1 0 0 30 

100.0 38.5 1.9 1.9 0.0 0.0 57.7 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 16 0 0 0 0 21 

100.0 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 

その他 
2 1 0 0 0 0 1 

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

分類不能 
8 3 0 0 0 0 5 

100.0 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 

 

 
図表 3-54 事業所の種類×利用者負担金（単数回答） 

 

合計 
250 万円

未満 

250 万円

以上 

500 万円

未満 

500 万円

以上 

750 万円

未満 

750 万円

以上

1000 万

円未満 

1000 万

円以上 
無回答 

全体 
162 121 1 0 0 0 40 

100.0 74.7 0.6 0.0 0.0 0.0 24.7 

小規模作業所 
31 24 0 0 0 0 7 

100.0 77.4 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 

小規模通所 

授産施設 

29 21 0 0 0 0 8 

100.0 72.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 

地域活動 

支援センター 

52 39 0 0 0 0 13 

100.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 29 1 0 0 0 7 

100.0 78.4 2.7 0.0 0.0 0.0 18.9 

その他 
2 2 0 0 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 5 0 0 0 0 3 

100.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 
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図表 3-55 事業所の種類×寄付金（単数回答） 

 

合計 
250 万円

未満 

250 万円

以上 

500 万円

未満 

500 万円

以上 

750 万円

未満 

750 万円

以上

1000 万

円未満 

1000 万

円以上 
無回答 

全体 
162 122 6 0 0 0 34 

100.0 75.3 3.7 0.0 0.0 0.0 21.0 

小規模作業所 
31 24 2 0 0 0 5 

100.0 77.4 6.5 0.0 0.0 0.0 16.1 

小規模通所 

授産施設 

29 19 1 0 0 0 9 

100.0 65.5 3.4 0.0 0.0 0.0 31.0 

地域活動 

支援センター 

52 41 0 0 0 0 11 

100.0 78.8 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 30 3 0 0 0 4 

100.0 81.1 8.1 0.0 0.0 0.0 10.8 

その他 
2 2 0 0 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 4 0 0 0 0 4 

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

委託料・補助金は、回答数１６２か所中、移行後の地域活動支援センターでは３２か

所（６１．６％）が１，０００万未満となっている。これに対して、移行すると予測さ

れる小規模作業所では１，０００万以上２，５００万未満１９か所（６１．３％）、小

規模通所授産施設では１，０００万以上２，０００万未満１９か所（６５．５％）とな

る。これは移行していない小規模作業所や小規模通所授産施設の収入が高く、移行して

も地域活動支援センターでは収入減が予想され、運営が極めて厳しい状況に直面せざる

を得ないためと思われる。反面地域活動支援センターにすでに移行した小規模作業所は、

移行前の補助金額が低額であること、地域活動支援センターの補助金が小規模作業所当

時の補助金と同額もしくはそれを上回る額であったため移行を決断したのではないかと

思われる。また、小規模作業所制度廃止も移行を促進させたことも見逃せない。（移行

の理由後述）。就労継続支援Ｂ型では、１，０００万未満のところが１５か所（４０．

５％）あるが、これは本年度移行したためにアンケートに報酬が反映されていない可能

性があると言える。 

家賃補助が交付されているのは、小規模作業所では回答のあった３１か所中２２か所

（７１．０％）、小規模通所授産施設では２９か所中１７か所（５８．６％）、地域活

動支援センターでは５２か所中２２か所（４２．３％）、就労継続支援Ｂで３７か所中
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１６か所（４３．２％）であった。本体施設への基本的補助金や家賃補助の交付は自治

体の考え方や財政事情に左右されることが多く、市町村格差が著しくあらわれるところ

でもある。ヒアリング事例の中で見受けられたのが、地域活動支援センターで利用者か

ら利用料を徴収しているところである。活動支援センターへの補助金は利用者の利用日

数に応じて交付され、利用者は利用した日数に応じて定められた利用料を支払うことに

なる。地域性にもよるが隣接市町村との制度格差が生ずると利用者にとっては非常に利

用しづらい制度になると言える。 
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２．新事業への移行について（移行している事業所のみ） 

（１）新事業に移行する前の事業所（問１３） 

新事業に移行する前の事業所に、○をつけてください。 

 

図表 3-56 事業所の種類×新事業に移行する前の事業所（単数回答） 

 

合計 
小規模作

業所 

小規模 

通所授産

施設 

無回答 

全体 
100 74 20 6 

100.0 74.0 20.0 6.0 

地域活動 

支援センター 

52 48 3 1 

100.0 92.3 5.8 1.9 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 21 12 4 

100.0 56.8 32.4 10.8 

その他 
2 1 0 1 

100.0 50.0 0.0 50.0 

分類不能 
8 3 5 0 

100.0 37.5 62.5 0.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

移行した事業所は、回答数１６２か所中、１００か所（６１．７％）で、移行前の事

業は、小規模作業所が７４か所（移行総数全体の７４．０％）、小規模通所授産施設２

０か所（移行総数全体の２０．０％）である。 

移行先の事業所は、小規模作業所７４か所中、地域活動支援センター４８か所、就労

継続支援Ｂ型２１か所、その他１か所となっている。小規模通所授産２０か所中、就労

継続支援Ｂ型１２か所、地域活動支援センター３か所である。 

小規模作業所の移行先は約６５％が地域活動支援センターであり３分の２を占めてい

るが、就労継続Ｂにも３１％が移行している。これまでの活動内容からみて地域活動支

援センターへの移行がスムースに行われるかと思われたが、就労継続Ｂへの移行が３分

の１を占めている。これは①小規模作業所の補助金が低額なため給付事業への移行を行

った、②自治体から給付事業への移行を何らかの形で求められたことが考えられる。後

述「移行の理由」。 

また、小規模作業所、小規模通所授産施設の約９６％が地域活動支援センターと就労

継続支援Ｂに移行しており、今後もこの傾向が持続すると結果として、地域における社

会資源に偏りが生じないかとの疑問が生じる。 
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（２）移行した理由（問１４） 

移行した理由の上位３項目に、○をつけてください。 

 

図表 3-57 移行した理由（複数回答） 

注：  は、上位の数字 

 

 

図表 3-58 移行した理由のその他に関する記載一覧 

· 法人の方針 

· 法人(理事）の要望 

· 法改正による（自立支援費制度） 

· 補助金を受けるため 

· 早く申請した方が障がい者就労訓練等給付設備等事業費が助成されると知って 

· 川崎市の方針 指定管理者制度になった 

· 精神障害者の居場所機能を維持するため 

· 小規模通所授産施設制度が廃止されるため 

· 以前の共同作業所を維持していくため  

 

 

 

41.0

8.0

3.0

5.0

24.0

9.0

2.0

44.0

56.0

54.0

0% 20% 40% 60%

収入が増える
（財政が豊かになり安定する）ため

施設の機能や役割を強化するため

地域に必要とされる社会資源としての
役割を担うため

利用者からの要望

職員からの要望

家族の要望

地元自治体の要請

作業所制度が廃止されるため

その他

無回答
回答者数＝100事業者
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移行理由は、移行した事業所１００か所中、作業所制度が廃止されるためが５６か所、

地域に必要な社会資源としての役割が５４か所、収入が増えるが４４か所、施設の機能･

役割の強化するためが４１か所、地元自治体の要請が２４か所となっている。 

移行の理由回答の特徴的なことは、作業所制度の廃止が５６．０％、自治体要請が２

４．０％あり、小規模作業所や小規模通所授産施設の移行に大きな影響を与えているこ

とがわかる。作業所制度の廃止は自治体の判断であり、要請より強い意味をもっている

と言える。また、収入増を４４．０％が理由にあげているのは、これまでの補助金額の

低額による不安定な財政運営からの脱却と言える。これらの回答の地域性は読み取れな

いが、地方においては小規模作業所・小規模通所授産施設が低額な補助金運営を強いら

れてきたことによるものと想像できる。 

その中で、自らの存在価値として、地域における社会資源としての役割を５４．０％

が移行理由としている点に、これからの活動内容の展開が期待できると言える。 
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54.8
19.4

12.9
90.3

71.0
90.3

74.2
67.7

41.9
9.7
9.7

51.6
32.3

22.6
35.5

58.1

61.3
71.0

61.3

25.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6.5
12.9

0.0
3.2
3.2
0.0

3.2

90.3

71.0

9.70.0

45.2

80.6
29.0
22.6

3.2
3.2

61.3
29.0

25.8
54.8

74.2

22.6

0.0

0.0
16.1
12.9

3.2

3.2
3.2
3.2
3.2

3.2
3.2

3.2

3.2
3.2

3.2
3.2
6.5
6.5

3.2
3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場②企業等への就労に向けて訓練・準
備③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場
⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける
⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける⑨身近な顔の見える関係の中での相
談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセ
ス支援⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援⑬当事者同士の自由な交流や仲間づ
くり⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発⑯文化・スポーツ・レクリエーション活
動 ⑰その他

重点的に
実施していた

必要に応じて
実施していた

実施して
いなかった

無回答

（３）移行前の貴事業所の活動内容（問１５） 

移行前の貴事業所の活動内容を教えてください。 

 

図表 3-59 移行前の活動内容（単数回答） 

               〔地域活動支援センター〕         〔就労継続支援Ｂ型〕 

67.6

16.2

10.8

89.2

78.4

91.9

78.4

67.6

27.0

5.4

5.4

70.3

45.9

37.8

43.2

2.7

54.1

48.6

56.8

54.1

27.0

2.7

2.7

5 .4

0.0

2.7

24.3

27.0

2.7

2.7

2.7

0.0

2.7

97.3

59.5

13.5

64.9

64.9

32.4

29.7

64.9

8.1

2.7

16.2

29.7

64.9

24.3

0.0

2.7

0.0

10.8

0.0

0.0

5.4

2.7

5.4

2.7

2.7

2.7

8.1

8.1

2.7

5.4

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける

⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける

⑨身近な顔の見える関係の中での相談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセス支援

⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援

⑬当事者同士の自由な交流や仲間づくり

⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発

⑯文化・スポーツ・レクリエーション活動

⑰その他

48.1

13.5

7.7

96.2

88.5

92.3

73.1

57.7

36.5

7.7

13.5

61.5

32.7

32.7

53.8

0.0

40.4

63.5

63.5

44.2

46.2

0.0

0.0

1 .9

1 .9

1 .9

36.5

21.2

5.8

1 .9

1 .9

0.0

5.8

100.0

67.3

0.0

30.8

51.9

38.5

23.1

5.8

1.9

55.8

36.5

28.8

59.6

61.5

9.6

0.0

0.0

26 .9

9.6

0.0

1.9

1.9

1.9

1.9

3.8

3.8

1.9

5.8

3.8

3.8

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける

⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける

⑨身近な顔の見える関係の中での相談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセス支援

⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援

⑬当事者同士の自由な交流や仲間づくり

⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発

⑯文化・スポーツ・レクリエーション活動

⑰その他



 

179 

 

図表 3-60 移行前の活動内容の⑰その他に関する記載一覧 

· 利用者のボランティア活動 

· 他の非営利団体との連係  など 

 
 

移行後の事業が地域活動支援センターと回答のあった５２か所中、移行前に重点的に

実施していたのは「通える場」５０か所（９６．２％）、「生活リズム」４８か所（９

２．３％）、「安らぎの場」４６か所（８８．５％）の順である。そして、「生活の楽

しみ」３８か所（７３．１％）、「生活スキル」３５か所（６７．３％）、「交流・仲

間づくり」３２か所（６１．５％）と続いている。実施していない活動は「就労継続の

支援」２４か所（４６．２％）、「訪問・同行生活支援」１９か所（３６．５％）、「就

労訓練・準備」１４か所（２６．９％）である。 

 

移行後の事業が､就労継続支援Ｂ型と回答のあった３７か所中、移行前に重点的に実施

していたのは「生活リズム」３４か所（９１．９％）、「通える場」３３か所（８９．

２％）、「安らぎの場」２９か所（７８．４％）、「生活の楽しみ」２９か所（７８．

４％）の順である。そして、「交流・仲間づくり」２６か所（７０．３％）、「働く場」

２５か所（６７．６％）、「身近な相談支援」２５か所（６７．６％）、「生活スキル」

２２か所（５９．５％）と続いている。実施していない活動は「就労継続の支援」１０

か所（２７．０％）、「治療維持支援」１０か所（２７．０％）、「訪問・同行生活支

援」９か所（２４．３％）である。 
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（４）移行後の貴事業所の活動内容（問１６） 

移行後の貴事業所の活動内容を教えてください。 

 

図表 3-61 移行後の活動内容（単数回答） 

               〔地域活動支援センター〕         〔就労継続支援Ｂ型〕 

54.8
19.4

12.9
90.3

71.0
90.3

74.2
67.7

41.9
9.7
9.7

51.6
32.3

22.6
35.5

58.1

61.3
71.0

61.3

25.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6.5
12.9

0.0
3.2
3.2
0.0

3.2

90.3

71.0

9.70.0

45.2

80.6
29.0
22.6

3.2
3.2

61.3
29.0

25.8
54.8

74.2

22.6

0.0

0.0
16.1
12.9

3.2

3.2
3.2
3.2
3.2

3.2
3.2

3.2

3.2
3.2

3.2
3.2
6.5
6.5

3.2
3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場②企業等への就労に向けて訓練・準
備③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場
⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける
⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける⑨身近な顔の見える関係の中での相
談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセ
ス支援⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援⑬当事者同士の自由な交流や仲間づ
くり⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発⑯文化・スポーツ・レクリエーション活
動 ⑰その他

重点的に
実施していた

必要に応じて
実施していた

実施して
いなかった

無回答

91.9

45.9

27.0

89.2

70.3

81.1

67.6

81.1

51.4

10.8

18.9

62.2

48.6

37.8

35.1

56.8

45.9

59.5

59.5

8.1

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

8.1

10.8

0.0

2.7

0.0

2.7

94.6

67.6

2 .7

21.6

64.9

43.2

27.0

5.4

51.4

8.1

13.5

27.0

16.2

75.7

35.1

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.4

2.7

5.4

2.7

5.4

2.7

2.7

8.1

5.4

5.4

5.4

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける

⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける

⑨身近な顔の見える関係の中での相談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセス支援

⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援

⑬当事者同士の自由な交流や仲間づくり

⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発

⑯文化・スポーツ・レクリエーション活動

⑰その他
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①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける

⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける

⑨身近な顔の見える関係の中での相談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセス支援

⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援

⑬当事者同士の自由な交流や仲間づくり

⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発

⑯文化・スポーツ・レクリエーション活動

⑰その他
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図表 3-62 移行後の活動内容の⑰その他に関する記載一覧 

· 利用者のボランティア活動、施設の枠をこえた当事者活動支援 

· 他の作業所（法人）を参考に 5 つの事業を計画したものの地域活動センターⅢ型のみ運営 

· 他の非営利団体との連携 

· 工賃アップのために弁当作り 

· 工賃アップのために、以前から行っていたクッキー製造を事業拡大 

 

地域活動支援センターへ移行後、重点的に実施しているのは、「通える場」４９か所

（９４．２％）、「生活リズム」４７か所（９０．４％）、「安らぎの場」４５か所（８

６．５％）の順である。そして、「生活の楽しみ」４２か所（８０．８％）、「生活ス

キル」３７か所（７１．２％）、「交流・仲間づくり」３４か所（６５．４％）、「身

近な相談支援」３３か所（６３．５％）と続いている。実施していない活動は「就労継

続の支援」２０か所（３８．５％）、「訪問・同行生活支援」１３か所（２５．０％）、

「就労訓練・準備」１１か所（２１．２％）である。 

地域活動支援センターに移行した事業所では、移行前、移行後ともに活動内容に大き

な変化は見られないが、「重点的に実施」「必要に応じて実施」の回答比率が上昇して

いる。特に「重点的に実施している」の回答数が急増するとともに「実施していない」

の回答数が微増している。これは移行に際して十分な内部論議が行われ、移行後の地域

活動支援センターの活動内容が明確に意識された結果ではないかと思われる。同時に、

「働く場」を含む就労関係のパーセンテージも増加しており、地域活動支援センターの

活動内容に生活を中心としたサービスと就労を中心としたサービスが混在していること

がわかった。地域に事業所が少なく、地域活動支援センターが広範囲なサービスの提供

をせざるを得ない状況と給付事業との役割分担が進んでいないことをうかがわせる。 

 

就労継続支援Ｂ型事業へ移行後、重点的に実施しているのは、「働く場」３４か所（９

１．９％）、「通える場」３３か所（８９．２％）、「生活リズム」・「身近な相談支

援」各３０か所（８１．１％）の順である。そして、「安らぎの場」２６か所（７０．

３％）、「生活の楽しみ」・「生活スキル」各２５か所（６７．６％）と続いている。

実施していない活動は「治療維持支援」４か所（１０．８％）、「就労継続の支援」・

「訪問・同行生活支援」３か所（８．１％）である。 

就労継続支援Ｂに移行した事業所では、移行前は「定期的に通えて、生活リズムを整

え、生活の楽しみを見つけるとともに安らぎの場」であったところが、「働くために定

期的に通い、そのための生活リズムを整えるとともに相談支援を行う場」に変化してき

ている。「安らぎの場」「生活の楽しみ」の側面を残してはいるが、「就労に向けた訓

練」「情報へのアクセス支援」が急増しており、移行前と移行後では活動内容が大きく

変化したと言える。これは利用者のサービス利用方法や職員の意識・サービス提供の方

法にも大きく影響しているのではないか。 
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（５）新たに取り組みを開始した事業の経緯（問１７） 

新たに取り組みを開始した事業はどのような経緯で開始されましたか。 

 

以下は、取り組みを開始した事業の経緯の記載一覧である（基本的に原文のまま掲載）。 
 

· 利用者負担がまだある今、工賃アップでモチベーションをあげる事のため工賃アップ事業。 

· 利用者と家族の希望を聞き、1 年間プログラムの中で新しいことを試しながら、話し合いを続けた上で、

新事業を決定し、開始した。 

· 養護学校との共働事業として、話がすすめられ、養護学校給食配膳ボランティアとして、当事業所の利

用者が学校に行っている。 

· 未だ、社会資源を利用することができないでいる当事者が少しでも利用できるようにするため。 

· 法改正があり、作業所の体系ではいられなくなった為、地活に移行した。と同時に、同法人内に就労継

続支援Ｂ型も設置した。 

· 法の改制にともない。 

· 補助金減額傾向であったため、運営費確保のため新事業移行せざるをえなかった活動内容について

はメンバーが安心して継続利用できるようなるべく変化をつけなかった。 

· 歩いて 5 分の所に物件を取得。ここを「ひまわり」と名付けて就労支援の場として位置づけた。ほぼ同時

期に千葉県障害者就労事業振興センターより薬の添付書の封入作業を紹介された。Ｂ型への移行は、

もう少し収入の保障をしてあげないと 1 割負担を考えると利用者さんに申し訳ないと思う。（月 500～1 万

5 千円マデ） 

· 働く場面を、同法人内の部門にくっつけ、当事業所は憩いの場とした。 

· 通所者の工賃アップすることを計画、結果地域住民の方にも精神障害者理解の促進、交流を目標にし

た。 

· 地域活動支援センターは、市が有無を言わさずと言った感じで進められてしまった。 

· 地域の役員に紹介されて地区の清掃を請け負っている。 

· 地域の方々に障害者を理解していただくために、映写会『ふるさとを下さい』の実施し、多人数の参加が

あった。 

· 送迎業務、利用人員を確保する必要性から（市側から活動日数、平均通所人数が義務づけられた）。 

· 相談、訪問、夕食サービス（一人暮らしの人等）、家族懇談会。人が増えたので、これまでやりたいと思

っていたサービスを始めた。 

· 川崎市の方針により開始。就労移行支援は川崎市で初めてのケースだった。 

· 先に移行した地域生活支援センターが財政的にも不安定で連携町村からも個別給付事業への移行を

希望されていた。その中で昨年 7 月に個別給付事業にかかる利用者負担額が減免された事で就労継

続Ｂ型に移行できた。 

· 障害者自立支援法に基づき法人化した。 

· 障害者自立支援基盤整備事業により厨房改修工事を実施し、菓子製造業をとり、パン製造を実施でき

るようになりました。 

· 小規模作業所から既存の社会福祉法人に入り、地域活動支援センターに移行。（いずれはＢ型に移行

という説明を利用者の方には話していました。）１年半後、Ｂ型事業所へ移行。 
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· 就労支援の必要性を感じ、また利用者の意識も高くなってきたため、講演会やセミナーなどに参加する

ようになった。 

· 就労サポートの強化…利用者さんからの要望、関係機関の研修（事業所内外）、施設外就労・ジョブガ

イダンスなど 

· 自立支援法の中で旧事業所の存続が不可能になると思い、また高齢化した家族会の負担を減らす目

的もあり、市内二つの作業所を一つの法人で運営するように法人を設立したのみ。それによって地域活

動センターに移行した。 

· 自立支援法の施行により設立した。 

· 自立支援法が施行され、補助金等の制度も変化していくということで市から補助金をもらうには法人化

していることが条件と言われ、まずＮＰＯ法人化した。その年の 10 月から新事業体系のいずれかを選択

するよう（補助金が必要ならば）指導され、その時点で行っている内容や実利用人数を考慮すると地域

活動支援センターⅢ型を選ぶしかなかった。 

· 事業所独自の収入で利用者の給料(工賃）を支給するため、月々定期的な収入を得られる作業を導入

した。・清掃作業 ・内職作業 ・漬物の製造販売事業。 

· 作業所制度が廃止されることから移行した。 

· 作業所から無理のない体系に移行するため地域活動センターⅢ型に移行した。従来の取組と比較して

大きな変化はない。 

· 作業を新たなものを取り入れた。 

· 今まで取り組んでいた外注作業について利用者の意識を働く場として変えていった。 

· 行政からの要望と市内の他の法人との話し合いのもと。 

· 行政（市役所や合同支庁）に何回も足を運び、全員が就労というのは無理なので、就労継続Ｂと地域活

動センターの併設型ということで認めてもらいましたが、本来はそういう形ではないのですが…とも言わ

れています。行政は就労Ｂ１本で運営していってほしいようです。 

· 工賃水準向上のため、多様な作業能力をつけるため。 

· 工賃アップのため授産活動を強化した。 

· 居場所としての場を継続するためには地活Ⅱ型が一番近いと思い、移行した。 

· 看護大学での食堂運営。将来の保健師、看護師を担う学生たちに学生時代から障害のある人々と交

流を深め、医療、保健、福祉の現状を改善したいため、職場訓練先として。 

· 移行以前より企業内での職場実習をしており利用者の一般就労の実現に向けた取り組みを展開してい

たから。 

· 委託事業として創作活動を実施するようになった。工賃アップのため摸作中。 

· マンション清掃―Ｂ型移行のため業者と交渉、食堂経営―法人になったという信用で交渉を委託して頂

いた、金具封入作業―地元に新しくできた企業の下請けを市を通して紹介された。 

· ピアスタッフの雇用、当事者活動の支援を考えて。 

· パンの店舗を基盤整備事業で改装工事を行い開店。これまで外部（イベントなど）での販売だけだった

のが店舗での販売を行うことができるようになった。さらに日本財団でオーブン、冷蔵庫などの備品を購

入することができ、生産数を伸ばしています。 

· バイオディーゼル精製販売活動。環境浄化のため廃食用油を回収すること。環境にやさしい代替燃料

バイオディーゼルを精製販売することで地球温暖化防止に役立つため。 

· キムチの製造・販売、通所者の父親より指導を受け、1 ヶ月に 300 ケ前後のパック詰め（1 パック 350ｇ）

を作る。行政機関や病院福祉施設等に販売。 
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· ＮＰＯ法人を取得し、利用者（登録者）のみならず、地域住民に対しての啓発や交流をより強化する必

要を感じた。 

· 2007 年 2 月ごろ区からの移行の打診があり、定員の関係で合併し移行することに。 

· 作業収入（工賃の安定）を考え菓子製造業に着手、施設外就労の実施（4 企業）:期間限定。 

 

地域活動支援センター５２か所（回答なし５か所）有効回答２３か所：移行に伴い７

か所が就労に重点を置いた事業を開始している。７か所は啓発や交流、居場所とした事

業を展開している。給付事業と役割分化したところは２か所。移行前と変化なしは４か

所。自立支援法成立に伴い移行は５か所。就労継続支援Ｂ型３７か所（回答なし３か所）

有効回答２０か所新規の事業または従前の事業の強化を開始したのは１２か所。従前の

活動を継続しているのが８か所。基盤整備事業の活用や企業や事業所の協力・連携によ

り新たな仕事を開拓したのがわかる。 

地域活動支援センターの中で就労や工賃に視点を当てて事業展開を開始したのは、障

害者自立支援法が日中活動において就労に重点を置いていることと関連してのではない

かという疑問が生ずる。また、移行に際して地元自治体の意向が少なからずうかがえる。

地域活動支援センターは精神障害者の日中活動の保障が活動の基本はと言える。一方、

就労継続支援Ｂを中心とする給付事業の就労系では基盤整備事業の活用や企業や事業所

の協力・連携により新たな仕事を開拓したのがわかる。多機能型や事業を複数展開して

いる法人では活動の内容に変化が少ないが、これは複数の事業所で役割分担、機能分化

の調整ができることによるものと思われる。全体的に地域活動支援センターも就労継続

支援Ｂも就労に焦点を当てた活動展開をする傾向が見受けられる。就労継続支援Ｂでは

その事業所で継続的に働くことを利用目的にする当事者も多いと思われ、工賃倍増計画

などの是非は事業所の（利用者の）意思を多いに尊重すべきものではないだろうか。ま

た、特に給付事業の利用者にとって、レクリエーション活動や相談をする時間が少なく

なっている傾向があるが、精神障害者の地域生活においては生活のゆとりや楽しみ、身

近な職員に相談することなどで安定している側面を見逃さずに活動内容を充実する必要

がある。 
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（６）新制度に移行してできなくなった活動（問１８） 

障害者自立支援法以前に行っていたが新制度に移行してできなくなった活動があれ

ば、その理由も含めお答えください。 

 
図表 3-63 移行してできなくなった活動 

移行してできなくなった活動 件数 

ア：余暇活動等 11 

イ：各種作業 5 

ウ：居場所づくり 4 

エ：相談支援 2 

オ：その他 5 

 

 

ア：余暇活動等（11 件） 

· スポーツへの参加、諸行事等ができなくなった（就労に重点を置くため）が、併設の地域活動セン

タートライアングルで実施している。役割分担している 

· レクリエーション、所外活動への金銭的支援ができなくなり、（収入減）その分回数が減った 

· レクレーション、体力づくり、バスハイク 

· 作業以外の行事活動（余暇活動）が全て利用者の自己負担となった為、できなくなってきた 

· できなくもないが、スポーツなどの活動を減らし、請負作業などの時間を増やした。→少しでも就

労に近づく様に 

· 職員体制をととのえる為、他の課目の金額をへらさねばならなくなった。特に教養娯楽費 

· 日々の利用料にて就労支援しているという事から工賃が発生しない。レクリエーション等の行事

ができにくくなってきた 

· 無認可であった小規模作業所の時は通所者の楽しみの 1 つとしてバス旅行ができていたが、新

制度になり、市側の補助金使途が運営費のみで利用者が支出にできない規制がついた 

· 餅つき大会など地元町内会との交流を目的とするレクリエーション。そのための補助金が廃止さ

れた 

· 余暇活動的は支援が手薄に 

· 旅行等レクの一部経費負担、理由：法人内の他事業所にそろえるため（就労継続支援Ｂ型の運

営がきびしい） 
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イ：各種作業（5 件） 

· 作業所時代は、自主製品を作り、工賃を出していたが、現在Ｂ型との関係もあり、工賃を出す作業を

地活ではやらない事に決めた為、自主製品作りができなくなった 

· 水産加工業 

· 通所者を増やす為の送迎、工賃増加の為の所得増事業に時間をとられ、創作活動(陶芸、音楽、絵

画)に手が回らなくなった 

· 木箱組立下請作業を中止、工賃が低い為 

· 軽作業が縮小された。自治体よりの要請もあり、小規模通所授産施設時代よりも、作業が主な活動で

はないという位置づけから、縮小 

 

ウ：居場所づくり（4 件） 

· まだ作業所にも参加できないまずは通うことで精一杯の方への働きかけ 

· やはり居場所だけという比較的具合の良くない利用者に対する本当の意味での支援が難しくなってき

ている。利用者には就労を意識させる支援が本当にいいのか迷いながらやっている人もいて申し訳な

い気持である 

· 居場所機能（Ｂ型事業所として活動していくには仕事へ重点をおかなくてはならないため）、通えなくな

ったメンバーへのフォロー（職員の事務量増加のためそこにまで力を入れられなくなった） 

· 施設を憩いの場として、利用していただき工賃を支給しない利用形態を設けていたが、作業収入の得

られる活動に中心が移り、地域の中の居場所としての利用が、薄れてきている 

 

エ：相談支援（2 件） 

· 事務量が増えたにもかかわらず、運営費のアップがむずかしい。メンバーにゆとりをもって接する

精神的余裕がなく、相談ごとがしにくくなっていないか心配です 

· 相談支援が手薄になったりした。（理由）作業の拡充で多忙になり時間が取りづらくなってしまっ

た 

 

オ：その他（5 件） 

· 工賃倍増の為に多少活動を減らしたものもある 

· 地域の合同スポーツ大会参加できなくなったが、これは移行のためというより、食堂事業の故で、

庁舎食堂の性格上休みが取りにくくなったためです 

· 通信販売→忙しすぎるので 

· 廃止はしていないが、独自に行っていた企業での就労練習が移行したことで、しばりができ実施

が困難になった（企業と相談し、やり方を考え直した） 

· 利用者、職員の全員研修参…事務所を利用する利用者さんがいるため、閉めることが難しい 

 

地域活動支援センター５２か所中、有効回答１８か所：憩いの場、スポーツ・レク・

創作活動などができなくなったのが７か所、作業関係ができなくなったのは３か所。移

行前と変わりなしが８か所であった。 
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就労継続支援Ｂ型３７か所、有効回答１７か所：できなくなった活動があるのは１２

か所。内訳は憩いの場２か所、スポーツやレクリエーション活動が７か所、作業関係が

３か所である。内容ではゆとりや相談、居場所、研修などがある。 

回答のあった３５か所中、１８か所で憩いの場機能やスポーツ・レクリエーション活

動ができなくなったと回答している。これは有効回答か所３５か所中１８か所にのぼっ

ている。地域に居場所型の機能や余暇活動を活動内容として持つ地域活動支援センター

があれば役割分担と言えるが、利用できる場所が少なくなってこまるのは利用者と言え

る。移行の時期やその事業所の種別、社会資源としての新しい事業所の設置・配置など

が地域の実情に合わせて進んでいるかが問題となる。障害福祉計画の策定、地域自立支

援協議会活動との関連が大きくなると思われる。 
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（７）移行後の業務への対応（問１９） 

①移行したことによる業務量 

移行後の業務への対応についてお聞きします。 

(1) 移行したことにより、業務量はどうなりましたか。（当てはまるものに○） 

 

図表 3-64 事業所の種類×移行したことによる業務量（単数回答） 

 

合計 増えた 
変わら 

ない 
減った 無回答 

全体 
100 82 16 0 2 

100.0 82.0 16.0 0.0 2.0 

地域活動 

支援センター 

52 38 13 0 1 

100.0 73.1 25.0 0.0 1.9 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 34 2 0 1 

100.0 91.9 5.4 0.0 2.7 

その他 
2 2 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 8 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

移行事業所１００か所の中で、移行に伴って業務量が増大したと回答したところが圧

倒的に多く８２か所（８２．０％）に達している。 

事業所別では、就労継続支援Ｂ型３７か所の中で、業務量の増加が３４か所（９１．

９％）で、地域活動支援センター５２か所の中で、３８か所（７３．１％）となってい

る。 
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②業務量増加への対応 

(2) (1)で〔1．増えた〕に○をつけられた事業所にお聞きします。どのような対応を

していますか。（当てはまるものすべてに○） 

 
図表 3-65 業務量増加への対応（複数回答） 

  

図表 3-66 業務量増加への対応のその他に関する記載一覧 

· 利用者を午後 3 時で帰すことで事務処理等をこなしている 

· 法人移行により毎月の事務量が増えた 

· 内部システムの効率 

· 土日曜日の研修が多くなった 

· 職員が増員できるかどうかの見通しもたたない中でやっています 

· 授産事業の仕事量 

· 個別対応の時間が増えた 

· 個々のスタッフが必要性を感じ効率化を計ってくれていますが、スタッフへの負担は増えたと思い

ます 

· ボランティアの皆さんにご協力をお願いしています 

· センター業務だけでなく、ＮＰＯ法人業務が増えた 

 

業務量増大にともなう対策は、職員の増員が４７．０％、ソフトの導入や業務の外部

委託が合計で４５．８％、残業が６３．９％、休日出勤が３４．９％となっており、職

員の労働時間が増えていることを示している。また、支援抑制が約１３．３％ある。 

業務量で言えば、移行＝業務量の増大が伴う結果になっている。この対応策として職

員の増員や合理化（ソフト導入・外部委託）などが実施されているが、残業と休日出勤

47.0

45.8

16.9

63.9

34.9

13.3

10.8

6.0

0% 20% 40% 60% 80%

職員の増員

ソフト導入等による
事務の合理化

業務の外部委託

残業

休日出勤

利用者支援の抑制

その他

無回答
回答者数＝80事業者
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により対応していると回答している事業所も多くあり、職員の労働強化につながってい

ることをうかがわせる。気になるのは支援抑制をしていると回答したところが１１か所、

１３．３％あるところである。その他の記入欄に活動時間の短縮１か所、授産事業の仕

事量１か所の記載があったが、その他は不明である。障害者自立支援法は障害者の自立

を支援することを目的としているが、支援法に基づく事業に移行することが、結果的に

当事者への支援抑制につながっていることは本来の目的を達成しえていないと言える。

理由は読み取れないが、原因の把握と解決に向けての取り組みが求められる。ただ、財

政的に対策をとりえないのだとした事業所だけの課題とは言いがたく、地域全体で取り

組む課題と言えよう。 
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（８）移行後の利用者の状況（問２０） 

①移行に伴う１日当たりの平均利用者数の変化 

移行後の利用者の状況についてお聞きします。(1) 移行に伴い、1日当たりの平均 

利用者数は変化しましたか。（当てはまるものに○） 

 

図表 3-67 事業所の種類×平均利用者数の変化（単数回答） 

 

合計 増えた 
変わら 

ない 
減った 無回答 

全体 
100 41 50 6 3 

100.0 41.0 50.0 6.0 3.0 

地域活動 

支援センター 

52 20 29 2 1 

100.0 38.5 55.8 3.8 1.9 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 13 19 4 1 

100.0 35.1 51.4 10.8 2.7 

その他 
2 2 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

分類不能 
8 6 1 0 1 

100.0 75.0 12.5 0.0 12.5 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

移行事業所１００か所の中で、平均利用者数は４１か所（４１．０％）が増えた、５

０．０％が変わらないと回答しており、全体で９１．０％は現状維持もしくは利用者の

増加となっている。なお、利用者が減った事業所は、就労継続支援Ｂ型３７か所中、４

か所（１０．８％）あった。 
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②移行に伴う利用者の利用中止や利用の抑制 

(2) 移行に伴い、利用者の利用中止や利用の抑制がありましたか。 

 

図表 3-68 事業所の種類×利用中止や利用の抑制（単数回答） 

 

合計 あった なかった 無回答 

全体 
100 24 73 3 

100.0 24.0 73.0 3.0 

地域活動 

支援センター 

52 5 46 1 

100.0 9.6 88.5 1.9 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 15 21 1 

100.0 40.5 56.8 2.7 

その他 
2 0 2 0 

100.0 0.0 100.0 0.0 

分類不能 
8 4 3 1 

100.0 50.0 37.5 12.5 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

移行事業所１００か所の中で、利用者の利用中止や利用の抑制があったのは、２４か

所（２４．０％）に達している。内訳で見ると、地域活動支援センター５２か所の中５

か所（９．６％）、就労継続支援Ｂ型３７か所の中１５か所（４０．５％）であり、圧

倒的に給付事業所＝利用料が発生したことによるものと思われる。 
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③利用中止や利用抑制の理由 

(3) (2)で〔1．あった〕と回答した事業所にお聞きします。利用中止や抑制の理由を

教えてください。 

 
図表 3-69 利用中止の理由 

利用中止の理由 件数 

ア：利用料等の関係 12 

イ：他へ移る 3 

ウ：資産調査の関係 2 

エ：その他 4 

 

 

ア：利用料等の関係（12 件） 

· 利用料金が負担できないため（軽減策で解消された人もいる、夫婦の収入になる人も含む） 

· 利用料が上限はあるものの来所日数によって変わる。そのため、利用料を気にして来所を中止

する方もいた。また、作業や就労が中心でなくなったため、就労支援事業へ移行する方もいた 

· 利用料がたかすぎる、利用料がかかる 

· 利用料がかかるので 

· 利用料（応益負担）に反対 

· 利用者負担額を払うのが嫌なため 

· 利用者負担についての理解が得られなかった 

· 応益負担が多くなった 

· 自己負担を差し引くと、手元に残る工賃がわずかになってしまう 

· 本人は居場所として利用を楽しみにしていたが、これまでの作業を仕事の訓練として続けたくな

い、当初の利用料の額についても問題があった。家族（夫）などが認めていない 

· 本人の希望により ・利用料負担 ・登録のみだったので切りよく退所 

· 自分達が、利用料負担等で、じゃま者的な扱いを受ける制度ができたと言うだけで、自宅にこも

ってしまった 

 

イ：他へ移る（3 件） 

· 自宅近くの事業所に変更された。 就職された 

· 移行していない小規模作業所に通所となった 

· 働く場から憩いの場へ移行したので働くことのみを希望する人は、同法人就労継続へ移った 

 

ウ：資産調査の関係（2 件） 

· 認定時の資産の調査を断り利用を中止、Ｂの手帳を取得しないため行政が利用を認めなかっ

た 

· 自立支援給付手続きにおいての資産調査がいやで 
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エ：その他（4 件） 

· 移行について反対だった 

· 「契約」の手続きにあたり、今まで登録継続だった方が、新たな契約を行っていない 

· 障害の重い方が作業中心となったことで、ついてこれない。居場所として利用する雰囲気が、失

われつつある 

· 地域活動支援センターの利用の方が、どうしても通いづらくなってしまい、やめたいという声も実

際きかれています。他に居場所があれば良いのですが、把握はしておりません 

  
図表 3-70 利用抑制の理由 

· 利用料金が負担できないため（軽減策で解消された人もいる） 

· 利用料の発生による金銭的負担が、直接の理由ではないが、遠因となって 

· 利用料の発生で、来所日数により変わるため。利用料を気にして来所日数をコントロールしてい

た 

· 利用料の支払いが問題 

· 利用者負担額の上限額が多い人が、月利用者負担額を抑えるために通所日数を減らした 

· 当初、移行前の利用料を越えないようにしていたメンバーがいた 

· 自己負担を差し引くと、手元に残る工賃がわずかになってしまう 

· 個人負担金のため当初は利用を減らしている人が多かったが軽減されてからは増えてきた 

· 金銭面により。外で仕事しているメンバーは居場所機能を求めているため、それが保障できない 

· 応益負担導入により毎日通所していた人の中で数名が週 3 日通所等になった 

· 利用料 

 

利用の中止、抑制は利用料を理由とするものが最も高いが、就労継続支援Ｂ型、給付

事業に多くみられる。これは１割の応益負担に対処するものと言えるが、軽減措置によ

り利用日数を増やしたとの記載も見られる。利用者にとって障害年金と工賃の収入では、

利用料金額はよりいっそう重く実感されると思われる。件数は少ないが地域活動支援セ

ンターの利用中止・抑制理由に利用料があげられている。地域活動支援センターは地域

生活支援事業の必須事業であるが市町村の裁量に任せられていることにより、利用料の

徴収が行われていることところがあるのがわかる。地域活動支援センターの地域格差は

補助金だけではなく利用料にも及んでおり、利用者の負担は重いと言える。 
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④利用者負担金の滞納 

(4) 利用者負担金の滞納はありますか。 

 

図表 3-71 事業所の種類×利用者負担金の滞納(単数回答) 

 

合計 ある ない 無回答 

全体 
100 10 70 20 

100.0 10.0 70.0 20.0 

地域活動 

支援センター 

52 1 34 17 

100.0 1.9 65.4 32.7 

就労継続 

支援Ｂ型 

37 7 27 3 

100.0 18.9 73.0 8.1 

その他 
2 1 1 0 

100.0 50.0 50.0 0.0 

分類不能 
8 1 7 0 

100.0 12.5 87.5 0.0 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

移行事業所１００か所の中で、利用料の滞納は１０か所（１０．０％）である。就労

継続支援Ｂ型３７か所中、７か所（１８．９％）で、給付事業であるので利用者負担は

当然発生するので、滞納が見られるのは当然であると言えるが、件数は少ないが地域活

動支援センターは自治体の裁量に任されており、そこで滞納があるのは地域活動支援セ

ンターで利用料が発生していることを裏付けている。 
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⑥生活のリズムをつける
⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける⑨身近な顔の見える関係の中での相
談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセ
ス支援⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援⑬当事者同士の自由な交流や仲間づ
くり⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発⑯文化・スポーツ・レクリエーション活
動 ⑰その他

重点的に
実施していた

必要に応じて
実施していた

実施して
いなかった

無回答

62.1

6.9

0.0

86.2

69.0

86.2

48.3

62.1

31.0

6.9

0.0

55.2

34.5

27.6

27.6

65.5

58.6

65.5

62.1

31.0

3.4

3.4

6.9

0.0

3.4

13.8

10.3

3.4

3.4

3.4

6.9

6.9

96.6

41.4

0.03.4

37.9

75.9

34.5

44.8

10.3

10.3

72.4

31.0

48.3

62.1

82.8

24.1

0.0

0.0

17.2

0.0

0.0

3.4

3.4

3.4

3.4

6.9

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける
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⑧日常生活のスキルを身につける
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動 ⑰その他

重点的に
実施していた

必要に応じて
実施していた

実施して
いなかった

無回答

62.1

6.9

0.0

86.2

69.0

86.2

48.3

62.1

31.0

6.9

0.0

55.2

34.5

27.6

27.6

65.5

58.6

65.5

62.1

31.0

3.4

3.4

6.9

0.0

3.4

13.8

10.3

3.4

3.4

3.4

6.9

6.9

96.6

41.4

0.03.4

37.9

75.9

34.5

44.8

10.3

10.3

72.4

31.0

48.3

62.1

82.8

24.1

0.0

0.0

17.2

0.0

0.0

3.4

3.4

3.4

3.4

6.9

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける

⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける

⑨身近な顔の見える関係の中での相談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセス支援

⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援

⑬当事者同士の自由な交流や仲間づくり

⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発

⑯文化・スポーツ・レクリエーション活動

⑰その他

３．新事業への移行について（移行していない事業所のみ） 

（１）貴事業所の活動内容（問２１） 

貴事業所の活動内容を教えてください。 

 

図表 3-72 活動内容（単数回答） 

                    〔小規模作業所〕              〔小規模通所授産施設〕 

 

 

54.8

19.4

12.9

90.3

71.0

90.3

74.2

67.7

41.9

9.7

9.7

51.6

32.3

22.6

35.5

58.1

61.3

71.0

61.3

25.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.5

12.9

0.0

3.2

3.2

0.0

3.2

90.39.7

71.0

22.6

74.2

54.8

25.8

29.0

61.3

3.2

3.2

22.6

29.0

80.6

45.2

0.0

3.2

12.9

16.1

0.0

0.0

3.2

3.2

6.5

6.5

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける

⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける

⑨身近な顔の見える関係の中での相談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセス支援

⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援

⑬当事者同士の自由な交流や仲間づくり

⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発

⑯文化・スポーツ・レクリエーション活動

⑰その他

54.8

19.4

12.9

90.3

71.0

90.3

74.2

67.7

41.9

9.7

9.7

51.6

32.3

22.6

35.5

58.1

61.3

71.0

61.3

25.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.5

12.9

0.0

3.2

3.2

0.0

3.2

90.39.7

71.0

22.6

74.2

54.8

25.8

29.0

61.3

3.2

3.2

22.6

29.0

80.6

45.2

0.0

3.2

12.9

16.1

0.0

0.0

3.2

3.2

6.5

6.5

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①働く場

②企業等への就労に向けて訓練・準備

③企業等への就労の継続を支援 

④定期的に通える場

⑤地域の中の安らぎ安心の居場所

⑥生活のリズムをつける

⑦生活の中の楽しみを見つける

⑧日常生活のスキルを身につける

⑨身近な顔の見える関係の中での相談支援

⑩生活情報の提供、情報へのアクセス支援

⑪訪問や同行等による日常生活支援

⑫治療関係を維持するための支援

⑬当事者同士の自由な交流や仲間づくり

⑭当事者と地域との出会いや交流

⑮障害に対する地域の理解や啓発

⑯文化・スポーツ・レクリエーション活動

⑰その他
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図表 3-73 活動内容の⑰その他に関する記載一覧 

· 自己啓発の場、プログラム 

· 当事者による職場開拓、地域啓発 

· SST 

· 上記達成の為あらゆる行事、イベントへ

参加 

· 社会参加の場 

 

移行していない事業所６２か所の中で、小規模作業所は３１か所あり、重点的に実施

していたのは「通える場」・「生活リズム」２８か所（９０.３％）、「生活の楽しみ」

７４．２％（２３か所）の順である。そして、「安らぎの場」・「生活スキル」７１．

０％、「身近な相談支援」６７．７％と続いている。実施していない活動は「就労継続

の支援」２５．８％（８か所）、「治療関係の維持」１２．９％（４か所）と続いてい

る。 

 

移行していない事業の小規模通所授産施設２９か所の中で、重点的に実施していたの

は「通える場」・「生活リズム」８６．２％（２５か所）、「安らぎの場」６９．０％

（２０か所）の順である。そして、「働く場」６２．１％、「身近な相談支援」６２．

１％、「交流・仲間づくり」５５．２％と続いている。実施していない活動は「就労継

続の支援」３１％（９か所）、「就労訓練・準備」１７．２％（５か所）、「訪問・同

行支援」１３．８％と続いている。 

 

移行していない小規模作業所、小規模通所授産の活動内容は「通える場」であり生活

の「リズム」「楽しみ」「スキル」を中心としており大きな差は見られない。これは小

規模作業所から小規模通所授産への移行に際して、意識的に活動内容を変化させずに移

行した結果と思われる。 
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（２）新事業への移行計画（問２２） 

現在、新事業への移行を計画していますか。 

 

図表 3-74 事業所の種類×移行計画（単数回答） 

 

合計 
計画して 

いる 

計画して 

いない 

廃止を 

予定して 

いる 

無回答 

全体 
62 48 11 1 2 

100.0 77.4 17.7 1.6 3.2 

小規模作業所 
31 24 7 0 0 

100.0 77.4 22.6 0.0 0.0 

小規模通所 

授産施設 

29 23 4 1 1 

100.0 79.3 13.8 3.4 3.4 
 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

移行していない事業所６２か所の中で、移行計画している事業所が、４８件（７７．

４％）で、小規模作業所は２４か所、小規模授産施設２３か所、廃止する予定が１か所

は小規模授産施設だった。 
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（３）新事業への移行計画種類（問２３） 

①計画している移行先事業 

問 22 で〔1．計画している〕と回答した事業所が回答してください。 

(1) 計画している移行先はどの事業ですか。（当てはまるものに○をつけてください） 

 

図表 3-75 事業所の種類×計画している移行先事業（複数回答） 

 

合 

計 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
Ⅰ
型 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
Ⅱ
型 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
Ⅲ
型 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

就
労
移
行
支
援
事
業
所 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所 

自
立
訓
練
事
業
所
（
生
活
訓
練
） 

自
立
訓
練
事
業
所
（
機
能
訓
練
） 

生
活
介
護
事
業
所 

多
機
能
型
事
業
所 

相
談
支
援
事
業
所 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
48 1 1 10 4 5 0 32 4 1 2 5 2 1 2 

100.0 2.1 2.1 20.8 8.3 10.4 0.0 66.7 8.3 2.1 4.2 10.4 4.2 2.1 4.2 

小規模 

作業所 

24 0 1 7 3 2 0 15 2 0 1 2 0 0 0 

100.0 0.0 4.2 29.2 12.5 8.3 0.0 62.5 8.3 0.0 4.2 8.3 0.0 0.0 0.0 

小規模通所

授産施設         

23 1 0 2 1 3 0 17 2 1 1 3 2 1 2 

100.0 4.3 0.0 8.7 4.3 13.0 0.0 73.9 8.7 4.3 4.3 13.0 8.7 4.3 8.7 

注：上段は実人数（単位：人）、下段は比率（単位：％） 

 

 

移行を計画している事業所４８か所の中で、計画している事業所先は、就労継続Ｂ型

事業所を３２か所が予定しており（現在事業所は、小規模作業所は１５か所、小規模授

産施設１７か所）、地域活動支援センターを１６か所が予定している（現在事業所は、

小規模作業所は１１か所、小規模授産施設５か所）。他、多機能型事業所が５か所、就

労移行支援事業所が５か所、自立訓練事業所（生活訓練）が４か所、生活介護事業所が

２か所である。 
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②移行予定の時期 

(2) 移行予定の時期はいつですか。（当てはまるものに○をつけてください） 

 

図表 3-76 移行時期（単数回答） 

 

 

移行を計画している事業所４８か所の中で、平成２１年度中に移行を計画している事

業所が１９か所（３９．７％）、平成２２年度中に移行を計画している事業所が１２か

所（２５．１％）で、移行時期が未定の事業所９か所（１８．８％）もある。 

 

2.1

4.2

0.0

16.7

2.1

16.7

4.2

16.7

4.2

2.1

2.1

6.3

4.2

18.8

0% 5% 10% 15% 20%

平成20年4月

平成21年2月

平成21年3月

平成21年4月

平成21年9月

平成21年10月

平成21年12月

平成22年4月

平成22年10月

平成22年12月

平成23年3月

平成23年4月

平成23年12月

未定

回答者数＝48事業者
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③移行を計画している理由 

(3) 移行を計画している理由の上位３項目に、○をつけてください。 

 

図表 3-77 移行を計画している理由(複数回答) 

 

移行を計画している事業所

４８か所の中で、作業所制度が

廃止されるためが３３か所（６

８．８％）、地域に必要とされ

る社会資源としての役割が２

３か所（４７．９％）、施設の

機能や役割を強化するためが

２１か所（４３．８％）、地元

自治体の要請が１９か所（３９．

６％）となっている。現在移行

している事業所の理由と同じ

割合になっていることがわか

る 

なお、現在移行している事業

所で多かった（収入が増える）

は、５か所（１０．４％）と少

なく、補助金の少ない事業所が先行して移行しているように思われる。（補助金の比較

はしていない） 
 

 

図表 3-78 移行を計画している理由のその他に関する記載一覧 

· 法律により 

· 法人の意向 

· 同じ系で法人運営（Ｂ、ＧＣＨ）しているので、同法人でまとめた方が良いと判断、移行について国

からの 110 万を 3 年もらったので当然の様に要請した 

· 同じビルにある地域活動支援センターの市外利用者を給付事業に移ってもらうため 

· 積極的には移行したくありません 

· 小規模なので移行しなければならない為 

· 施設整備費補助、受給の条件 

· 運営委員会、法人、理事会、評議会で決定 

10.4

43.8

47.9

6.3

0.0

4.2

39.6

68.8

14.6

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

収入が増える
（財政が豊かになり安定する）ため

施設の機能や役割を強化するため

地域に必要とされる社会資源としての
役割を担うため

利用者からの要望

職員からの要望

家族の要望

地元自治体の要請

作業所制度が廃止されるため

その他

無回答
回答者数＝48事業者
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（４）移行を計画していない理由(問２４) 

問 22 で〔2．計画していない〕と回答した事業所が回答してください。計画していな

い理由に、○をつけてください。（複数回答可） 

 
図表 3-79 計画していない理由(複数回答) 

 

移行を計画していない事

業所１１か所の中で、移行を

計画していない理由で、一番

多かったのは、平成２３年ま

で自立支援法の動向を見定

めているが、９か所（８１．

８％）となった。その他の理

由では、制度上の課題である、

収入が減少する３か所（２７．

３％）、定員が満たせない３

か所（２７．３％）、報酬単

価が低い２か所（１８．２％）

となっている。組織内がまと

まらない所も３か所（２７．

３％）あった。 

 

 

 

図表 3-80 移行を計画している理由のその他に関する記載一覧 

· 地域活動支援センターⅡ型を検討していたが、求められる必要な活動支援がみえにくいため再

検討中 

· 生活支援センターⅠ～Ⅲ型の運営要綱の内容を見た場合、行き場を失う障害者が発生する恐

れがある。提示された要綱等には精神障害者特性が無視されていて、現行の小規模作業所の

ほうが好ましい。三障害同一のサービスを提供すると法律に明文化されているにもかかわらず、

しかも、障害者手帳に写真貼り付けしたにもかかわらずＪＲ1/2 減免等の共通サービスが受けら

れていない。現状を見た場合自立支援法そのものに問題があると考えるから 

· 給付事業の中に現在の当事者のあり方を尊重できる事業がない 

81.8

27.3

18.2

18.2

18.2

18.2

9.1

27.3

27.3

0.0

18.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立支援法の内容が変わるので
平成23年までにどうなるか

見定めた上で検討する

収入が減少し現状を維持できない

給付事業の報酬が低すぎる

施設･設備の基準をクリアできない

職員の基準をクリアできない

施設の役割や機能の継続が困難

移行したい事業は
既に他の事業者が行っている

利用者が基準より少ない

利用者･職員･理事会(経営者)の
意見がまとまらない

地元自治体の要請に応じきれない

その他 回答者数＝11事業者
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（５）廃止予定の理由（問２５） 

問 22 で〔3．廃止を予定している〕と回答した事業所は、その理由をお書きください。 

 

図表 3-81 廃止予定の理由に関する記載一覧 

· 利用者数を確保できない・自立支援の通達がされてない、経営が成り立たない(補助金減

額により職員等に給与が支給できない） 

 

廃止予定事業所が１か所あった。 
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４．個別支援と関係機関との連携（すべての事業所） 

（１）関係機関との連携（問２６） 

個別支援をしていく中で、関係機関との連携について教えてください。 

（当てはまるものに○） 

 
図表 3-82 関係機関との連携(複数回答) 

 

 
図表 3-83 関係機関との連携のその他に関する記載一覧 

· 必要に応じて必要な機関と独自に協議している 

· 自立支援協議会分科会(精神）に参加、提起 

· 自立支援協議会は、どこで、誰が、何の話をしているのか全く解らない、メンバーも不明、当方に

は全く音さたがない 

· 事例により大変異なるが新規利用または入退院があった時など以外は、家族と病院ＰＳＷ等の

連携のみである 

· 今後必要に応じ関係機関に協議していきます 

· 現在のところ連携が必要なケースが発生していない 

 

関係機関との連携は、回答数１６２か所中、必要に応じてが１０９か所（６７．３％）、

関係機関と個別に協議しているが８５か所（５２．５％）、定期的な関係機関の協議会

３８か所（２３．５％）、自立支援協議会が１４か所（８.６％）となっている。関係機

関と協議をしなく独自に行っている事業所が１１か所（６.８％）あった。 

52.5

67.3

23.5

8.6

6.8

1.9

5.6

0% 20% 40% 60% 80%

関係機関と個別に
協議をしている

必要に応じて、必要な関係機関が
集まり協議をしている

定期的な関係機関の協議会などで
協議をしている

自立支援協議会に提起し、
協議をしている

関係機関等との協議は行わず、
独自に支援をしている

その他

無回答
回答者数＝162事業者



 

205 

５．自由意見 

最後に、新体系への移行について評価すべき点や問題点、改善すべき点など、お気づ

きのことがあれば自由に記入してください。 

 

図表 3-84 自由意見のまとめ（主なもの） 

評価できる点 件数  評価できない点 件数 

収入安定、収入増 4  利用者負担がある 15 

サービスの質等の向上 4  
利用者が動揺、利用しにくい

システム 
11 

就労移行の実現 4  
収入減（経営不安定、職員を

増やせないなど） 
7 

評価できる点はない 3  地域間格差が生じている 7 

関係機関連携の推進 1  日額給付があわない 7 

利用者の拡大 1  

フォローできない人がいる、 

カウントされない仕事や支援

がある 

6 

収入安定、収入増 4  単位（報酬）が低い 5 

   事務量が増大 2 

   利用期間設定がプレッシャー 2 

   区分認定が不適切 1 

   利用者の奪い合い 1 

 

以下は、自由意見の一覧である（基本的に原文のまま掲載）。 
 

· 利用者の選択肢が増えるのはよいが、既存の施設の良さも尊重してもらいたかった。移行ではなく既存

の施設は残しつつ、新たな機能のものを新設できるような方策が望ましい。お財布事情で法律を決める

より、ニーズに基づいた法律づくりをしてほしい。現在も就労を目指す人へのサポートはできる限り行っ

ているが、施設では行政の理解のもと、小規模授産でありながら、作業をしつつ生活リズム作り、対人

関係の練習などを中心としてきた。行政より移行を迫られているが、区分認定を受けるのが嫌な人（手

帳を持っていない人も）や利用料負担があるため利用を控える人、65 歳以上の人など、新制度ではフォ

ローできない人がいる。「この施設だから通える」ということがあるので、別の（生活などの）施設に移っ

ていただくわけにはいかない。施設の努力で通所を続けていただく方法を考えなくてはいけない。 

· 評価すべき点は特にありません。問題点と致しましては、利用料と報酬単価の点で、利用料はゼロにし、

単価はもう少し上げるべきだと思います。移行することによって、利用者も支援者も今まで以上にやりが

いのある仕事と通いがいのある施設となりうるのか、先のイメージが前向きにできない制度であると考

えています。利用者にとっては、移行後の施設から交通費が保証されないのは、経済的負担が大きくな

るのではないかと考えております。 

· 評価すべき点は思い当たらない。問題点としては、①応益負担と日割り計算による事業費収入の減少。

それに伴う事務作業の負担。②地方自治体（市町村）によって補助に格差がある。例えば地域活動支

援センターに移行する希望があっても市の財政状況、理解不足によって実現が難しくなる。 
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· 日額給付というのは精神障害の特性上無理。 

· 特にありません。 

· 当事業所が移行した地域活動支援センターが、同じく日中活動支援の場でありながら「地域支援事業」

であることは、大きく地域格差を生じ、また国の責任（義務的経費）において扱われない不平等感があり

ます。当地の地活は「個別給付」の形は同様ですが、単位が低い、利用料の上限設定がない等、経営

面、利用面共にやりにくいシステムです。「自由な裁量」とも言えるかもしれませんが、就労系、介護系

だけではないことを、法の中で確認できないものかと思っています。 

· 添付（20.1.22付け）の内容の立場から問題提起をしています。21年度中にＮＰＯ法人格の取得を行いま

すが、作業所移行に関しては今後も県と豊橋市の対応を見ていきたいと考えています。 

· 定率負担やめて!!単価あげて!!区分認定のシステム改正!!などなど,ストレスなくスムーズに移行できるよ

うなしくみを作り、予算をつけて実施して下さい。 

· 通所者の体調不良で地活Ⅲ型 1 日平均 10 人以上を確保するのは、たいへんむずかしいことです。利

用者登録が 34 名ですが、それでもやっと平均 10 人です。精神の場合は、特にその点だけがいつも心

配してます。利用者工賃も職員にとっては、負担がおおきくのしかかってきます。勤続年数が 20 年以上

の職員や、新しく入った職員の給料を上げることさえもできませんし、ボーナスは夢のまた夢の話しです。

せめて、事業費（工賃にまわす分）が上がったら、その分、職員の給料（補助金）も上がるようにしてほし

いと思っております。利用者の生活の質が向上していく、手伝いができることが、唯一、今の仕事のささ

えになっています。せめて、それが金額になると、もっといいなーとおもっております。 

· 地活なので、市町村の判断に従わなければならず。 

· 地活Ⅲ型で補助金事業である。継続支援Ｂ型、また、精神科病院デイケアとの利用者の奪い合いの感

を呈してきた。 

· 地域活動支援センターは、結局、枠外の扱いである。緊急の支援（特例給付金）もすべて該当しない。

山間部の小さな施設では人数の確保も難しい。加えて送迎もできない過疎地域に生まれた者は同等の

サービスは望めない。 

· 生活訓練事業及び就労移行事業について 2～3 年と期間が決まっていることが精神障害者の特性に合

わないと考えます。個別の柔軟な対応が必要と思います。 

· 人員に対して事務作業が増えて自立支援のための支援に支障が出る。職員の増員ができるように単

価を上げるか必要な事務量の削減の両方改善を求められる。 

· 新体系へ移行しても補助金のアップはわずかばかりで、事務量や求められるものばかりが増えている

のみである。また、補助金なので上限があり、増加する人件費等に対応できない。施設の運営費は、補

助金ではなく、より柔軟に対応できるものにすべきである。 

· 新体系への移行で、職員全体いろんな支援体制のもと雑務におわれる毎日ですが、経営者サイドの人

件費の問題などで、サービスの質の向上が結果として出てない状況です。専門職の採用など今後諸問

題をかかえていますが、地域へのアンテナは速い速度で広がってる気がします。 

· 小規模作業所からの移行は、どこも大変と思っていますが、人数が少ないところなので、運営費がおい

ついていかない辛さがあります。山形市独自で、就労Ｂと地域活動支援センターの併設型を特別認め

ていただいているのですが、それでもお金がうまく回っていないので、仕事量だけ増えて大変です。精

神障がいの方は、実利用人数というと他の障害より不利？無理してのるか（移行）、縮小するかという

苦しい選択で行っています。 

· 小規模からの移行であったので、収入が増え、人を増員することができた。結果サービスを増やせた。

給付費が安い。特にケアホームの給付費が安すぎる。 

· 小さな作業所では、体系や法律のことは複雑で理解しがたく、只障害を持った人達が実社会に一日も

早く自立できるよう、現実の生活の中で実践しているので念頭にはない。しかし、自立支援法の中では、
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障害者自身を守ることは当然ながらそれを支える立場のものが安心して働くことができて初めて障害者

が自立していくことに道が開かれていくのではと考えます。 

· 就労支援に関しては、障害者職業センター、ハローワーク障害者窓口、病院、障害者生活就業支援セ

ンター等、関係機関との連携がとれるようになったことを評価する。ただ、個人の相談支援については、

通院する病院の姿勢により大きく偏りがあり、とりわけ未だ自立支援協議会が機能していない当金沢市

にあっては、個々人の相談を公平に汲みとる協議会の稼動が急務である。また、当施設は利用者が 2

市にわたっていて、1 市は利用料の 1 割負担を義務づけている。当施設は公平を期すため、一律 1500

円の月利用料のみ徴収している。このように、障害者自立支援法は、地域に権限を移行したことで逆に

地域格差を広げていることが最大の問題点と思う。 

· 就労継続支援（Ｂ型）事業の個別支援計画書や提供サービスの記録、重要事項の説明、掲示板の設

置と掲示物の指定など、利用者にとっては当然良い事だらけですが、我々支援者にとっても、具体的に

考え、利用者と徹底して話し合いその上での支援とその後の評価をやっていく中で業務量は増えたが

運営経費（財政的にも）も安定的なので、今は利用者と我々双方にとっていい関係になってきている面

が多い。 

· 自立支援法は一日もはやく廃案にして下さい。理由:応益負担は憲法に反するから。市場原理を福祉に

導入して、地域格差がきわめて大きくなったから。行政責任があいまいになり、サービスをうけられる人

と、そうでない人が、少しずつわかれる。お金によって、サービスを買うようになり、すべての人にとどく、

サービスを受ける権利があいまいになってきている。日払いでは事業所がなりたたない。一部の事業所

のみ生きのこりサービスの地域格差が広がっている。 

· 自治体においても、まだ理解してないようで質問等しても回答が来ない。現在、情報が少なく、見通しが

まったく立たない状態です。現状で移行すると補助金が半分くらいになり、職員一人が限度、利用者の

支援がまったくできず、事務処理等で困難を極める。とても運営できる状態ではありません。 

· 事業所の内容を考えると、移行前の小規模作業所に近い地域活動支援センターに移行する方が利用

者にとっては良かったと思われる。それができなかったのは、自治体からの補助が標準額といわれる

600 万は不可能といわれたため。であるなら、国庫補助金を支給してほしかった。60 代、70 代の利用者

も含めて｢就労、就労」と背をたたかれる思いは実状をわかっていない。支援費を出せるのだから、地域

活動支援センターへの補助もできるのではないでしょうか？ 

· 事業収入が不安定なため人材確保が難しい。信頼される事業所としてサービスの提供を実施していく

為の必要な施設整備や人事確保について手立てが無い。 

· 事業移行について検討を重ねているが利用者のニーズと事業所の運営について大きな差ができてしま

い、事業移行をしても維持していけるとは考えられない。市区町村によっても補助額が大きく異なるとな

るとサービスの格差も出る。利用料を徴収したところで本当の自立支援につながるとは思えない。職員

が作業をこなして、事業所の運営を維持していくことになると思える。作業所の継続を強く訴えたい。 

· 市障害福祉課からは実利用者を常時 10 人にせよと言われる。自立支援法は身体障害者や知的障害

者に利用されていた支援費や措置費の支出増に驚いて応益負担をとり入れた法律になっている。精神

障害者はその恩恵に預かっていたいのに三障害同一ということで同じ扱いになった。もっと精神障害者

の施策は優遇してもらってもよいと思うが、どうでしょう。精神障害者には就労よりも家庭と病院以外に

心地よい居場所を見付けてやらねばならない。自立支援法はここに注目してほしい。 

· 市からの委託料が低い、国の助成策が必要と思います。地域格差が不安である。 

· 作業所として古くから行ってきた中で様々な状況の人がいる。（ただ憩いに来るのが精一杯という人も

いれば、少しでも作業をして工賃を得たい人もいる）日常生活のことから病気のこと年金（障害）のこと、

アルバイトのことなど幅広い相談にも対応してきたのが作業所である。そして工賃を少しでも増加させる

べく努力もしてきた。しかし新体系ができてからメンバーの中に迷いが生じている様子。（就労継続とか

名称があるとそこに行けば仕事があると思うらしい）現在自分の地域には、就労Ｂ、地活Ⅰ～Ⅲがある

がどれもやっていることが同じようなもので、もともと作業所が行ってきたことばかりである。私の所は実

利用人員の関係で地域活動支援センターⅢ型を選んだが、自立支援法の核になるのが「就労」なので、

レクリエーションはなるべく減らし、請負を増加させ、工賃もアップしてきているし、アルバイトにつながっ
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た人も出ているが、地活ではそうなっても評価されないのは残念である。また生活や個人的心配事（病

気や受診のことなど）についての相談に応じている時間はかなり多いが、相談支援事業所としての登録

ではないので、これも全くカウントされないのは悩みである。 

· 今後、地域活動支援センターⅢ型としてやっていけるかが不安である。現時点で利用料が発生してい

ないが、利用料を頂くこととなれば皆が気軽に通所できる昔ながらの作業所の様なセンターではいけな

くなると思うと不安である。センター委託のためにＮＰＯ法人を取得したのだが、法人の力が弱い為、業

務を兼任しているので、業務量が増え、どちらかが手薄になってきている。 

· 今までやってきた従来の活動（真の活動）に自立支援事業をあてはめ。世間や従来の社会の枠組みに

とらわれず、社会や事業形態にあわすのではなく、地域を変えていく作戦として自立支援法事業を吸収

するのだ。 

· 今までの補助金体制のときより、自立支援給付金の方が収入が多くなり、施設の財政が安定した。そし

て常勤のスタッフを新規に雇用できるようになり、その点では利用者へのサービスの向上につながった。

利用者さん側からすれば、障害の程度の重い人は、工賃を多く稼ぐことが困難なため、自己負担金を

差し引くとマイナスになることもあり、利用を中止せざるを得ない人も出てきた。 

· 現在の作業所は就労と意識せずに生活支援も含め居場所として自由な時間利用できていたが、就労

継続支援となると仕事として位置づけられ、利用しづらくなる人もでてくる。今までの居心地のよさよりし

ばりを感じる人も出ており、個々のニーズに当てはまる他のサービス（生活支援、訓練）の利用しづらさ

が出る。利用料の発生により、出席率の確保や工賃の問題があり職員としても厳しい状況で、ワンパワ

ー不足や事務量の増加による人件費など、運営面での不安が強い。評価すべき点は、就労支援が位

置付けられたところ。 

· 現行法には当事者のあり方を尊重しうる事業体系が充分用意されているとは言い難しい。給付事業に

規定されていない事業は地域生活支援事業で実施されるものと現行法では予定（期待）していると言わ

れるかもしれないが、地域生活支援事業は市町村の財政負担が、給付事業と同等の水準になっていな

い為、市町村は主体的に地域生活支援事業を検討することに消極的である。実例として、特別区の中

には現時点でもなお、地域活動支援センターの実施謂要網策定作業を棚上げし、実質的に給付事業

のみが障害者自立支援法の事業体系とし唯一の選択肢であるかのように行政区がある。また、市町村

独自の事業を検討しようとする気配すらない。市町村では都道府県からの独自の補助金がなくなると、

現行法の枠内で作業所レベル以上の補助金を出せる財政的基盤がないところが大多数なのではない

だろうか地方分権を進めたところで、社会保障制度の財政的基盤は国が負担する仕組ができないかぎ

り、福祉は切り捨てられ、地方格差や偏差はますます、大きくなる恐れがあるように思われる。現行の

「障害者程度区分認定」審査手続は、極めて非人道的で、これを受けなければならない人間の人権と

自尊心を著しく蹂躙するものである。これは法が標榜する「障害の有無にかかわらず国民が相互に人

格をと個性を尊重」することに反している。 

· 業務量が増え職員の増員したが支援員の残業、休日出勤など大変多忙である。しかし、給料常勤で 15

万円です。しっかり個別支援するためにはその分の手当てが必要です。大幅な報酬単価引き上げを希

望します。 

· 企業内での実習を展開するにあたり施設外支援や施設外就労の概念が新たに導入され就労支援がし

づらくなったような気がします。 

· 下記のような問題に直面することで、法の不備や現実の生身の人間の実態との不整合を感じます。例

その 1．就労に成功し、企業に勤めるようになったが、フルタイムの労働ではないので、合い間の日に当

所を利用することでリズムの安定と、心の安定をはかりたいという利用者に対し、役所は本来の就労継

続Ｂ型の対象像とは違うということで、3 ヶ月に一度のケア会議を義務づけ、その後の進捗状況を見よう

とする。またその利用者への定期的な職場訪問は、施設外支援として扱ってもらえず、無料奉仕にあつ

かわれている。例その 2．進行性の病気により、ＱＯＬが目に見えて低下していく利用者に対し、介護保

険制度では、若年の、そのような患者に適切な施設が、この地域にまだないのに、就労継続Ｂ型サービ

スの支給を打ち切ろうと、役所はもくろんでいる。 
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· 横須賀市では、20 年 10 月から作業所の見直しを行いランク付け規準が変わり精神の作業所はほとん

どランク落ちし 100 万円位減った。（ずるい！！）地活に移行すると作業所よりは年 24 万上がる。 

· 応益負担の廃止を、やはり望みます。 

· 運営していくためのお金が豊かになった事は評価すべき点かもしれないが、それにしても見通しは明る

くない。また、自治体によっては、あくまでも精神の作業所であるという見方をしていて補助金はカットさ

れている。 

· 一般就労させる様指示があるのに一方では工賃倍増の指示があり利用者は工賃がアップすれば一般

就労を望みません。また、仕事のできる人を一般就労させますと、作業所の能力低下を招き運営もむ

ずかしくなります。本当の自立ってなんでしょう？ 

· メニュー事業の内容について、地域性もふまえて模索中です。 

· これまでの補助金では運営上、苦しい財務・会計であったが改善されたとはとうてい言えない。新体系

は実際の支援内容を反映していない。生活支援（就労支援も含め）の巾と重み、精神障害者支援の内

身を反映したものであってほしい。実際、通所していない方への支援が大切で、その評価が全くないの

は問題である。 

· これまでの私達の活動は、利用者さんらが施設の支援や事業を利用している中、その人の全体の生活

状況をとらえ、課題整理と支援を展開してきた。まさしくこんとんとしている状況とは言えると思うが、こ

の新体系では、トータル的な支援の展開が考えきれず、生活の安定が図れなくなるのではないかと感じ

ている。また、入院中や通所が中断してしまった人への関係性を作ってきたが、来た人＝報酬となると、

来れない人のフォローが不十分になる為、来れなくなってしまう人が更に増えるのではないかと思ってし

まう。だからといって地域に様々な資源があるわけではない。 

· この種のことを考えていて（市と交渉していて）毎回思うことだが、業者側の話はまず「お金」から始まる。

公共のお金があるからやっている事業なのは言うまでもないが、本当は「利用者に何が必要か」から始

まらねばならない話ではないのか。それにしてもお金がないと何もやれない？それでは「何に本当にお

金を使わねばならないか」を真摯に議論するところまでやはり考えに入れなければならないだろう。それ

には市民の皆さんや議員の方々との不断の対話が必要になると思う。更に言うなら、その｢利用者に何

が必要か」について私たちが説得力を伴う意見を持てるかどうかも大きく問われるので、結局私たち自

身にとって一番大切なのは「日々の実践」というところに戻ってくるのだ。 

· 三障害一元化で進められていますが、精神障害に対する対応はまだまだ遅れていると思います。また、

精神障害の方々の特徴から安定した通所が不可能であったり、日払い方式による報酬は運営的にも

厳しいものがあります。さらに、就労支援を強化していますが、精神の方々には、就労につながる以前

の、生活支援の重要性も問われると思います。工賃目標、工賃向上計画等、様々な課題に向け努力し

ていますが、それについていくだけの当事者の方々の意識があわず、様々な問題に苦慮している毎日

です。※生活基盤、収入が安定していない方達への支援をしている訳ですから利用料という考え方は

廃止すべきと考えます。 

· ①利用者負担の軽減策に個人としてほしいと思います。（夫婦の収入では、軽減にならず、利用できな

い人もいます）②チェックリストや個別支援計画の実施の具体策の指導（県の指導は一般的です）を受

ける機会がほしいです。面接の仕方も含め、取り組み方から活用の仕方まで自己流ではいいサポート

をしているかどうかの判断ができません。 

· ①事業者中心での移行は良くない。②移行することでサービスを利用できなくなる人を作らない。③利

用者のニーズに促した形での移行は絶対条件。④移行する事業先は｢お金が合う、合わない」ではなく

「どの様な支援・活動が必要か」で考える必要があると思います。 

· 石川県小松市では地域活動支援センターにも利用料が 1 日あたりとその日の時間数によって変動し、

わかりにくい利用者負担が発生している。そのため利用を抑制するなど、本人さんが工夫してお金との

おりあいを付けることがあった。しかし、近くの金沢市等は、利用料はなく、地域での格差を感じた。利

用者負担はご本人が解りやすいシステムに改善するべきだと感じる。また市によって違う制度のため、

住所地によって格差が生じた場合、県による調整をしていただきたい。2.評価すべき点として、サービス
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の具体化となんのために利用するか、利用料の発生にともない目的意識と選ぶことが本人さんにとって

可能になったと思う。また、Staff もサービスの向上につとめ、利用料が発生しても来たいという場所づく

りにはげんだ。3.政治の都合で、大きな変動がされると、現場は大きく混乱し、中には調子を崩す利用

者さんもいた。また、Staff も不安が強く、中には体調を崩し休職する者もいた。政治や厚生省もふつう

の生活を守って頂けるような改制の仕方を考えて頂きたい。 

· 日払いは運営を不安定にする。・標準利用期間がプレッシャー・就労移行はあまり現実的でない。 

· 定員のしばりが緩和されたため、お断りしていた入所希望の方々を受け入れることができている。補助

金から給付金になり、増収・利用者負担の軽減を望む。本人の収入により利用料がちがうということ（本

人が知らない所で本人名義の収入があるなどトラブルあり。）利用者の体調、状態、目標にあわせて支

援を考えているものの沢山 1 日の利用者を確保しなければならないという経営的な考えを捨て切れず

いきどおりを感じる。 

· 就労に力を入れている点で期待している利用者もいるが、利用料などの負担で、使用したくないと考え

ている様子。都内 23 区の様に交通もあり、多くの事業所があれば自分の必要としている物を選択可能

だが、事業所の数も少なく様々な種類の体系がない利用者も選択できない。 

· 作業所時代、長崎県では、平均 7 名/日利用者数であった。市から個別へ移行するにも身動きがとれな

い。人数条件の緩和がもっと必要である。設備整備や施設整備についても大きな事業所に有利な内容

となっており、（ex.補助額、地活上限 200 万円、個別 500 万円）、小規模な施設は、大きいところに吸収

されるか、合併の道しか残されていない様な地方の状況である。地活は財源が縮小されるのみである

が、人数や開所日数はチェックが厳しく行われ、毎月、利用者の出勤状況のコピー徴収や場合によって

は利用状況の市による抜き打ち検査さえある。 

· 作業工賃アップ目標達成が施設側にとって無理な事で大きな課題となってる。利用料が安くなり利用者

にとって大きなサービスになってる。 

· ・応益負担は福祉サービスになじまない（廃止すべき）、Ｂ型利用は過去就労経験や移行支援を受けた

者という制限は現実的でない。地域の中に移行しやすいＢ型と生活介護しか存在せず、資源に偏りを

生じさせている。現存する小規模作業所もＢ型か生活介護への移行を検討中。Ｂ型では利用者が一般

就労より、そこで働くという目的を持って利用しており、工賃引き上げ策は労働強化につながり、利用で

きなくなることが予想され不向きである。自立支援協議会が機能していない。福祉サービス事業者は協

議会のどの分野の構成員にも含まれていない。 

· 移行すれば工賃よりも利用料が高い利用者が出る可能性がある。あまり来れない、作業能力の低い人

ほどそうなるが、通所しなくなるのではと思う。精神障害の方は病状のゆれや体調などで通所が一定し

ない人が多く、長期に休む方もいる。訓練等給付となって事業がやっていけるのかとても不安。現在で

も、事務作業はかなり負担が大きいのに、今後さらにふえ職員もふやせずとなればどうすればよいのか。

資質の高い長くつとめてもらえるような常勤職員をやとい、よりよい支援が行えるような自立支援法とな

ってほしい。 

· メンバーの人員確保（障がいのため体調が不安定なので定期的に来所できない利用者が多い）そのた

め運営が難しく職員を充分に雇えない。事務仕事や雑用に追われ利用者ひとりひとりにゆっくり関わる

時間が減り共に過ごしながらの良い支援ができにくくなってきた。利用者の負担料限りなく少なくする。 

· ステップアップを図るために、福祉的な就労支援の場が必要と感じている。しかし不定期な仕事が多く、

安定した賃金を支払うことができない。・職員の事務負担や、法人化による会計担当者の負担（シロウト

ではムリです）が大きくなっている。・家賃補助が欲しい！！その金額があれば職員の賃金に少しでも

まわせます。（例えば交通費補助、住宅補助） 

· 利用者負担についてマイナスになってまで利用はしない。地域にいくつかあった工場も閉鎖となり過疎

化が一段と進んでいる。作業所の仕事量も減り、ほかの作業を見つけるのも大変で工賃も下がってい

る。○障害者基礎年金で生活していけるのかどうか将来に対する不安を一応に口にしている。 

· 評価すべき点：新体系により、事業収入も倍ほどになった。これにより平成 19 年 10 月 1 日より職員の

給与も日給制より月給制に3名切り替えることができた。（開所より10年間は、日給5,000円～6,000円）、

△問題点・改善すべき点：職員給与に関しても 3 名のみ日給であり後の 2 名については月給及び非常
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勤である。3 名と同じ条件としたい。なお、職員給与も一般企業、行政に比較すればまだまだ低い。よい

支援を行い、通所者の増加をはかり職員の給与もアップしたい。メンバーの工賃アップにつながる仕事

を開拓することも大きな課題である。 

· 『障害者自立支援法』そのものを廃止すべきと思う。障がい者にも地域にもメリットはない為大反対で

す。 

· 《評価すべき点》就労系の事業は、一般企業への就労につながるケースが多少増加すると思われる。

個別支援計画について…支援内容を文章化することにより、具体的な支援が明確となる点は、支援者

と利用者が対等で同じ認識の下、支援が進められる。定期的なアセスメントにより、長期に休んでいる

利用者へ、事業者側から何らかの働き掛けを考えるきっかけになるのではないか。就労系の事業につ

いては、その事業内容だけに専念し支援できる。《問題点》利用者負担金は、生活の苦しい障害者にと

って、必要なサービスが受けられなくなっている。新制度は、今までの作業所の長所が生かされていな

いものとなっている。（作業所は、精神障害者やその家族の多様なニーズに応え支援してきたと思いま

す。しかし、新制度では一人の精神障害者のいくつかのニーズを事業種ごとに使い分けをしていく必要

があります。）小規模作業所等は、新体系への移行が難しい。また、移行後も事業費収入の激減により

運営が難しくなる。事務作業にかかる時間が増加する。事業費収入の減額によって、必要な常勤職員

が雇えない。 

 

 

評価すべき点としては、少数だが、就労支援が位置づけられた、個別支援計画、補助

金の増額があげられていた。 

問題点は、一番多かったのが、「利用者負担」で、順に「報酬単価が低い」「自治体

格差」「日払い」「事務量の増加」「利用者ニーズと事業運営のズレ」を１０事業所以

上があげており、自立支援法の課題点を現場が実感していることがわかる。 
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６．移行に関するヒアリング調査結果（給付事業） 

（１）Ｂ－１：就労継続支援Ｂ型「街喫茶さをり」 

■地域基礎データ                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、仙台市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 就労継続支援Ｂ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 黒川こころの応援団 

事業概要 

・黒川こころの応援団は、宮城県黒川郡大和町にある。運営している事業は、共同

生活援助・介護事業を 2か所、「街喫茶寮ともさん」と「ひまハウス」、就労継

続支援Ｂ型事業「街喫茶さをり」、子育て相談「フリースクール吉岡」、地域交

流の場「街の喫茶店」である。ここまでには様々な体験があった。妻の精神病と

付き合いながらの生活、資金繰り、なかなか得られない行政の協力、地域に溶け

込むための様々な試み等。しかし、その中で本当に重要なのは、活動の中で出会

った一人ひとりの仲間であり、関心を持ってくれた人たちであった。 

・2000 年秋、仙台市内の精神障害者作業所と出会い、当事者活動なら妻と歩めると

理解し、小規模作業所の開設を模索し始める。宮城県北の 3つの市町村に作業所

開設を働きかけるが、ことごとく断られる。結局、住んでいた大和町で 2001 年

に妻と共に小規模作業所「心をつなぐ街の喫茶店」を新聞配達収入のみで開設す

る。その際、建物の確保にも苦労した。なぜか、一旦決まりかけた物件も直前で

断られたりなどの末、月 6万円で場所を確保した。店としての近隣とのお付き合

いや商店街の売出しや近隣市町村のイベントへの参加などを通して自分たちの

存在を徐々にアピールしていった。 

・2002 年 4 月には「フリースクール吉岡」を安心子育て支援活動として開始する。

夏休みにはスーパーイベントとして「民話を語る会」「コマ名人になる」を開催

し、毎月学習会も開催した。この頃、作業所では買い物代行事業を開始した。ま

た、「とっておきの音楽祭」（仙台市）への参加や「よしおかのうた街の風コン 

①統括表 Ｂ－１ ②都道府県 宮城県 

③事業名 就労継続支援Ｂ型「街喫茶さをり」 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

宮城県（2,347,000 人） 

黒川郡大和町（24,509 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

3,847 病床 

（22 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

60 か所 

⑦人口万対病床数 28.8 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

77 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

8,560 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

8 か所 
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サート」の連続開催等、とにかく自分達を知ってもらい、色々な人たちとの出会

いの中で助けられていた。ちなみにこの頃、自治体から助成をもらえない小規模

作業所は県内でここだけだった。2003 年 2月には、ＮＰＯ法人黒川こころの応

援団を設立する。この頃、宮城県家族会連合会から年 99万円の助成金がはいる。

念願の助成金だった。 

・2003 年 4 月には、グループホームの設置を模索しはじめ、2004 年秋には宮城県

福祉事業団から船形コロニー解体の流れの中、グループホームを任されるという

計画が進んだ。2005 年は、丸紅助成金及び借金により建物を改修し 3月に精神障

害者共同住居「街喫茶寮ともさん」の開始。6月には、知的障害者グループホー

ム「にじいろホーム」を旧県福祉事業団から委譲された。また、同じ月に、知的

障害者デイサービス「街喫茶さをり」が支援費対象事業として認可された。10

月には、精神障害者グループホーム「街喫茶寮ともさん」が補助対象事業とされ、

県費補助による「街の喫茶店」のバリアフリー化工事も行われた。2005 年は行政

のお金がやっと流れ始めた。また、この前年あたりから、利用者の人達が「就労」

という形で利用をできないかの模索を始めていた。 

移行経過 

・障害者が働いて金を稼ぐという理想を持って就労継続支援Ａ型の事業を始めた

が、実際さをり織りと喫茶店だけの収入で給料を賄うという状況は厳しく、なか

なか改善されなかった。「生き辛さ」を抱えているから魅力ある商品になる。そ

れをそのまま収入につなげていきたい。という思いはすぐには実現せず、とりあ

えず 2009 年 1月から就労継続支援Ａ型からは撤退し、就労継続支援Ｂ型のみと

する予定である。 

移行による 

変化 

・そもそも一人ひとり違う人間が、みんな同じように世間一般的な働き方を強いら

れる様になっている現代、必要なのは違いをなくすことではなく、違いにあった

環境を作っていくこと。そんなことを模索していくには就労継続支援Ａ型からの

撤退は避けられないこととなってしまった。 

・効率を求める世の中で、それに反する価値観のさをり織りで稼ぐことは、とても

むずかしいことだけれど、それは生き辛さをもつ人がこの世の中で生きていく姿

とだぶる。現状では就労継続支援Ａ型を撤退することがふさわしいという結論だ

が、稼げるようになりたいという思いは変わらず挑戦を続けるつもりである。 

今後に向けて 

（課題等） 

・収入がなくても生き辛い人を支えている人は結構いる。不登校児等を応援してい

るフリースクールもその一つで宮城県では公的な補助金は一切ない。自分たちの

活動も次世代へ継続可能なものにしたいが、そのフリースクールの活動も次世代

へつなげたい。今後の予定としては、フリースクールの老舗の一つ「フリースク

ール煌」と連携して、2009 年 6月にさをり織り販売拠点として「街喫茶さをり出

張所」を仙台市宮城野区小鶴新田に開設予定である。また、9月にはグループホ

ームも同じ場所に展開する計画である。 

調査協力者 

氏名・所属 
黒川こころの応援団 代表 小野田豊氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
東北文化学園大学学生 
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（２）Ｂ－２：ひまわり工房 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、千葉市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 就労継続支援Ｂ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 はんどいんはんど東総 

事業概要 

・ひまわり工房は平成 6年 2月、当該地域に社会資源が乏しかったために当時の病

院のワーカーが中心となり、居場所＋働く場が提供できる作業所を設立し、年を

追うごとに利用者の「働いているという気持ち」が出始め、内職収入も順調に伸

びた。利用者の就労意欲も向上し「ひまわり工房＝憩いの場」より「ひまわり工

房＝働く場」という構図になっていった。 

・小規模作業所として設立された当初は千葉県精神障害者共同作業所補助金要綱

「補助金基準額」最低ランクＣであった。その後変動はあるものの平成 11年に

は利用人数実績が延 1,700 人をこえ、Ａランク並みとなった。しかし市の財政難

のために変更申請が通らずＣランクのままであった。利用者の増加に伴い職員体

制の見直しを図りたくとも予算が追い付かず増員はおろか、職員の福利厚生の充

実もかなわない状況であった。 

移行経過 

・新事業への移行にあたり、まずはどのような形態の事業がひまわり工房にふさわ

しいのか見極めるために情報の収集を行った。勉強会・説明会への参加、ホーム

ページや情報誌など多くの情報を収集した結果、小規模作業所想定の「地域活動

支援センターⅢ型」と働く場的な要素が大きい「就労継続支援Ｂ型」の 2事業が

候補に挙がった。同時に利用者への説明も随時行われた。「地域活動支援センタ

ーⅢ型」についてもよく説明がなされたが、憩いの場よりも働く場としてひまわ

り工房を利用している利用者が多く、アンケートを実施しても「就労継続支援Ｂ

型」への移行を希望する利用者が殆どであった。利用料については一番の関心事

であり、「利用料を払ってもひまわり工房を利用したい」と強く思う利用者も多 

①統括表 Ｂ－２ ②都道府県 千葉県 

③事業名 ひまわり工房 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

千葉県（6,098,000 人） 

旭市（70,643 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

11,749 病床 

（47 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

38 か所 

⑦人口万対病床数 22.9 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

130 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

17,509 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

33 か所 
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い反面、利用料をどうしても負担に感じる利用者も少なからずいた。 

・移行に関し、ひまわり工房から旭市へは相談はしなかった。これまでの経過（財

政難のため作業所ランク変更を受理しなかった）からして市が「地域活動支援セ

ンターⅢ型」を勧めるとも思えず、また職員、利用者ともに「就労継続支援Ｂ型」

へ気持ちが傾いており、移行はスムーズに進んでいった。だが一番の理由は利用

者のニーズにあっていたからである。「居場所」も必要であるが、就労希望が多

かったこと、地域に社会資源が増え、居場所的な施設ができたこと、補助金では

なく訓練等給付収入への期待、これらが大きな理由である。 

移行による 

変化 

・とにかく事務量が膨大になった。訓練等給付費請求は勿論だか事業会計、厚労省

や県に提出する書類が多く、いつも書類作成に追われているような感覚である。

利用者とも重要事項説明、利用契約、個別支援計画と書類を介しての面接が多く

なった。そのために利用者と個別に面接し、話を聞く時間が増えた。利用者にと

っては、個々の定期面接などが組まれ、自分の気持ちを引き出せる場が増えたよ

うに思える。施設外就労なども無理のないよう確認しながら進められている。細

かいことだが利用者の時間給が多様化したのでそれに伴う工賃計算が煩雑にな

った。収入については平成 19年度は訓練等給付・利用料込みで約 600 万円、20

年度は 9月末時点で約 800 万となり作業所時代と比べると収入が確実に増えた。 

・国庫補助の緊急支援費を利用し、訓練等給付費の請求事務に係る会計ソフト、新

規事業として菓子製造機器の購入と設備投資を行った。人員増員のため非常勤職

員 3人を新たに雇い入れ、また職員の福利厚生の充実を図ることもできた。 

今後に向けて 

（課題等） 

・移行したことで作業所時代からの雰囲気を大きく変えることはしなかった。事業

は作業所時代から続けている内職のほかに菓子製造・施設外就労を行い、工賃の

アップへ繋げている。レクリエーションは同じ法人内の他施設（グループホーム

など）との交流会などを続けている。 

・当初、利用料が負担になるという利用者は少なかったが実際には利用料負担が原

因で退所された利用者が 2人あった。移行とともに利用実績が一気に減っている

が、利用料負担が原因で退所された利用者と時期を同じくして別の理由で退所さ

れた利用者があったためである。利用者の利用日数に決まりは設けておらず、た

とえ 1日／月でも受け入れはしている。運営上、利用者の利用実数がいつも頭か

ら離れることはなく、経営を考えなくてはいけない事に対し抵抗感を感じてい

る。その他にはモニタリングアセスメントなど経験が少なかった為、利用者にと

って良い計画立てができているのか不安を感じている。事務量が多く、利用者と

の時間がなかなか取れないのも悩みの種である。法内施設ということもあり、作

業所よりも縛りが多く難儀な思いもするが、職員も利用者も「就労」を目指すと

いう方向性をはっきり持てるようになったことで就労に向かって一緒に頑張っ

ていける場だと思える。しかし安心感が持てる場の提供も必要であると感じる。 

・職員が事業の経営を求められ、運営の不安はいつもつきまとうが、何よりひまわ

り工房が存続し、更なる充実・発展をしていかなければと強く思う。 

調査協力者 

氏名・所属 
ひまわり工房 菅谷紀子氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
森上敦子（社会福祉法人 のうえい舎 あしびなー） 

 



 

216 

（３）Ｂ－３：であい工房 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉白書

2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模通所授産施設 

移行後事業 就労継続支援Ｂ型 

設置運営母体 社会福祉法人むつみの里 

事業概要 

・上市町は人口 23,000 人で、周辺の人口 2～3万規模の 4市町村のエリアにおいて

唯一の精神障害者を主とした就労継続支援Ｂ型事業所である。木造 2階建ての一

般住宅を改築し、定員 25名に常勤 3名、非常勤 2名、アルバイト 1名の職員体

制で週 5日活動している。精神障害者が地域において健康で文化的な生活を送る

ため、その障害の程度に応じて作業指導、生活指導並びに社会生活指導を行い、

就労および自活の促進を図ることを目的としている。自分に合った仕事を見つけ

るために作業内容は多彩で自動車部品の油拭き作業（平成 20 年 10 月から受注量

は激減）、リング揃え、ぼかし肥、ケーキ作り、手工芸づくり、給食などを行っ

ている。 

・昭和 42年、病院家族会が発足し、平成元年に小規模作業所「むつみ共同作業所」

を開設した。開設当時は補助金 300 万円程だったが、平成 14 年に小規模通所授

産へ移行する直前は年間 700 万円程にはなっていた。平成 14 年 3 月に社会福祉

法人むつみの里を設立し、同時に「であい」を開設した。一人一人が心を豊かに

暮らすため「感謝のこころ」、「許すこころ」、「省みるこころ」を忘れずに 1

年 365 日小さな「であい」を大切にし、生きる事へのこだわりを積み上げながら、

地域の中で共に過ごすことのできる里でありたいとの思いから、この「であい」

という名称になった。 

移行経過 

・平成 18 年、当時の利用者の平均年齢は 40歳代後半であり「働く」よりは「居場

所」という人もいたため、同年 10月に地域生活支援センター（事業としては地

域活動支援センターⅠ型）自然房を開所した。また、「働きたい」という希望を 

 

①統括表 Ｂ－３ ②都道府県 富山県 

③事業名 であい工房 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

富山県（1,106,000 人） 

中新川郡上市町（23,039 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

3,600 病床 

（32 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

15 か所 

⑦人口万対病床数 32.4 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

126 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

3,782 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

27 か所 
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持つ利用者のため、小規模通所授産施設「であい」は就労継続支援Ｂ型へ移行を

した。 

移行による 

変化 

・「であい」が小規模通所授産施設であった頃に年間 1,100 万円（後に 1,000 万円

となった）だった補助金は、就労継続支援Ｂ型事業へ移行したことにより、個別

給付になり平成 19年度には年 1,600 万円までその運営費は増額となり、平成 20

年度にはさらにアップする予想できる。その要因の一つには、知的障害のある方

が職業センターや生活・就労センターから 6名が通所を開始し、出席率が大きく

安定したこともある。特別支援学校で使われているサポートシートは個人の対応

の仕方、こだわり、こんな時どうすると落ち着くなど細かなサポート方法が記入

してあり、とても役に立っている。また、隣接する地域活動支援センター自然房

との住み分けがうまくいき、（一見、中が続いているように見える建物だが）就

労継続支援Ｂ型事業である「であい工房」は働きたい人が行く所、センターはゆ

っくりできる所と、利用者が 1日単位で選択し、どちらかの玄関を入ると中で混

ざることはなく、両事業所が各々落ち着いていられるようになっている点も便利

である。 

・地域活動支援センターの食事はメンバーが作る練習のためにあるが、就労継続支

援Ｂ型の利用者は別の給食システムとしており、働きたい人がいろんな部所を廻

るその内の一つとなっている。ぼかし肥は生ごみを肥料にし、ごみ減量をするも

ので、町の生ごみリサイクル学習会や環境問題を地域の中で一緒に考える場を持

つことで、精神の障害についても知ってもらう良い機会となっている。ケーキ部

門は、常によりおいしいケーキを目指しレシピ研究もしており、バレンタインに

はガトーショコラの売り上げが 40万円ほどになっている。 

・町からは小学生の体験や、中学 2年生の「14 歳の挑戦」という 5日間の働く体験

プログラムに美容院やスーパーと並んで「であい」も利用されている。このプロ

グラム開始時はＰＴＡがどういった反応をするかとひやひやしたが、いざ具体的

な話になると「そんなに多数で押し掛けてもいいのだろうか」と質問が出た程度

で胸をなでおろす結果となり毎年希望して中学生が来る。 

今後に向けて 

（課題等） 

・今後は、メンバーの相談、生活支援、訪問などになかなか人手がとれない現状を

もう少し何とかするために専門相談員の配置を希望している。現にＯＢさんは相

談支援センター自然坊にお願いするしかない現状である。メンバーにとっては働

く場での利用料負担もなかなか大変である。昨今の経済問題の波も大きく、多い

時は年間 340 万円程あった自動車関係の受注が 200 万円ほどに減り、昨年 10 月

からは離職者が就労職業センターの就労準備を終えてから通所を開始するケー

スも出てきている。これは「であい工房」のある地域内に就労移行事業、就労継

続Ａ型事業がないことから影響していると思われる。 

・4市町村で設置した自立支援協議会は、他障害、関連団体や行政などの顔が見え

る場になっており、ネットワークが作られつつある。 

調査協力者 

氏名・所属 
就労継続支援Ｂ型 であい工房 施設長 碓井裕子氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
加藤房子（あみ 理事） 
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（４）Ｂ－４：ライム 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑩⑪は、静岡市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模授産施設 

移行後事業 多機能型（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型） 

設置運営母体 社会福祉法人 みどりの樹 

事業概要 

・静岡県浜松市は人口約 81 万人で県内トップである。面積は 1511.17 平方キロメ

ートルと岐阜県高山市に次いで全国で 2番目に広い。外国人登録者の約 6割がブ

ラジル人である。浜松市は工業都市として有名であり、製造品出荷額は 2兆円を

こえる。浜松の工業の大半は小規模工場で、その多くは繊維、楽器、自動車・オ

ートバイに関連する大企業の下請け工場である。浜松市は、2007 年 4月 1日に 7

つの行政区で構成され、政令指定都市となった。その浜松市で活動している「み

どりの樹」は、精神障害者の家族会が運営していた「わかすぎ作業所」、知的障

害者の「さつき授産所」、聾重複の「まつぼっくりの家」が土台になり、これら

を公的責任で事業を行うため、平成 13 年に社会福祉法人を立ち上げた。その後、

「みどりの樹」は、小規模通所授産施設「ライム」、「さつき授産所」、「まつ

ぼっくりの家」の 3施設、グループホームの「オアシス」、精神障害者地域生活

支援センターの「ぽるた」、居宅介護等事業所の「あるば」を運営してきた。 

移行経過 

・“地域の中で普通に暮らす”を基本理念とする同法人では、障害者自立支援法が

2006 年 10 月に全面施行されると同時に制度に対応し、浜松市で最初に新体制へ

移行した。まず、3つの小規模通所授産施設について、提供するサービス内容を、

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ｂ型）、生活介護事業の 3事業を行う多

機能型事業所に移行。  

・その一方で当時、地域生活支援センターだった「ぽるた」は、浜松市の委託事業

になり、相談支援事業所・地域活動支援センターとして新たなスタートを切った。

その中で「ライム」は、就労移行支援事業と就労継続Ｂ型事業という多機能型の 

①統括表 Ｂ－４ ②都道府県 静岡県 

③事業名 ライム 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

静岡県（3,801,000 人） 

浜松市（804,032 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

7,309 病床 

（39 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

26 か所 

⑦人口万対病床数 19.3 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

122 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

14,184 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

37 か所 
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施設として活動している。作業としては主にお弁当作りと下請けの内職作業をや

っており、お弁当は昼夜合わせて 100 食くらいの数がでている。外へ向けての配

達が多く、近くの医科大学に勤めている人などが顧客となっている。 

移行による 

変化 

・移行後、財政的には小規模授産施設だったことと、もともとの補助金の額が低か

ったこともあり増収となった。まずは、最低限の職員数ではまわしていけないと

思い、増収分で常勤職員を増やすことにした。就労移行にも手がかかるが、「ラ

イム」以外の施設で行っている生活介護事業は１つこなすごとに時間がかかる。

したがって増収分はほぼ人件費になったが、多少給料にも反映され、今後の展開

次第では伸びる可能性もある。施設の将来を考えられる人材が必要であり、財政

を豊かにし、職員の待遇をよくする努力もしていきたい。しかし、移行による事

務量は増えた。請求事務などは現場の職員がなるべく携わらなくてもいいように

専門的職員を配置しているが、サービス管理責任者である職員は、利用者一人一

人の把握をしきれず、必要と思う部分に対して口を出す程度になってしまう。利

用料については障害者自立支援法に定められた額をとっているが、ほとんどの人

が軽減策で上限 1,500 円になっている。徴収はときどき滞るが、お願いすれば払

ってもらえる状態である。もともと小規模授産施設の頃の利用料も安くはなかっ

たこともあり、利用料発生によって施設をやめた利用者はおらず、前よりも安く

なった利用者もいる。また、新規入所の利用者には、抵抗なく払ってもらえてい

る。登録数は多いが、実利用は平均 20人ほどである。多機能型になる前の授産

施設の段階からいた利用者たちは、移行することにより、就労に特化した形にな

じめず、全員が退所し地域活動支援センターの利用に流れた。また、知的障害者

の利用者や、新しい利用者が増えたことにより窮屈と感じ、退所して地域活動支

援センターに移動することにした利用者も多数いる。移行することによって、こ

のような事態になることを想定していたが、やはり追い出されたと感じている人

もいるようである。 

・現在は、精神の利用者と知的の利用者は約半々である。精神障害者の授産施設と

して運営していた頃よりは、だいぶ雰囲気も変わった。無認可だった頃よりも、

養護学校からの依頼が多くなり、養護学校を卒業して施設に入所するという形が

定着しつつある。知的障害者が増えたことで、作業の量や作業への取り組み方も

変化しつつあり、移行により、就労が一層強調された。そのためか、利用者の中

でも「ライム」は厳しいところだと思われている。精神障害から知的障害の利用

者が増えたが、職員間では違和感ない。知的障害の場合は本人だけでなく、親御

さんも交えることが多い他、理解力という点では少し困難なときもある。しかし、

土台は同じだと感じている。反対に、利用者同士は少し戸惑いもあったようだが、

同じ施設の中でお互いが混在しているということで、当人たちが距離を調整しあ

い、時間をかけて受け入れる努力をしている様子がわかる。また、就労を目指し

ている利用者が多く、自分と違う人をどのように受け入れるかという点では対人

関係の練習になっている。当初職員が危惧していたよりもうまくいっている。ま

た、地盤整備事業で調理場を整備し、厨房らしくなり工賃ステップアップ事業も

行っている。この一番の成果は、スタッフの意識変化である。当初はコンサルタ

ントの人とぶつかったが、移行前よりお弁当の売り上げが上がり、福祉の職員が

経営者としての感覚をもつことも大事なのだと思う。 
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今後に向けて 

（課題等） 

・移行して 2年が経過し、落ち着きつつある。以前は、各所属の場でその施設の職

員が問題を解決していくことが多かったが、現在は多機能 3か所の施設の責任者

が集まり、一つのことに対してみんなで知恵を出し合う体制ができつつある。組

織としての力がついてきた。しかし、移行によって事務量は増え、就労に特化し

た場所となり、窮屈と感じ、退所した利用者がいることも事実である。新しい利

用者に入ってもらうために、近くの病院のデイケアにハローワークの事業を使

い、講座を設け、数名が入所してきている。このようなデイケアからの流れや保

健所のデイケア、地域の中でのステップとして就労支援の流れが、できればいい

と思う。自分たちだけが独自にやるよりも、地域ぐるみで考える。退院促進にも

からめて考えられる。就労する利用者が増え、軌道に乗りつつあるが、特に就労

に特化した法律であるため、全ての人を受け入れることは難しい。どんな人にも

働く能力があり、就労につながっていく土台はあるが、全ての人が就労移行や就

労継続支援にいくというわけではない。法律ありきではなく、法律に対して「違

う」と言うことが職員の役割ではないか。今年の 4月からは生活介護を行う「さ

つき」に、仕事以外をメインにした場所をつくろうと考えている。移行をして就

労意識が強くなったが、その流れを変えて居場所的な場所を担えればいい。移行

前の、居場所も働く場所も混在している施設の形態とは大きく変わってきたこと

もあり、多機能型としての転換期を迎えようとしている。 

調査協力者 

氏名・所属 
社会福祉法人 みどりの樹 加藤祐司氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
佐藤有紗（ＮＰＯ法人 あおば福祉会 パルテ） 
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（５）Ｂ－５：サフラン 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、大阪市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模授産施設 

移行後事業 就労継続支援Ｂ型 

設置運営母体 社会福祉法人のぞみ福祉会 

事業概要 

・社会福祉法人のぞみ福祉会（以下、法人）では移行により 5つの小規模通所授産

施設、グループホーム、地域生活支援センターが小規模通所授産施設一つを残し、

就労継続支援事業Ｂ型「サフラン（以下サフラン）」、就労移行支援事業（主 1、

従 1）、生活訓練施設、グループホーム・ケアホーム、地域活動支援センターⅠ

型へ移行した。サフランは、平成 20 年 4 月より小規模通所授産施設から就労継

続Ｂ型へ移行し、登録者数が 19 名から 29 名に増加し、職員数は変わらず 3名の

ままとなっている（移行前：施設長 1名、常勤 1名、非常勤 1名→移行後：サー

ビス管理責任者 1名、常勤 1名、非常勤 1名）。利用料について、移行前は無料

であったが、移行してからは利用者負担上限額に基づく請求となっている。利用

料の支払いは利用月の次月初めに請求し、月末を支払い期限とした。工賃を受け

取ってから利用料の支払いができるように配慮をしている。作業内容について、

移行前、弁当作りと顧客への配達をしていたが移行後、登録者数増加に伴う作業

のニーズに応える為、内職作業を導入した。 

移行経過 

・工賃は移行後、作業収入を上回る利用者数の増加によって移行当初は減少から始

まった。移行後の事業所財政は移行前の補助金額に比べ、今年度は十数万程度の

上昇が試算されている。グループワークに関して、「就労支援Ｂ型の事業の利用

者にはＢ型のプログラムを」との考えから、レクリエーション活動を減らし、作 

業を中心としたプログラム内容としている。個別支援計画について、以前より近

いものはあったので新体系の基準に合わせて改善を行い、法人共通の様式を作成

し、実施している。 
 

①統括表 Ｂ－５ ②都道府県 大阪府 

③事業名 就労継続支援Ｂ型 サフラン 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

大阪府（8,812,000 人） 

吹田市（353,885 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

19,656 病床 

（54 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

75 か所 

⑦人口万対病床数 31.8 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

102 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

47,143 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

106 か所 
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移行による 

変化 

・法人ではグランドデザイン以後、補助金削減など移行せざるをえない状況の中、

『できる移行』ではなく『必要な移行』を目指し、利用者との勉強会とニーズ調

査、プレ事業、地域の関係機関への声かけ・出張説明会等地域連携の強化を図り、

並行して職員間での意見交換を繰り返し、現在に至る。 

・勉強会では「グランドデザイン～自立支援法」について理解を促し、ニーズ調査

にて利用者のニーズの把握に努めた。プレ事業について、移行前に法人は登録者

が法人の持つ各事業所を体験し、職員と話し合い、自分に合った施設を選択でき

る体制を作った。登録者の増員を図るために市へ事業内容の説明に行き、病院の

デイケアでは出張説明会を実施し、地域生活をする上で、法人施設の利用をイメ

ージしやすくなるよう活動した。また、これらの活動を通じて地域でのネットワ

ークの形成ができたのは大きく、そのつながりから登録へつながった方もいる。

移行の背景にはこれまでの施設を希望する方が残った施設もあり、今後の事業展

開で理解を得ていく必要がある。またサフランでは登録者数が増えたこと、作業

内容が増えたことによって、個人のスペースが減少し、以前のような小規模性の

確保が難しくなっている。 

今後に向けて 

（課題等） 

・プログラムについて、以前は月 1回程度でレクリエーションを実施していたが、

作業中心にしたことにより、利用者が自分で楽しいことを考え、自主的に集まり、

自分達でレクリエーションを発案・計画し、施設利用と別に行動するようになっ

た。移行前は与えられた作業をすることが多かったことから、意識の変化が見ら

れた。ただ、移行に伴い、移行前からの利用者で集まり、新しく入った利用者は

その中に入る機会が少なく、レクリエーション等の交流がないままきている。移

行前の利用者と移行後の新利用者との交流も考え、次年度からは交流の為のレク

リエーションを企画している。工賃に関して、移行後工賃に対して意識が変わり、

利用者から工賃を増やすこと、減らさないことについて意見が出るようになり、

また利用者が自分の考えで節電であったり、材料の節約であったりと施設で決め

たことをするのではなく、自分で行動するなど以前では見られなかった意識の変

化が見られている。個別支援計画について、移行に伴い、法人共通のものとして

バージョンアップを図ることができたが、その中で目標を持って施設にきていた

だく方には目標を持ってきていただけるような計画の作成が必要となる。また、

施設に来るだけで精一杯の方がいる中で目標を持っていただくことは今後の課

題として挙がっている。 

・移行後、作業のニーズに応える為に導入した内職作業では、作業のクオリティを

保つために、職員の配置が必須となっている。その為、相談等作業以外の個別的

なかかわりに対する職員の活動が減少している。そのような環境の中で、相談支

援事業・地域活動支援事業の必要性が増している。吹田市では事業によっては離

れている施設もあり、もっとも離れている施設ではサフランから車で 30 分程度

かかる場所にある。このため、サフランの利用者が別の事業を併用することを考

えると身近なところに新しく事業所を作るか、または近い施設で別事業を実施す

るか、ということも含め、今後検討が必要である。このように移行前には見えな

かった課題や成果が見えた 1年であり、21年度は 22 年度へ向けて体制の見直し

を検討する 1年となる。 

調査協力者 

氏名・所属 
サフラン サービス管理責任者 入澤隆一氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
椎原将明（社会福祉法人 天心会） 
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（６）Ｂ－６：なごみ 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、広島市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所（就労推進事業） 

移行後事業 就労継続支援Ｂ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 和 

事業概要 

・2002 年 1月作業所作りの原点となった当事者活動グループ、「ハッピーサークル」

が誕生。この頃の賀茂郡黒瀬町（現在は東広島市黒瀬町）は人口約 25,000 人、

精神障害者の社会資源は精神科病院デイケア・ソーシャルクラブ・ホームヘル

プ・社会福祉協議会事業「かけはし」、と少なく、「ハッピーサークル」では、

気軽に集える場所や自分のペースで働く場所が欲しいという話があがっていた。

2002 年 4月なごみ作業所をつくる実行委員会が発足。「ハッピーサークル」のメ

ンバー・地域家族会・社会福祉協議会職員・町県保健師・精神科病院 PSW・大学

教員・地域活動支援センター職員・学生が実行委員として集まった。「なごみ」

という名前は「ハッピーサークル」の活動拠点であったスーパーイズミのイズミ

から「和」となり、「なごみ」という名称になった。「平和」や「なごむ」とい

う願いが込められている。 

・2003 年 4 月なごみ作業所設立。作業内容は自動車部品の組み立て時給 120 円。利

用定員は月 19名。利用登録者 8名 1日当利用者数 8名。補助金額は月 41,000 円

×19名（最大）。月に 5日以上の通所で補助金の対象者となるという決まりがあ

り、年額約 800 万円程度であった。職員は所長 1名（常勤）、指導員（非常勤）

2～3名であった。なごみ作業所の将来構想を協議する会として 2005 年より小委

員会が発足。メンバーは運営委員・利用者・職員。多種類の法人・施設について

の学習会や見学などを行う。障害者自立支援法が成立し、スタッフは「なごみ」

の運営について検討し始めていたが、利用者間では、個々の夢などが語られる事

が多く、温度差が生じていた。 

・2006 年 4 月作業内容は自動車部品の組み立てで時給 180 円、情報誌の配布で 1

回 506 円であった。利用登録者数は 41名、1日当りの利用者数 16 名であった。 

①統括表 Ｂ－６ ②都道府県 広島県 

③事業名 なごみ 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

広島県（2,873,000 人） 

東広島市（184,430 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

6,533 病床 

（29 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

38 か所 

⑦人口万対病床数 37.9 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

52 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

19,780 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

43 か所 
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土曜日の行き場として、また、「自分のことを語る、相手のことを知る」という

「わくわくサロン」発足。当事者主体で運営された。将来はピア活動としてつな

がればという期待もあった。 

移行経過 

・障害者自立支援法施行後、「なごみ」の将来についてスタッフと温度差があった

利用者も「作業所がなくなったら困る」、「作業所に行けなくなるの？」、「親

亡き後はどうしよう」と、将来について焦るようになる。自分のこととして「な

ごみをどうしよう」と考え始め、以前よりも小委員会やわくわくサロンへの参加

者が増え、様々な話し合いが行われた。2007 年 3月ＮＰＯ法人和設立。2007 年 4

月には、広島県からの作業所への補助金が廃止になる予定であった為、今後の事

業展開についての検討が行われていた。小委員会やわくわくサロンでは、「なご

み」を中心に自分の将来の為にどのようにしていきたいか話し合われた。「今の

内職などの仕事でマイペースに働きたい」、「しっかり稼ぐ為には就労のサポー

トをして欲しい」、「憩いの場として地域との交流や就労が難しい人の働く場に

して欲しい、ピア活動の場として楽しみや安心して話せる場にして欲しい」、「相

談の場として一人で抱え込まないようにしていきたい」など様々な話し合いが行

われた。「なごみ」は「憩い・ホットスペース・つながり・マイペースであって

欲しい」という利用希望が再確認された。移行先としては以上のことを踏まえ、

地域活動支援センターと就労継続支援Ｂ型の多機能を検討していた。しかし、利

用者数の実績も見込みもなくまた、サービス管理責任者などを配置するにも時間

が必要であった為、地域活動支援センターでまず実績を出していく計画となる。

しかし、地域活動支援センターは義務的経費であり、市の財政に左右されること、

また、就労継続支援Ｂ型の施設数の数値目標を達成してしまうと就労継続支援Ｂ

型へ移行できなくなってしまうという噂もあり、地域活動支援センターを続けて

いくには不安材料が多く、将来は就労継続支援Ｂ型への移行を検討していた。 
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移行による 

変化 

・2007 年 4月地域活動支援センターへ移行。作業内容は自動車部品の組み立て時給

200 円前後。情報誌の配布 1回 506 円。月に 6回程度の保健福祉センターの清掃

時給 800 円。利用登録者 28 名 1日当利用者数 16名。補助金額は 1日 2,880 円×

19 名（最大）年額約 1千万円程度。職員は所長 1名（常勤）、指導員 1名（常勤）

非常勤 2名。利用料は 320 円であったが、とらない事を選択でき、その場合は利

用料分のお金が事業所に入らない。利用料はとらないこととした。移行しても活

動内容などの変化は何もなく、「地域活動支援センターなごみ」と名称が変わっ

ただけであった。 

・2008 年 4 月、以前から検討していた就労継続支援Ｂ型へ移行。作業内容は変わら

ず。利用登録者 17名 1日当利用者数 9名。補助金額は 1日 4,810 円×20名（最

大）。年額約 1千万円程度。利用料 1日 481 円となる。2008 年 3 月利用登録者

32 名中 17名しか、就労継続支援Ｂ型事業に登録を希望しなかった。主な理由と

しては利用料が発生する為であった。しかし、実際は登録を行わなかった元利用

者も急に利用を中断できるものでもなく、電話での相談や、来所するなど居場所

としての利用を行う方もいた。そんな状況の中、登録し利用料を払っている利用

者からは「利用料を払っていない人も来ているのはおかしい」という険悪なムー

ドが出てきてしまう。ピア活動のわくわくサロンはそのような利用者間でのトラ

ブルなどから、活動が難しくなり廃止せざるおえなくなった。また、就労継続支

援Ｂ型への移行が済んだ為、「なごみ」の将来構想を練る小委員会も解散となっ

た。利用者が減ったことで、ひとりひとりの工賃は以前の倍になったが、利用者

中心で始まり、利用者発信の活動の場であったものが、職員が何かを発信してい

かないと作業所自体の運営が追いつかなくなってしまう状況になってしまった。 

・2008 年 12 月利用登録者 23名 1日当り利用者数 7名。利用者は 40代の方が多く、

男女比は 7：3．平均工賃は約 3,000 円。 

今後に向けて 

（課題等） 

・利用料について、利用者からは、「お金を払って働くのはおかしい」、「少ない

工賃から払えない」、「お金がかかるから気軽に行けない」、「レクも利用料が

かかるのか」、などの声があがっている。また、「障害者だからしょうがない」

という悲観的な意見などもあがっている。利用料が発生したことで、今までは自

分たちの使っていた施設の掃除などは当たり前だったものが、「お金を払ってい

るのに施設の掃除をするのか」という考えなどになる方など、今までの雰囲気と

は異なり、利用者という関係がはっきりとしてきてしまった。「支給決定につい

て、手続きや調査がわずらわしい」、「自分の思いや意思だけで「なごみ」を利

用することができないのか」という声などもある。以上の問題点などから、利用

者は以前のような活動がしづらくなってきてしまっている。 

調査協力者 

氏名・所属 
なごみ 管理責任者 武蔵あすか氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
杉江由佳（あみ 編集員） 
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（７）Ｂ－７：たんぽぽ 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 地域活動支援センターⅢ型 

移行後事業 就労継続支援Ｂ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人ＳＡＪＡ（サヤ） 

事業概要 

・香川県丸亀市は人口 11万人ほどの都市である。香川県の中讃地域で中心となっ

ており、昔から、金毘羅参りの門前町として栄えてきた都市である。丸亀市は精

神病床が多く、香川県全体の 25％を占めている。そのため、退院促進事業など早

くから取り組んでいる。市内にある施設には、市外からも通所する利用者も多く、

丸亀市として一つの括りでみるのでなく、中讃地域として一つの括りとして地域

単位が成り立っているのが特徴である。 

移行経過 

・香川県丸亀市にある「たんぽぽ」は平成 2年 4月より地域家族会「たんぽぽ会」

運営により丸亀市葭町に精神障害者小規模作業所として開所しスタートした。補

助金の不安定さから平成 13 年より社会福祉法人化することが決まり、準備委員

会が設けられた。寄付など資金集めなどに奔走し、条件の資金 1,000 万円が見え

てきたところで、平成 17年 8 月、作業所から小規模通所授産施設を開所し法人

化するため県へ申請をしたが、障害者自立支援法により小規模通所授産施設の新

規申請が認められず断念をすることになった。そのため、特定非営利活動法人を

取得し、平成 18 年、「特定非営利活動法人ＳＡＪＡ（サヤ）」を設立。同年 10

月、地域活動支援センターⅢ型へと移行した。 

・さらに、平成 20年 4月より就労継続支援Ｂ型へと移行した。現在、たんぽぽの

スタッフは常勤 3名、非常勤 2名の計 5名である。利用者の定員は 25 名。1日の

平均の利用者人数は 11～12 人ほどである。 

・開所日は月曜から金曜の週 5日で開所時間は 9時から 16時である。（作業時間

は 9時半から 15 時半） 

 

①統括表 Ｂ－７ ②都道府県 香川県 

③事業名 たんぽぽ 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

香川県（1,006,000 人） 

丸亀市（110,085 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

4,078 病床 

（21 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

8 か所 

⑦人口万対病床数 40.3 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

4 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

3,576 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

19 か所 
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・作業プログラムは、弁当紙袋の作成・袋作りなどの内職やクッキーや廃油洗剤な

どの自主製品の作成、夏の時期にナスの辛子麹漬け、冬の時期に焼き芋販売など

を行っている。他にお花見や忘年会などのレクリエーション活動や毎週月曜の昼

食時に希望者から 250 円を徴収して調理クラブを行っている。また第 4土曜日に

利用者が企画して利用者・スタッフ関係なく楽しむ場として、体験談語り、カラ

オケなどのクラブハウスサービスなどを行っている。さらに、地域交流を重視し

ていて、地域のイベント・バザーに参加している。平均工賃は、月や季節などに

よって変動はあるが、6,442 円。最高額は約 2万円で、少ない方だと 100 円ぐら

いである。作業に全員が参加するわけではなく、仲間つくりや生活リズムの確立、

居場所として通所する利用者も多い。 

移行による 

変化 

・「たんぽぽ」は、最初は小規模通所授産施設を目指していたが、障害者自立支援

法のため断念。作業所から地域活動支援センターⅢに移行した。さらにその 1年

半後に、就労継続支援Ｂ型として移行した。その間、行政とのやりとりはあった

が、行政との距離は以前から、作業所・病院・保健所・市役所などが集まり、連

絡会を月に 1回開いていたので、移行して距離が近くなったわけでもなく、変わ

りはない。移行の理由は事業収入を増やすためである。就労を目指す場所にしよ

うという目的が最初にあった訳ではなく、「たんぽぽ」を存続させるための手段

として移行をした。 

・地域活動支援センターⅢでは年間約 740 万だったが（家賃補助はなし）就労継続

支援Ｂ型に移行してからは 1,440 万円となり、予算は約 2倍になった。そして、

予算が増えたため、スタッフの人数を増やすことができた。（作業所時代は常勤

1人、非常勤 1人→Ｂ型は常勤 3人、非常勤 2人）今までは、施設の中で日中活

動を行うことが多かったが、スタッフの人数が増えたことにより、外での活動を

行えるようになり地域との交流が増え、活動の幅が広がった。 

・また、同じ丸亀市内に就業・生活支援センターができたためか、就労に向けて、

具体的に動く方が増えてきた。そのため、ケア会議やカンファレンスなどの会議

も増えてきた。 

・移行をしてのデメリットは、事務量が増えたことにより、個別支援が十分にでき

なくなったことである。個別支援計画書を作っているが、面接の時間・作成時間・

見直しの時間などに追われて、利用者と話をする時間がなかなか取れなくなっ

た。作業所時代から比べるとスタッフの人数は増えたが、その分請求事務作業や

会計など事務をこなしていかなければならないため、時間に追われてしまうのが

現状である。また、利用者の工賃を上げるために内職作業などを探しにスタッフ

が動くとそれにかかりきりになるため、やはり、利用者と向き合う時間が減って

しまう。就労継続支援Ｂ型の施設ではあるが、就労支援だけではなく活動の核と

なるのはあくまで利用者の日中活動を支えたりする生活支援が大きい。実際の優

先事項と想定する優先事項は違うので、ジレンマが常にある状態である。もう一

つのデメリットは利用料の自己負担である。 

・作業所から地域活動支援センターⅢ型に移行した際、利用料は 1日 100 円で月上

限 300 円であった。就労継続支援Ｂ型に移行すると、さらに利用料がかかるため、

利用者の反対が多かった。そのため、移行する際には説明会を何回も開き利用者

に納得をしてもらった。しかし、平成 20 年 4 月に移行してから 7月までの 3か

月間は国からの利用料軽減措置がなかったため、利用者の負担がかなり大きく、

たんぽぽに来られなくなってしまった利用者がでてきてしまった。7月以降、軽

減措置がつき利用者の負担は減ったが、それでも月にもらう工賃と比べると利用

料は高く、利用者の負担になっていることには変わりがない。 
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今後に向けて 

（課題等） 

・作業所時代から比べると、事業収入が増えたので、移行ができて良かったとは思

う。スタッフの人数を増やすことができ、活動の幅が広がり、また、研修や勉強

会などに出ることもできて、スタッフの質の向上につなげることもできる。ただ、

その分忙しくなったことは事実であり、利用者と向き合う時間の確保など、個人

支援をどう充実させていくのが、課題である。 

調査協力者 

氏名・所属 
たんぽぽ 福田未知栄氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
大倉由利江（ＮＰＯ法人 あおば福祉会） 
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（８）Ｂ－８：みぎわ工房 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、福岡市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模授産施設 

移行後事業 就労継続支援Ｂ型 

設置運営母体 社会福祉法人 福岡あけぼの会 

事業概要 

・福岡市の南東隣に位置しており、同市のベッドタウンとなっている。市域内には

九州の交通動脈である国道 3号、ＪＲ九州の鹿児島本線、西鉄天神大牟田線など

が南北に貫通するとともに、九州自動車道太宰府インターチェンジ、それに接続

されている福岡都市高速道路や福岡空港にも近接していることから、福岡都市圏

で最も交通の便に恵まれた地域となっている。人口は約 95,000 人（Ｈ21年 1 月

31 日現在）、昭和 47 年の市制施行以来、急増する人口と都市化の波に対応する

ため、土地区画整理や学校の建設等の事業への取り組みに力を入れ、都市として

の基盤の充実を図るとともに、市民生活の利便性の向上やコミュニティ活動の充

実に努めている。現在では人口の増加もゆるやかとなり、予定していた都市基盤

整備事業も大部分が完了若しくは完了のめども立ち、やがて人口 10万人となる

福岡県の中堅都市である。 

移行経過 

・平成 5年 11月、福岡県筑紫地域精神障害者家族会「五筑会」により設立、圏域

初の小規模作業所としてスタートした。補助金は 677 万円、職員は 2名雇うのが

精一杯で、家族が無償で運営にあたってきた。箱折りなど内職作業を主な作業と

してきた。平成 12年の社会福祉法施行を受け、小規模通所授産施設への移行を

検討。何度も会議を重ねた末、法人格をとれば社会的にも認知され事業展開も容

易になり、補助金額が上がれば職員を増やすことができて利用者にもよりよい支

援ができると見込み、準備委員会を発足。法人格取得に必要な資金集めをと地域

に働きかけ募金活動を行うも必要額には及ばずでいたところ、社会福祉法人福岡

あけぼの会から声がかかり、同会に参入することで法人格を得、平成 17 年 10 月 

①統括表 Ｂ－８ ②都道府県 福岡県 

③事業名 みぎわ工房 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

福岡県（5,056,000 人） 

大野城市（92,748 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

13,682 病床 

（63 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

41 か所 

⑦人口万対病床数 51.5 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

30 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

24,298 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

36 か所 
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より小規模通所授産施設として再スタートした。ところが、年額 1,100 万円とさ 

れていた補助金が 17年度後期は 525 万円、18年度前期は 500 万円と減額された。

そのような中、自立支援法が成立。小規模授産施設への移行でくたくたに成り果

てていた家族会には心苦しかったが、再度話し合いが必要になってしまった。移

行先の候補としては、公設民営の地域生活支援センターがあったため地域活動支

援センターⅠ型は難しく、地域活動支援センターⅡ型か就労継続支援Ｂ型のふた

つであった。総予算的なもの、また従来就労支援に力を入れてきたことからも移

行先は就労継続支援Ｂ型とし、平成 18年 10 月、福岡県で精神障害を負う人のた

めの施設としては最初に移行へと踏み切った。 

 

移行による 

変化 

・小規模作業所時代には利用料は設定されておらず、利用者はすべて無料で利用す

ることができていた。しかし小規模通所授産施設に移行した際、所内で過ごす経

費は補助金から出せなくなり、また遂行費の 3分の 1は利用者負担でとの指導が

入ったため、利用料を 1か月 1,000 円と設定せざるを得なかった。そして自立支

援法。移行に際し一番危惧したのは、これまで負担することのなかった自己負担

分を支払ってまで、どれだけの利用者が利用を続けられるかということだった。

当初は最低でも上限額が 15,000 円。自己負担は 1日 460 円になるため毎日出席

すると 9,200 円で上限にかからず全額自己負担。当然ながらかなりの利用者が利

用日数を減らし、なし崩しに離れていく利用者もいた。それでもほとんどの利用

者が残り、かつ積極的に前向きに新事業に取り組んでいく姿に敬服するととも

に、事業を絶対成功させなければと責任を感じた。平成 19年 4月の緩和措置に

よりかなりの利用者の上限額が 3,750 円となり、出席も徐々に増え出し一息つく

ことができた。20年7月の見直しでほとんどの利用者の上限額が1,500円となり、

利用者の表情も明るい。応益負担の原則は変わらないながらも一定の基準に達し

た感がある。無年金の利用者も多い精神障害者にとって 1日 460 円の自己負担は

重すぎた。移行直前にスタートさせた食堂経営事業により小規模作業所時代に比

べ工賃は倍に増えていたが、それでも自己負担額を意識しないで済むという額に

はなれなかった。最初から今回の抜本的見直しをして欲しかった。移行のトップ

を切ったみぎわ工房の経験は大変重いものであったと思う。職員も毎朝 460 円徴

収することはとても辛く、いかに工賃を上げるかに苦心した。 

●事業展開 

みぎわ工房は民間アパート 2階建て 6戸のうち 3戸を借りて運営している。利用

者も増えてきている現在ではかなり手狭となってきているが、1階の 2戸を壁を

抜いて作業室として使用し、2階の 1戸を休憩室兼レク室兼家族会事務所等とし

て使用している。移行直前に、向かいにある県総合庁舎の職員食堂経営を受託す

ることができたのだが、これは法人格取得によるところが大きかった。先方も初

めてのことで不安がちであったが、当方が法人施設であること、また法人内に喫

茶運営している事業所があったこともＰＲ材料となり、積極的に交渉することが

できた。他にマンション清掃事業の交渉の際も同様で、内部的にはなにも変わっ

ていないのだが、外部との交渉、事業拡大という面では法人格取得は大変効果が

あったと実感している。これらは内職作業に比べ収入も高く、工賃総額も小規模

作業所時代の年額 40 万円に対し、平成 19年度は約 200 万円と大きく増えた。平

均工賃は、20日出席の場合で 11,833 円。現在の作業内容としては、所内軽作業、

製菓、マンション清掃、食堂経営がある。額面のみならず、労働の質も変わった。

やはり所内で行なう作業に比べ外に出ての実業のなかだと張りがあり、社会の一

員と実感できる。利用者の表情も違ってきており、工房からそれぞれの仕事に出

向く際も“行ってきます”“がんばってね”、戻った際も“お疲れ様”などの声

かけも自然とあり活気が出てきており、人とのふれあいの厚みも豊かになってき

ている。リハビリという点では高いレベルが維持できていると思う。今後も事業 
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の成果をあげ、まだまだ伸ばしていきたいし、頑張っている利用者の工賃額も増

やしていきたい。 

●経営面 

じわりじわりと利用者は増えてきている。作業所時代は 1日 6～7人あたりで平

均 10人にならなかったが、現在は登録人数 24 名に対し 1日あたり 13～14 人は

コンスタントに実績がとれており、なんとか予算は達成できている。しかしなが

ら、風邪でも流行れば長期間出席は減ってしまうし、過去には台風のため 4日間

閉所したことなどもあり、それらを考えると綱渡りの感は強い。そもそも精神障

害の障害特性からして、登録者が全員毎日通所できるというのは難しい。他障害

の利用者を増やせばいいと言われたこともあるが、そう単純なものではないと思

っている。障害特性の違いにかかるサービス提供の問題はもちろんのこと、みぎ

わ工房は家族会から始まった経緯もあり、精神障害へのこだわりはやはり強い。

現在、利用対象者は精神障害に特化している。なお利用者の居住地域は特に限定

していない。また、指導監査では給与表を作るよう指導を受けたが、年齢と共に

定昇させていくことはこのような状況下では実行不可能である。現在の職員体制

は、施設長 1名、職員 2名、非常勤職員、アルバイト 3名。他、ボランティアで

ある。日中は事務室、作業室、食堂とそれぞれに職員が散ってしまうので、ミー

ティングを密にとることで対応している。知識があって利用者の障害特性に理解

を持ち、的確な対応・指導ができ、利用者から信頼され、さらに事業経営のセン

スが必要、というのが望まれる職員像になる。そのためには長年勤められるよう

な経済的基盤が必要となるが、現在の単価では難しい。また、事業移行に際し職

員の事務的な仕事が膨大に増えた。日中はそれぞれの作業に関わるため時間がと

れず、作業終了後に翌日の作業の準備や記録、職員間の連絡調整に会計等々を行

なうため、慢性的な残業の状態が続いているが、その分の手当てはできないでい

る。事業拡大もうれしい反面、その分必要になってくる非常勤の人件費など、ど

うしても経済的な部分とは切り離せない。今は全くもって職員の熱意頼りの面が

ある。 

今後に向けて 

（課題等） 

・全体としては事業移行してよかったというのが現在の感想である。支援できてい

ると思っても、モニタリング等見直しをすると、見落としていたなと気付かされ

ることも多々あり、また、記録を振り返ってみて初めて、もっと支援できること

もあるなと浮かび上がってくるものもある。設立当初から“いこいのみぎわ”を

目指し大事にしてきた。作業の他にも花見やクリスマス会、節分など季節の行事、

またバザーや映画、カラオケ、日帰りバスハイクなど余暇活動にも力を入れてき

た。また、研修会への参加やそこでの発表なども積極的に参画している。しかし

ながら支援法下では“居場所”としての事業は難しくなっている。新規利用志望

者に対しても、地域活動センターなどと多機能に事業所があればそこでゆっくり

馴染みながらステップアップしてもらえるのだが、Ｂ型単独運営の現状ではなか

なかそうもいかない。それでも憩いの居場所としての役割と実業に携わることで

実感できる就労支援の役割とバランスよく提供できるようになってきたと思う

し、枠の中で動いていかざるを得ない状況ながらも、今後もこのバランスを保ち

ながら事業を行なって行きたい。家族会、職員、メンバーの頑張りでここまで発

展してきた“みぎわ工房”だが、今後もさらなる発展に向けて皆で頑張っていき

たい。 

調査協力者 

氏名・所属 
みぎわ工房 牧村桂子氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
外川綾（あみ 編集委員） 
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７．移行に関するヒアリング調査結果（地域活動支援センター） 

（１）Ｃ－１：地域活動支援センターあおば 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 地域活動支援センターⅢ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 あおば 

事業概要 

・福島県浜通り地方に位置する双葉郡は広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・

双葉町・浪江町・葛尾村の 6町 2村で構成されており、東京電力の原子力発電が

10 基ある。「地域活動支援センターあおば」は東の太平洋と西は阿武隈山地に挟

まれる双葉町で活動している。Ｈ6年より、保健所で家族会の必要性が認識され、

家族の会の集い、精神障害者家族教室を定期的に開催。Ｈ8年「双葉地方精神障

害者地域家族会」（通称あおば会）が設立され、Ｈ8年 10月小規模作業所「あお

ば会共同作業所」として設立。Ｈ9年に双葉地方にモデルケースとして、双葉地

区の広域的な支援を行うため、経費の負担が決定し、活動を行ってきた。障害者

自立支援法施行後、Ｈ18年 11 月に家族会からＮＰＯ法人を取得し、「ＮＰＯ法

人あおば」となる。Ｈ20年 4 月双葉町からの委託を受け地域活動支援センターⅢ

型へ移行し「地域活動支援センターあおば」として活動している。 

・活動場所は、双葉町老人福祉会館の約 30坪の部屋を間借りし、家賃は無料。光

熱水費は年間 15 万円。職員体制は正職員 2名、パート１名、東京電力より出向

ボランティア 1名。通所者人数は平均 13 名～15名。4町と郡外からの利用者が

通っている。年齢は高齢の方、若い方とまちまちであり、若い方は仲間意識を持

って通われており、恋愛問題などもある。レクリエーションは 1回 500 円として、

月に 1回行っている。小旅行などは町の福祉バスを無料で借りることができ、バ

スでの移動などでレクに行っている。 

・作業内容は食用廃油を活用して環境に優しい「ＥＭせっけん」作り、更に「バイ

オディーゼル」燃料に活用する為に回収を行っている。また、簡単な下請け作業・ 

①統括表 Ｃ－１ ②都道府県 福島県 

③事業名 地域活動支援センターあおば 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

福島県（20,670,000 人） 

双葉郡（7,170 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

8,062 病床 

（37 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

33 か所 

⑦人口万対病床数 38.6 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

52 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

7,489 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

25 か所 
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アクセサリー作り・公園清掃など、月々の工賃はでき高払いであるが約 8,000 円。

利用料は月に 1,000 円、交通費・食費は自己負担である。以上の活動内容は移行

前の状況と全く変わらずに現在も活動している。 

移行経過 

・移行にあたって、障害者自立支援法が施行され、有無を言わさずに移行するとい

った状態であった。地域活動支援センターを立ち上げた際には、「地域の障害者

のことを全て引き受け、すごいですね」と言われるなど、福祉の関係者ではない

方の多くに大きな期待感があった。しかし、実際の活動内容は、各市町村が計画・

実施する障がい者向けの「地域生活支援事業」の一環であり、また創作的活動・

生産活動の機会の提供、社会との交流促進を進めることである為、全ての事を網

羅できる事業ではないという現実があった。 

・福島県全体での問題点として、福島県下の精神障害者の作業所は移行前 44 か所。

移行後（Ｈ20 年 10 月末日現在）は地域活動支援センター13か所、就労継続支援

Ｂ型 20 か所、作業所のまま 6か所、廃止 5か所であった。（廃止の理由として

は個人で作業所活動を行っていた方の健康上の理由、経済的な理由。）今後は、

作業所のままの 6か所中 4か所は地域活動支援センターに移行予定。地域の共同

作業所の移行先としてこの状況で良いのかということが危惧される。 

移行による 

変化 

・現在の運営状況は、地域活動支援センター事業の問題点として、いつまで存続す

る制度なのかわからないという不確定要素が多い。利用定員確保のため、通所者

の奪い合いにつながる傾向にあること、自治体の単独補助事業な為、自治体によ

る格差が生じてしまっていること、基本的な事業を行う実質平均額の 600 万円を

補助できない自治体があることなどが課題としてあげられる。実際に「地域生活

支援センターあおば」の現在の補助金額はＢランク補助金額 3,000,000 円 人数

加算額 600,000 円（県補助金 1/10 町村補助金 9/10）地域活動支援センターⅢ

型加算金 1,500,000 円（国負担金 50％ 件負担金 25％ 町負担金 25％）合計額

5,100,000 円である。財源の確保として、自治体が責任をもって地域活動支援セ

ンター事業を遂行することが肝要である。その為にも、基本的な事業を行う実質

平均額の 600 万円は国の権限で自治体に担保させるなどが必要であり、大きな課

題である。 

・現在活動している地域活動支援センターの活動に求められているものは、今まで

の作業所の果たしてきた役割である日中の居場所の確保・労働の場と同時に安ら

ぎの場の提供などがあげられる。通所者が安定して活動できる体制作りとして、

人的配置の強化とその為の財源措置が必要である。地域との関わりを持った活動

として、小・中学生との交流、他の障がい者施設との連携や交流、地域のボラン

ティアへの働きかけなどの取り組み、また通所者の生き甲斐と誇りを持てるプロ

グラムづくりのためにも、地域の特性を活かし、地域住民を取り組む活動などで

ある。「地域生活支援センターあおば」では今後、きょうされんが作成した映画

「ふるさとをください」を上映するなど、地域の人に自分たちのことを理解して

もらおうという活動も行う予定でいる。 

・以上のような活動が求められるなか、他施設との合併を余儀なくされる作業所で

の活動内容に問題が生じてきてしまわないようにしたい。自分の生活圏での普通

の生活の確保が重要であり、地域活動支援センターの活動の必要性は大きい。地

域活動支援センターの選択肢がない地域におけるニーズへの対応も大きな課題

である。 
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今後に向けて 

（課題等） 

・今後、市町村とのやり取りのなかで検討していることは、地域活動支援センター

のままでは将来行き詰ってしまうことが予想され、就労継続支援Ｂ型に移行した

いと考えている。また、グループホーム立ち上げも予定している。以上の検討の

なかで特に問題な事は、人的確保である。現在の職員体制がこのまま継続してい

けるかどうか、わからない現状である。しかし、地域活動支援センターの大切な

ところも変えたくないというのが切実な思いがある。せめて現在のＢランクから

Ａランク（Ａランク基本額 600 万円）にしてもらいたい。利用者の人数的にはＡ

ランクであるが、Ｂランクのままであるのは、行政がそのようにしかしてくれな

いからである。Ａランクになることができれば、今抱えている問題が全て解決で

きる。 

・新しい動きとして、地域自立支援協議会があげられる。双葉郡内 8か町村で構成

される「双葉地方広域市町村圏組合」内で設立され、障害者が地域生活を営むた

めの仕組みづくりを「つながる部会」、「まもる部会」、「しごと部会」、「く

らし部会」、「こども部会」の 5部会に分けてＨ20 年 12 月よりスタートした。

今の課題や問題点など、今後この協議会に問題提起ができ、精神障がい者が地域

で普通に暮らすことができることを切望する。 

調査協力者 

氏名・所属 
地域活動支援センターあおば 理事長 大塚憲氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
杉江由佳（あみ 編集委員） 
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（２）Ｃ－２：地域活動支援センターこのはの家 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 地域活動支援センター Ⅲ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 このはの家 

事業概要 

・「このはの家」は平成 5年より、あおぞら作業所運営委員会の第二作業所として、

精神障害者小規模作業所「あおぞら企画」という名称で開所した。平成 14年よ

り運営母体を新たに設立し、共同作業所「このはの家」として独立。平成 20 年 4

月よりＮＰＯ法人を取得し「地域活動支援センター（Ⅲ型）」へ移行し、運営し

ている。利用料は現在、月 2,000 円を自費負担としている。豊島区では、今まで

も月2,000円程度を作業所の利用料として受け取っていたが為利用者にとっての

変更はないが、国からの利用料軽減措置により、給付事業の利用料が月 1,500 円

に下がったため、平成 21年度からは無料になることが決定した。登録者数は現

在 29名、1日の利用者数は 15人から 20人前後の方が利用している。職員体制は

常勤職員が 3名体制で利用者への日常的な相談や訪問、外来同行等の支援、及び

事務仕事を分業して行っている。作業プログラムとしてはパン菓子製造販売を行

っており、30 か所への注文配達と店頭販売を中心に活動している。開所時間は 8

時から 18時だが、パン菓子製造の作業は午前中で終了することが多いので、午

後はゆったりとした空間になっている。そのため、作業はしないが、午後だけち

ょっと顔を出すというような利用者の方もいる。工賃は 1か月の収入を 2か月で

分けることで、翌月の収入がなくなっても支払えるように工夫されており、時給

370 円前後で支給している。就労希望を持っている方もいるが、主に生活のリズ

ムをつけることや居場所としての利用や友人と交流できる場と考えている方が

中心の作業所である。プログラムは、この他に隔週金曜日に自費 400 円で夕食会

を実施、年に約 10回のレクリエーションやアートプログラムで自主製品を作成

し販売も行っている。また、就労支援として豊島区立障害者就労支援センターが 
 

①統括表 Ｃ－２ ②都道府県 東京都 

③事業名 地域活動支援センター このはの家 

④都道府県人口⑤

市区町村人口 

東京都（12,758,000 人） 

豊島区（250,585 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

25,568 病床 

（118 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

206 か所 

⑦人口万対病床数 20.3 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

105 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

41,265 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

158 か所 
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主催する「豊島区障害者就労支援ネットワーク会議」への参加、就労支援センタ

ー、ハローワークとの連携も図っている。その他、区内自助グループへの協力や

ボランティア団体主催の講座開催への参加及び企画等、啓発、交流活動を行って

いる。 

移行経過 

・平成 16年の「グランドデザイン（案）」発表から「障害者自立支援法」が実施

された経過をみるうちに、都内での少人数の作業所は、利用者数を考えると給付

事業では現行の補助金程度を確保すること、運営することが難しくなると考え、

情報収集を行った。区行政に対しては、平成 17年から平成 20 年 9 月までの間、

13 回もの要望書及び陳述書を提出した。行政への対応の際には「このはの家」だ

けではなく、「豊島区精神障害者共同作業所連合会」に加盟している 21か所の

福祉事業所が協力しながら進めていき、今までの補助制度の継続や作業所の移行

先としての地域活動支援センターの実施など、50以上の項目を踏まえた要望書を

提出した。また、文章だけでは伝えきれない内容について直接役所の担当課に足

を運び、今までの小規模作業所がどのような働きを行ってきたのかを説明、小規

模作業所の必要性について伝え、Ｂ型や就労移行などの給付事業だけでは当事者

支援を十分に行えないということを訴えるなど、作業所が地域活動支援ｾﾝﾀｰに移

行する必要性を理解してもらえるよう働きかけた。初めは一方的ではあったが、

何度も足を運ぶことでお互いの距離を縮めることができ、お互いの立場を理解し

ながら、今まで築き上げてきた社会資源をどのように残していくべきかを一緒に

考えられるような関係を作ることができた。作業所として移行を検討する際に

は、給付事業に移行することへの疑問が湧いてきた。平成 19 年度には財源が義

務的経費である給付事業への移行も視野に入れ、登録者数を増やした経過はあっ

たが、高額な利用料が生じることでメンバーへの経済的な負担感や、職員にとっ

ての複雑な事務作業により利用者への支援体制の低下が考えられた。また、就労

継続Ｂ型にすることが可能かどうかの算定もおこなったが、Ｂ型の作業所を運営

するためには今よりも登録者数を増やす必要がある点や、たとえ登録者数を増や

したとしても利用率の低い精神障害者の障害特性を視野に入れると給付事業へ

の移行の難しさ、人数が増えた際の作業所の居心地の悪さ、作業環境の悪化が考

えられた。また、給付事業へ移行することで利用者数を意識するあまり利用者を

「お客さん」として扱ってしまい、個々のニーズへの対応ができなくなってしま

うのではないかという不安感があった。利用者に対しては今後どのように利用し

たいか、作業所利用をどのように感じているかのアンケート及び面談を行い、家

族に対しては書面にて説明を 4回実施した。結果は様々だったが「移行せずに、

作業所のままがいい」が 9割をこえ「同じなら地域活動支援センターでも行く」

という返答が多かった。これらの事を検討した結果、「このはの家」の良さであ

る「自分の体調に合わせて、無理なくマイペースに利用できる作業所」、「利用

者本人の自由が尊重される施設」などを継続して運営していくためには、今まで

の小規模作業所と同じ活動ができる地域活動支援センターⅢ型に移行すること

が必要であった。 

・平成 20年には豊島区の新体系移行促進（支援策）により、地域活動支援センタ

ーに移行する際には平成 19 年度と同額の補助金の交付が保障され、逆に小規模

作業所を継続する場合には現行補助金の一部項目を減額もしくはカットするこ

とが決定された。「このはの家」としては、利用者側にも、事業所側にとっても

無理のない選択として、ＮＰＯ法人を取得し、地域活動支援センターⅢ型への移

行を決意した。 
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移行による 

変化 

・移行する際に何度も行政に交渉をしてきた結果、今までの作業所活動を変更する

ことなく新体系へ移ることができたという面はあるが、移行してからまだ半年し

か経過しておらず、具体的な成果については検証できない。また、地域活動支援

Ⅲ型に移行したことが最善の選択とは言い切れず、いつまで今と同じような活動

を継続できるのかという不安感は今後も解消することは難しい状況である。移行

プロセスにおいてプラスになった点としては、改めて自分たちが「作業所で働く

こと」、「福祉施設の在り方」の意味について振り返ることができたこと。また、

区行政と話し合いを続けてきたことで、お互いの立場を踏まえながら精神障害者

の地域生活支援の現状と課題を共有することができた。 

今後に向けて 

（課題等） 

・今後の課題としては、給付事業所でできない支援、例えば、なかなか作業所に来

ない利用者への対応や登録していない地域の障害者でも利用できるような働き

を地域活動支援センターが行っていくよう検討していく必要がある。「このはの

家」では、今までのパン菓子製造販売を継続しながら、来年度から区単独で実施

する退院促進支援事業を通し、退院後の利用先として地域活動支援センターに結

びつけるような働きを居住サポート事業等と協力しながら行いたいと考えてい

る。さらには個別支援計画を導入し、今までよりも深く個々のニーズに対応でき

るようなサポートも検討している。また、｢このはの家｣では応えられないニーズ

について、例えば就労支援においては就労系の事業所と連携しながら、利用者が

自由に事業所を選択できるよう心がけ、就労意欲低下を防止していく考えであ

る。「給付事業所への移行ができないから地活に移行する」という消去法的な考

え方では、今まで築きあげてきた作業所活動を単に縮小していくだけになりかね

ない。そのため、常に当事者の声に耳を傾け、自分たちがどこへ進むべきかを検

討し、地域生活支援の必要性について行政へ提示、提案していくことが今後重要

になってくると思われる。 

調査協力者 

氏名・所属 
このはの家 代表 近藤淳氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
下田祐子（あみ 編集委員） 
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（３）Ｃ－３：地域活動支援センターキャンワーク 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 地域活動支援センターⅢ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 ＫＭＣ 

事業概要 

・金沢市は人口約 456,000 人。県内の中心市に位置している。キャンワークのある

地域は準工業地帯であるが、最近では住宅化が進んでいる。町内などの理解につ

いても、近所に挨拶にまわった程度で、設立に反対運動などはなかった。町内会

の会員として回覧板も回っており、地区の掃除作業なども参加。またあえて「福

祉施設」としてアピールせず、「一般の事業所」のような感覚で近隣の方には認

識されている。 

・キャンワークは、平成 15 年、ボランティア団体として活動していた際、地域の

障がい者家族より「作業所を作って欲しい」と要望を受けた。その際、約 60 万

円の金属プレス機を無償で譲り受けた。「障がい者としてではなく、一市民とし

て」という考えのもと、内職を座ってする仕事のみではなく、一般の工場のよう

な就労活動の場所をイメージし、そのような形式で行ってみては、と考えスター

トした。初めの 6か月間、スタッフはすべてボランティアであり、無償であった。

仕事の中核である、アルミ缶の回収については、近隣の病院より協力を受け、一

般の飲料水販売会社との関係を築き、アルミ缶等の回収、処理をキャンワークに

依頼するという形でスタートした。その後 6か月の実績を積み行政へ働きかけ、

金沢市、石川県よりの補助金事業である小規模作業所として出発した。 

・障害者自立支援法施行後、平成 19 年、地域活動支援センターⅢ型へ移行し、現

在に至る。現在、利用人数は 1日平均、約 13 名。今までの支援や評判を聞き、

登録希望者が増加傾向にある。登録者は 20名をこえている。充実した支援を行

うには人員が不足し利用人数に対してスタッフ数が少なく多忙である。スタッフ

は日 2～3名（常勤 1名、非常勤 3名）で様々な支援を行っている。 
 

①統括表 Ｃ－３ ②都道府県 石川県 

③事業名 ＮＰＯ法人ＫＭＣキャンワーク 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

石川県（1,170,000 人） 

金沢市（454,607 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

3,889 病床 

（21 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

33 か所 

⑦人口万対病床数 33.1 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

31 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

3,431 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

27 か所 
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移行経過 

・障害者自立支援法が施行された際、どのような形にするか利用者さんとともに法

律の説明や新しい体勢について、ごく自然な形で語り合えるミーティングを中心

に話し合いを進めた。その際、現在まで培ってきたアルミ缶の回収、プレスなど

の作業を中心に「今のまま変わらずにここに居たい」という声が利用者の多くを

占めていた。スタッフも「来ている人たちが法改正の中にあっても変わらずに過

ごすには」という考えを念頭に置き、慣れ親しんだ環境と支援体制の維持を基に

した。数々の自然な形でのミーティングを進め、変化を最小限にとどめられるよ

うに移行準備を進め、スムーズに地域活動支援センターⅢ型に移行した。 

・また、「居場所としての機能」にも重点を置き、今までと変わりなく利用しやす

く気軽に来られるように、雰囲気つくりを大切にした。運営費などの財政面にお

いては、行政とも対話を行い、「『今までと変わらない生活を送りたい』と利用

者が希望している」と市との協議を行った。金沢市特別支援事業として、現収入

と移行前の差額を金沢市に請求し、小規模作業所当時と同額になるように財政面

での安定も図られた。利用者負担についても金沢市では地域活動支援事業の自己

負担は原則無料となり、日額利用料の発生はなく、各事業所に利用料を任意に決

めることができた。その結果、利用者負担は今までと変わらず 1,500 円／月と設

定することが可能になった。 

移行による 

変化 

・ごく自然に行えるミーティングを中心に「今までどおり」という考えで、移行に

向けて準備をしたためスムーズに移行できた。利用料についても今まで通り

1,500 円／月と設定し、利用者さんへの利用負担の増加もなかった。金沢市のみ

の利用者であれば問題ないが、他市登録者で、自立支援給付と同じように日割り

の利用者負担を求める市があり、その市に住所がある方について利用料をどのよ

うにするか検討が行われた。話し合いの際、「同じ場所にいるのに、住所が違う

だけで負担が変わるのはおかしい」という意見が出た。現在、地域支援事業でも

1割の自己負担を求める市に住所地がある利用者については、自己負担は金沢市

と同じ 1,500 円／月と行政からの残りの 9割の給付費とで運営している。他市よ

りの利用希望もあり、利用料について地域格差を感じている現状である。今後、

自己負担の増加があるとすれば、利用を控えるなどの結果にならないように行政

への働きかけも検討している。活動内容についても、今までと変わらないように、

アルミ缶の回収や箱折などの内職などの仕事を中心に継続している。しかし、ミ

ーティングを中心に細やかな説明と「今まで通りの生活」を移行の際、大切にし

たため、利用者さんには安心して変わらずに通える場所となり、安心感も利用者、

スタッフとともに感じることができたのも事実である。支援については、ごく自

然にできるように今までの形態を変えず、個別の面談や話し合いにおいて支援の

方向を利用者とともに確認しあい、個別化を図っている。特に個別支援計画など

は作成していないが、自然な流れの中で、個別支援の方向性を利用者双方と確認

している。「居場所、気軽に来られる場所」としての機能も充実させ、随時行わ

れるミーティング、企画を利用者中心で行うなどの意識的な支援の中、「自分た

ちの場所」としての意識も利用者が自然に感じているように思える。ミニ旅行や

調理、スポーツなどのレクレーションも頻回に行っている。利用者同士の交流も、

休みの日の外出も含め活発になっている。 

今後に向けて 

（課題等） 

・移行に関しては細やかなミーティングや金沢市の協力もあり、利用者、スタッフ

ともスムーズに移行することができた。個人個人によって利用目的は違うが「自

分たちの場所」という安心感はあるようである。利用者増加に伴い、支援内容の

充実を図ることに必要性を感じている。また就職や働く場所を考えている方が多

く、キャンワークのみでは限界を感じているため、各機関と連携をとりながらキ

ャンワーク以外で就職先を考えるなど、個別支援の充実について考えている。地 

 



 

240 

域格差について危惧を感じ、特に利用者 1割負担を求められる市町との交渉も必

要である。最後に、法律は変わっても、その人たちの生活は変わらない、一人の

市民として義務と責任を持ち、生活できるような支援を充実していきたいと考え

ている。 

調査協力者 

氏名・所属 
ＮＰＯ法人 KMC キャンワーク 代表 福森隆子氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
精神保健福祉士 松井利寿（（福）なごみの郷） 
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（４）Ｃ－４：地域活動支援センタークラブハウスゆうせん 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 地域活動支援センター 

設置運営母体 心泉会（社会福祉法人申請中） 

事業概要 

・「地域活動支援センターゆうせん」のある各務原市は 3年前に合併し、人口 10

万人から 15 万人となった。「ゆうせん」ができた当時、市には大きな入院施設

がある精神科病院は 1か所のみ。隣の岐阜市は中核市であり、大きい病院がいく

つかあった。結果的に旧法の生活支援センターが岐阜市の中に 3つ県から委託さ

れ、そこに利用者が集中してしまい、各務原市在住者はすぐ隣なのでほとんどそ

ちらを利用したり、あるいは交通の便がいいという理由から、県をまたいで愛知

県の社会資源を利用していた。結果的に各務原市にはまったく社会資源がないと

いう状況であった。「ゆうせん」ができてきた過程としては、3年前に現在の「ゆ

うせん」の職員が岐阜市内の作業所に勤めていたころ、クラブハウスを知り、ぜ

ひ作りたいと動き出したことと、現在の当事者会「心音会」の前身となる当事者

会を当事者達が立ち上げたことにその出発点がある。県の保健所に旗揚げとなる

講演会の相談を持ちかけ、講演会を行ったことをきっかけに県保健師や市福祉課

と資源の何もない各務原市で社会資源を育てるための相談を行ってきた。当初か

らクラブハウスモデルを目標として、精神障害者共同作業所という事業形態をと

りながらも、施設内作業をするのではなく、クラブハウス最大の特徴である細か

く分けた役割を、メンバーがこなすことにより、運営する「ユニット活動」と呼

ばれる自主活動を行うことを認めてもらえるように行政と粘り強く交渉した。 

移行経過 

・上記の結果、なんとかこれを認めてもらうことができ、現在借りている場所で市

の古い市営住宅を 2つ借りて活動し始めたのが 2006 年の 10月頃にである。少し

ずつメンバーの人数も増え、活動も充実していき、2008 年の 4月から障害者自立

支援法への移行への経過措置として地域活動支援センターへと移行することに

なった。 
 

①統括表 Ｃ－４ ②都道府県 岐阜県 

③事業名 
地域活動支援センター 

クラブハウスゆうせん 

④都道府県人口⑤

市区町村人口 

岐阜県（2,104,000 人） 

各務原市（144,174 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

4,302 病床 

（20 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

14 か所 

⑦人口万対病床数 20.5 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

10 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

8,939 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

23 か所 
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移行による 

変化 

・最初の設立当時、関係者の中では社会福祉法人の立ち上げをし、きちんとした事

業を行っていこうという目的があった。給付事業の実施はＮＰＯ法人で可能であ

るが、あえて社会福祉法人にするというのは、将来ＮＰＯ法人だと何か新しいこ

とをしようとしても事業展開としてやりにくくなるのではないかという考えが

あったからである。特に今後、市区町村などより委託を受けたときに社会福祉法

人であることにより、今後の展開が大きく広がるのではとの狙いがある。本来、

クラブハウスは地域活動支援センターの活動であるという考えもあるが、収入面

の関係などから、社会福祉法人の立ち上げができしだい、個別給付の事業に移っ

ていくことを目指している。まずは自立訓練の生活訓練事業を行い、生活が成立

してから就労を目指す、その後就労関係の個別給付に移行という流れが、現在の

ビジョンである。各務原市としても、まずは障害者自立支援法の事業を立ち上げ、

その後にその事業に乗れない人や行き場のない人の居場所として地域活動支援

センター、多機能型などを行うのが望ましいとの考えである。したがって、現在

は社会福祉法人の設立をしていく途中の過程で、それができ次第、生活訓練事業

に移行していくことを考えている。これにあたり、大きな課題として収入面があ

る。2008 年度までは小規模作業所だったので、措置費のような収入、いわゆる箱

払い方式の収入であった。ところが各務原市は地域活動支援センターについて

も、障害者自立支援法の個別給付の様に人払い方式を採用している。メンバーの

利用料も障害者自立支援法にならい、日額単価の 1割を原則として徴収を行って

いる。「ゆうせん」の収入も 1日ごとの参加者数によって収入が左右され、結果

として大きく減収となった。小規模作業所のときの年間の収入は 700 万ほどであ

った。2008 年はなんとか 100 万円ほどの赤字で済んだが、2009 年は移行前に比

べ 360 万円ほどの減収が見込まれている。1人あたり、障害者手帳 2級以上の人

が 3,300 円、3級の方が 2,800 円、それぞれ 1日来るごとに市から給付される。

しかしながら、適用は市内在住の利用者に限るため、市外からの利用者に関して

は給付は行われず「ゆうせん」の収入は徴収する利用料のみとなっている。実際

には16、7人の登録者の中で各務原市外からの利用者の数は全体の3割にもなり、

減収を招く大きな原因となっている。今後、社会福祉法人が設立して生活訓練事

業になれば、他市町村、他県からの利用者も区別なく給付の対象となるため、移

行を急ぎたいところである。給付事業移行後の課題として考えられる利用年限に

関しても地域活動支援センターを新たに設立するなど、多機能型での活動によっ

て利用の妨げとならないように対応していくつもりである。「ゆうせん」を利用

しているメンバーに話を聞くと、やはり移行してからの利用料を気にする声が多

かった。実際、利用料が負担となり、退所することにしたメンバーが数人いる。

小規模作業所だった頃は毎日のメンバーの平均は 15、6 人だったのに比べ、移行

後は 10 人前後になっている。やはり利用料にこだわる人はこだわる。「国のル

ールはわからないけど、お金を払ってでも来たい人だけが来ている」という声を

聞くこともある。上限がある人でもなかなか通いやすくはないようである。以前

に比べ、気軽に通うことができなくなり、半日しか通えない時などは来所を控え

るようにしたり、「一日中はいられないので止めておこう」などと考えるように

なった。また、症状悪化時や、どうしていいかわからない時でも「お金を持って

いかなきゃいけないのかと考えてしまう」という。気軽にちょっと顔を出しにき

たということができなくなったと言える。 
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今後に向けて 

（課題等） 

・メンバーにとっての「ゆうせん」のよさは、治療者と患者・スタッフとメンバー

としてではなく何をやるにも対等で接しているところである。1年間の活動内容

から、講演会の依頼を受けるか、行事、トイレの掃除当番など、どんなことでも

ミーティングで決めている。病院やデイケアに長年通っていたメンバーは、入所

した当初今までのやり方との違いに戸惑いを感じたこともある。今までは、イベ

ントなどの用意等はほとんどスタッフがしていたが、「ゆうせん」にきてからは

自分たちで行うことになっている。難しいと感じることはスタッフに頼むが、買

い物から集金までをほとんどをメンバーで分担している。メンバーの中には病院

時代の友人に「ゆうせん」のことを話すと驚かれて、スタッフの言うことを聞か

なくてもいいのかと尋ねられることもある。しかし、話しあうことによって自主

性がわき、責任感が持てるようになる。メンバーによっては、そんな細かいとこ

ろまで話し合わなくてもいいのではないかと思う人もいるが、一人でもこだわる

人がいれば多数決などでは決めず、とことん話しあう。管理する、管理されると

いう形がないので、自覚がもてる。最初「ゆうせん」に来たメンバーは戸惑いも

あるが、スタッフの言うことを聞いていくという形になれてしまうと地域に出た

時に、突然自分で決めるということが難しくなる。その意味でもメンバーにとっ

て「ゆうせん」は大事な場所である。社会資源が何もない中で、クラブハウスモ

デルを目標としてここまで活動してきた。今まで培ってきた「過渡的雇用」など

の活動などを障害者自立支援法の給付事業の中で活かしていきたい。また現在、

就労だけに限らず地域で精神障害者を支える基盤としてグループホーム事業な

ど様々な展開も将来的には視野に入れている。障害者自立支援法は地域の中にた

くさんの資源があり、使う人がそれをどう選んでいけるかが重要。各務原市の唯

一の社会資源として、今後どのようにそれを実現していくかが大きな視点での課

題と言える。 

調査協力者 

氏名・所属 
地域活動支援センター クラブハウスゆうせん 施設長 波多野彰彦氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
佐藤有紗（ＮＰＯ法人 あおば福祉会） 
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（５）Ｃ－５：地域活動支援センターⅠ型フレンドハウス 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、大阪市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模授産施設 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型 

設置運営母体 社会福祉法人あっと萌夢 

事業概要 

羽曳野市の社会資源に関する地域情報としては、以下のとおりである。 

○精神単科病院 310 床 デイケアー併設 グループホーム 

○社会福祉法人による 授産施設（法定授産 20 名） グループホーム 

○精神科クリニック 1か所 思春期ＤＡＹも行う。 

○社会福祉法人あっと萌夢 フレンドハウス（地域活動支援センター） フレンド

ハウス 2（福祉作業所） 

・昭和 63年ごろ精神病院での長期入院・社会的入院から地域移行がはじまり、中

間施設として生活保護入所施設（救護施設）を介して社会復帰を担っていたが、

地域生活へのハードルは高く、移行は進まなかった。病院からこの施設に入所し

てきた方は「病院のほうがまだまし」ということで再入院されることもあった。

利用されていた方の「今ある力で生活したいんや」という願いと地域資源がなか

ったので平成 5年に「地域資源を作ろう」という声が後押しとなり、市民の会を

立ち上げた。当初、夕食会等を行うナイトケア的なものを作ったが、資金がない

ためスタッフを雇用することもできず、ボランティア持ち寄りで活動していた。  

平成 6年に日中活動の場として作業所を開始、憩いの場、仲間作りの場、かつ働

く場でもあった。作業所のまわりにパラシュートのように生活を始める人も増え

て、徐々ににぎやかになってきた。 

・平成 14年に社会福祉法人格を取得、小規模授産施設（予算 1,450 万）となる。

フレンドハウスは定員 19名（1日の実利用人数でのカウントとして）常勤 3名・

非常勤は学生等も関わり、流動的になっていた。羽曳野市は東西に長く、東と西

に一か所ずつ資源を作ることとなり、フレンドハウス 2（福祉作業所 予算 650

万 職員 1.5 人）を設立した。フレンドハウス 2も小規模授産施設にと考えてい 

 

①統括表 Ｃ－５ ②都道府県 大阪府 

③事業名 
地域活動支援センターⅠ型  

フレンドハウス 

④都道府県人口⑤

市区町村人口 

大阪府（8,812,000 人） 

羽曳野市（118,695 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

19,656 病床 

（54 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

75 か所 

⑦人口万対病床数 31.8 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

102 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

47,143 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

106 か所 
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た矢先に自立支援法の施行となった。藤井寺市（6万 5千人）・松原市（12 万 5

千人）・羽曳野市（11万 7 千人）が一つの圏域としてなっていた。 

移行経過 

・藤井寺市・松原市では精神障害者地域生活支援センターが開所されており、羽曳

野市には支援センターは存在しなかった。予算面・利用料の面などを勘案してⅠ

型への移行になった。事業移行するために、運営方針である「何かあったら利用

者とミーティング」というスタイルで模索することとなった。利用者が持ってき

た自立支援法についてのテレビ放映のビデオ録画を見たり、違う利用者が、持ち

寄った資料により積極的に勉強をした。「地域活動支援センターⅢ型への移行し

ては」という意見もあったが、予算的に無理があった。また利用料が発生しない

ようにするにはどうしたらいいか、利用者の大半が生活保護者で利用料が発生し

たとしても問題ないように思えるが、中には年金生活者もいるため、負担が増え

るということもよく考えないといけないことであった。とにかく、利用料がかか

らなくするためにはどうするかという利用者の意見が重要となった。 

移行による 

変化 

・以前は補助金であったが委託費（年間約 1,850 万相談支援を含む）となる。 

・授産施設をしていたので作業など生産活動を行っていたが、移行してから半年後

で授産活動を一旦休止して、活動を模索した。当事者によるミーティング等が行

われ、また地域より依頼などもあり、当事者が活躍できる地域ネットワークづく

りが進んでいった。また当事者活動として当事者自身が体験したことをいろんな

人に伝える講師等を行い、また同時にピアサポートとして当事者が当事者を支え

る電話相談なども行われるようになった。同時に職員は以前から行われていた定

例会議に加え、他障害・他施設との連携・行政との連携などが増える、会議がか

なり増加した。何もしないことから生まれたこと、今までは内職の管理やプログ

ラムを実施するのにかなりのエネルギーを費やして、それが充実した活動と思い

込んでいて施設のための活動となっていたのではないかとの思いも出てきてい

る。このような中で突如調子が崩される方があり、その対応に追われることもあ

ったが、実は以前からその兆候があったことに気がつかなかった。 

・事業移行してから半年後に利用者の作業をすべて止めてしまい、何もしないでい

たので個別支援を充実することに徹底した。そのことで入院生活をして・施設生

活の末やっと実現できた地域での生活を続けていくこと、しづらいことは個別支

援をきちっと点検・修正を繰り返すことにより、こまめに支えて行けることとな

った。授産活動が何もなくなったところから、利用者から「何かやろうよ」と声

が上がるのを待つため、作業や手芸など職員からは積極的に行わなかった。その

こともあり、ミーティングがよくなされていた。その中で地域ボランティアグル

ープから、「自分たちの高齢化が進み、手伝ってほしい」とお願いがあり、動き

たくてうずうずしていたこともあり、牛乳パックの回収活動や高齢者施設に届け

ている。排泄のあとのふくための布を作るなどし、活動を細かく分けて参加しや

すい形にしている。そのような活動で地域の役割を担うこともできるようになっ

た。 

今後に向けて 

（課題等） 

・当事者の活動としてヘルパーや認定調査員に対しての講師や精神保健福祉ボラン

ティア講座の講師などを実施。また電話相談も行っている。電話相談の実施には、

不安もあり勉強の必要性と感じ、自分たちで研修などを行っている。当事者の活

動が増えるのとは別にスタッフは、地域のネットワークなどの会議などが多くな

ってきた。 

調査協力者 

氏名・所属 
地域活動支援センターⅠ型 フレンドハウス 磯貝高人氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
藤井健（ボランティア） 
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（６）Ｃ－６：あいあい作業所 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、広島市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 地域活動支援センター（基礎的事業：広島県独自の法人格取得までの経過措置事業） 

設置運営母体 任意団体（法人格取得計画中） 

事業概要 

・あいあい作業所は広島県の廿日市市、旧大野町で活動している地域活動支援セン

ター（基礎的事業）の作業所である。旧大野町は宮島の対岸、牡蠣養殖、競艇場

があることで知られている場所である。1999 年までは競艇場からの配分金により

福祉事業に力を入れていた。このような地域特性を持っていたが、現在、配分金

は全くなくなり、隣の宮島町と 2006 年に合併し、廿日市市となった。市内の人

口は 118,683 人、うち精神障害者保健福祉手帳所持者は、413 人のみである。以

上のような地域で、あいあい作業所は 2001 年 1月に精神障害者を対象として旧

大野町では初めて設立された共同作業所である。施設の運営主体は家族会、民生

委員、地域福祉関係者、職員による任意団体運営委員会である。所在地は旧大野

町職員から無償で賃貸契約を結んだ施設である。立ち上げ当時は利用者 7名、ス

タッフ 1名という活動であったが、徐々に活動は広がり、現在は登録者 16名の

作業所になった。活動は、9時開所、朝のミーティングでその日の気分や体調の

確認をし、作業を行いたい方は作業を、ゆっくり過ごしたい方は自由に居ること

ができる。17時の閉所時間まで自由に過ごすことのできる居場所機能を強く持っ

ている。中にはすでに就職して働いている利用者もおり、仕事帰りに顔を出し、

その日のでき事を報告し、必要に応じては職員が相談に乗っている。作業内容と

しては、ヤマトメール便配達、ダンボール箱加工・組み立て、昼食作り、手芸品

販売を行っており、平均工賃は月 5,000 円（1万円以上は 2名）である。作業以

外の活動はレク（カラオケ・映画鑑賞・ボーリング）、ミーティング、相談活動

などを行い、職員 1名とパート 1名という限られた職員配置ではあるが多機能か

つ柔軟な支援を目指し、活動している。 
 

①統括表 Ｃ－６ ②都道府県 広島県 

③事業名 あいあい作業所 

③都道府県人口④

市区町村人口 

広島県（2,873,000 人） 

廿日市市（115,530 人） 

⑤精神科病床数

（精神科病院数） 

6,533 病床 

（29 病院） 

⑧精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

38 か所 

⑥人口万対病床数 37.9 

⑨精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

52 か所 

⑦精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

19,780 

⑩精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

43 か所 
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移行経過 

・市からの要望で 2011 年までには法人格を取得する必要があったため、2007 年 4

月から「地域活動支援センター（基礎的事業）」に移行した。「地域活動支援セ

ンター（基礎的事業）」とは、広島県独自の法人格取得までの経過措置事業であ

り、あいあい作業所は法人格を取得した後に自立支援法の「地域活動支援センタ

ーⅢ型」への移行が現実のものとなる。廿日市市では、あいあい作業所の他に 3

か所の精神障害者施設があり、2か所が地域活動支援センターⅢ型へ移行してい

る。あいあい作業所の移行に関しては、近くに知的障害者及び身体障害者の通所

授産施設があるので、そちらの事業所との合併を当初は検討していた。しかし、

お互いの理念と効率性に合わなかった為、現在は単独で法人格を取得するか、他

の精神障害者の施設と合併するかを検討中である。旧大野町は地域の外に対して

閉鎖的なところがあり、旧宮島町側の精神障害者施設との合併は難しく、運営委

員会内でも話がまとまらず、地域活動支援センターⅢ型への移行までにたどり着

かない状況である。また、利用者数も就労継続支援Ｂ型には不足ということもあ

ったが、利用者にとって変更による不安感をなるべく少ないものにとの配慮か

ら、地域活動支援センターへ移行することが現実的な選択であった。現在の利用

者状況は、登録者数 16名（男性 10名、女性 6名）平均年齢、男性 41歳・女性

47 歳である。このうち、補助金対象者は 10名、対象外者は 6名（パート就労者

3名、月 5日未満の通所者 3名）であり、毎日の平均利用者数は 8名。統合失調

症 9名、高次機能障害 1名、てんかん 3名、発達障害 1名、神経症 1名である。

毎日の利用者が少人数であることもあり、一人ひとりが余裕を持って一日を過ご

せる雰囲気がある。職員体制は、施設長兼職員が 1名、パート職員が 1名（毎日

10 時から 15 時まで）という少人数で作業活動や相談支援、地域との連携など多

様な業務をこなしている。 

移行による 

変化 

・現状では、移行後の活動内容の変更は全くない。利用料については昼食を自分た

ちで作る為に自己負担料金として 300 円を支払うようになってはいるが、その他

の施設を利用するための負担は一切なく、利用者にとって以前と変わりない、自

由に居られる場所として継続している。運営面では、以前の補助金対象者、補助

金額ともに変更はない（4,100 円×登録者 10名×12か月＋障害者 1級加算 6,500

円×1名×12 か月）。自立支援法へ移行するまで補助的に支払われる 1,100,000

円を含む年間約 6,098,000 円で運営している。今後、地域活動支援事業へ移行す

ることで日額 3,800 円の補助金がでるようになり、今より若干の余裕ができるよ

うになるが、それでも職員配置について人数を増やすことは難しい状況である。 

今後に向けて 

（課題等） 

・課題としては広島県独自の補助金対象者が決まっている点である。県では、パー

ト就労者と月 5日未満の通所者を作業所利用の対象外者とし、あいあい作業所で

はこの補助対象者としてパート就労者が 3名、及び月 5日未満の通所者が 3名利

用している。また、パート就労者のうち 2名は毎日通所している。このことは、

自立支援法での就労継続支援について考える際の大きな課題である。精神障害者

にとって就職に就くことよりも就労意欲の継続の難しさや相談できる場所の提

供が大切である。作業所で、職員や当事者など仲間と話をすることがどれだけ助

けになるかを職員として県に求める必要がある。これは、あいあい作業所だけで

なく、県全体の作業所事業所として働きかけていくことが必要になる。また、自

立支援法への移行先として地域活動支援センターでなく、就労継続支援Ｂ型など

就労支援に関した事業の選択を検討した場合は、ハローワークとの連携や就労先

の開拓をどのように行うかが今後の課題となる。このように課題は消えることは

ないが、2011 年までには法人格取得が必要であり、既存の法人の傘下に入るか、

単独でＮＰＯ法人を取得するか、また移行先について地域活動支援センターⅢ型

に移行すべきか、あるいは安定した収入を得られる就労継続支援Ｂ型に移行すべ 
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きかを検討している。通所日数の少ない利用者に対して目先の単価のために通所

日数を無理に増やすように声をかけてしまうのではないか、施設に利益のない利

用者を切り捨ててしまうのではないか、などの戸惑いがある。また、地域活動支

援センターに移行する際にはそこでしかできないような事業内容を利用者へ提

供したいという想いが強くある。例えば、現在廿日市市では、ナイトケアが不十

分のため、夜でも相談に乗れる場の提供や 1人暮らしの方に対しての夕食支援、

本人のみのサポートではなく、家族や兄弟など、支援を必要としている方への対

応もしていきたいという想いがある。自立支援法が施行され、事業所としての働

き方が問われる時代になってきたが、あいあい作業所としては、以前と変わらず

今まで大切にしてきた「メンバーの潜在力を引き出し、やれるという自信をつけ

てもらえる場所作り」という想いを忘れずに今後も活動を続けたい。 

調査協力者 

氏名・所属 
あいあい作業所 施設長 武地成章氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
下田祐子（あみ 編集委員） 
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（７）Ｃ－７：コスモスの家 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 地域活動支援センターⅢ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 Ｃｓクリエーション 

事業概要 

・香川県にある「コスモスの家」は中讃地域にある施設である。平成元年、家族会

「コスモス会」が精神障害者共同作業所「コスモスの家」を立ち上げ開所した。

平成 10 年より運営母体が家族会から「コスモスの家運営委員会」になり、平成

12 年、香川県善通寺市に新たに精神障害者共同作業所「リトルウエスト」を立ち

上げた。その後、平成 13年、「ＮＰＯ法人Ｃｓクリエーション」を立ち上げ、

運営母体がＮＰＯ法人となった。ＮＰＯ法人Ｃｓクリエーションは平成 16年に

香川県高松市に精神障害者共同作業所「おへんろの駅 こくぶ」を立ち上げ、3

つの事業を持つことになった。現在、「コスモスの家」と「リトルウエスト」は

作業所から地域活動支援センターⅢ型に移行済みである 

・「コスモスの家」は平成 18年 10 月より地域活動支援センターⅢ型に移行した。

利用料は 1日 100 円、負担上限額は月額 300 円である。（香川県の地域生活支援

事業により県下一律の金額）登録人数は 15名ほどで通所人数は 1日 6.5 人であ

る。職員体制は常勤職員が 2名。作業プログラムは無添加パン・洋菓子の製造販

売・コーヒー豆・珍味・かつおぶし・煮干しの販売を行っている。また、喫茶店

を併設している。開所日は水曜日から日曜日（月・火曜日は休み）で時間は 8時

から 17 時までである。（作業時間も同じである）工賃は時給 300 円で平均工賃

は月 2万である。利用者は自分にあった作業内容や作業時間をそれぞれ選んでい

るが、なかには 1日 5時間ぐらい働く方もいる。その他のプログラムとしては喫

茶店が休みの日に学習会を開いたり、カラオケなどのレクリエーション活動など

を行っている。 

・「コスモスの家」の特徴は作業所時代から、精神障害者だけでなく、身体障害者・ 
 
 

①統括表 Ｃ－７ ②都道府県 香川県 

③事業名 コスモスの家 

④都道府県人口⑤

市区町村人口 

香川県（1,006,000 人） 

綾川町（25,628 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

4,078 病床 

（21 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

8 か所 

⑦人口万対病床数 40.3 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

4 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

3,576 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

19 か所 

 

 



 

250 

 

知的障害者・自閉症などの人達を受け入れてきていることである。「コスモスの 

家」で働きたいという人は他障害であっても受け入れていて現在も他障害の方が

何人か登録をしている。 

・また、もう一つの特徴は就職率が高いことである。年間 2人ずつぐらい就職をし

ている。職員側からは特に就労支援のプログラムを設けているわけではなく、ニ

ーズがあれば相談にのったり、アドバイスをしたり、応援をしたりする程度であ

るが、利用者が自分で求人広告などを見て、積極的に就職活動をしている。そし

て、その姿をみた他の利用者が刺激されて就職活動をするという自然な流れがで

きている。 

移行経過 

・障害者自立支援法が成立してから、香川県行政から最低限、地域活動支援センタ

ーに移行してほしいという要望があり、また作業所よりは補助金が増えるという

ことで（作業所時代は約 500 万円だが、現在は 750 万円ほどである）地域活動支

援センターⅢ型に移行することになった。 

移行による 

変化 

・法律が変わり、「コスモスの家」の体系が変わっても、活動内容は変わっていな

いし、変える必要はないと思っている。「コスモスの家」の原点は「利用者がワ

ガママを言い、何が必要か利用者と職員の全員でもって考えること」である。「コ

スモスの家」は関わっている人、全員のものである。例えば、「コスモスの家」

は就労する方が多いが、仕事が続かなくて辞めた時、「コスモスの家」に戻って

くる方もいる。「コスモスの家」に戻りづらくて他の作業所に行く方もいるが、

戻ってくる方のほうが多い。「コスモスの家」が喫茶店を併設して活動している

理由は、ＯＢとなっても何かあって利用者の方が気軽に来られる場所があればい

いからということである。喫茶店にお客として来て、他メンバーとおしゃべりを

して帰るＯＢもいる。そういうＯＢも大切に考えている。 

・したがって、何か問題が起これば、ミーティングをするようにしている。利用者

と職員でその問題について考えて、話し合い、その問題について解決しようとし

ている。多い時には 1日、4回ほどミーティングを開くこともある。目の前にい

る利用者が何か感じて、考えて、ニーズとしてあがったことに対して動いていく

ようにしているので、移行しても「補助金の仕組みが変わっただけ」という印象

である。これからもこの原点は大事にしていきたい。一方で、充実した活動のた

めには脆弱な経営基盤ではいけないので、経営の安定ということも大切だという

思いもある。 

今後に向けて 

（課題等） 

・移行する際の利用者反応は、「このまま、作業所のままでは生き残れないので移

行するのは仕方ない、利用料がかかるのも仕方ない」というものだった。行政か

らは「コスモスの家」の就職する方が多い特徴から給付事業を勧められた。運営

費の面から考えても給付事業に移った方がより収入が増えるので、地域活動支援

センターからさらに就労継続支援Ｂ型に移行したい気持ちもあるが、職員体制が

追いつかず給付事業には移行できていない。 

調査協力者 

氏名・所属 
コスモスの家 竹内美幸氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
大倉由利江（ＮＰＯ法人 あおば福祉会） 
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（８）Ｃ－８：なおみの会第二作業所 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、福岡市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 小規模作業所 

移行後事業 地域活動支援センターⅢ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人なおみの会 

事業概要 

・なおみの会第 2作業所（地域活動支援センターⅢ型）は特定非営利活動法人なお

みの会（地域家族会）が運営している作業所の一つである。なおみの会は、福岡

県の山間地域の 2市 2町（直方市、宮若市、鞍手町、小竹町）人口約 12万人の

地域で「なおみの会第一作業所（就労継続支援事業Ｂ型）」、「軽食喫茶 廻音

（Ｂ型分室）」、「なおみの会第 2作業所（地域活動支援センターⅢ型）」、「サ

ロンなおみ（なおみの会自主運営）」の 4事業を展開している。家族会の会員が

理事としてこの 4事業の運営を行っており、親が関わる、あったかい作業所を目

指して日々の活動を支えている。また、作業所以外では母親・父親達が作業所へ

の福祉資金援助のために活動するサークル「作業所支援サークルあおぞら」を立

ち上げ、お手玉を作成し、地域のお寺で売ってもらえるよう働きかけている。 

・地域の特徴として福岡市と比較すると、当該地域では障害者への偏見や差別が根

強く残っており、作業所を立ち上げる際には地域からの強い反対も受け、白い目

で見られることも度々あり、辛い想いをしたこともあった。しかし、根気強い地

域への関わりで、今では地域住民から応援を受けることができており、地域の温

かみを感じている。また、小さな自治体であるため、行政からの資金援助がなか

なか受けられない面があり、家族会が中心に資金を集めて自主運営で事業を起こ

すなど活発な家族会活動が特徴である。当事者のみではなく家族がお互いを助け

合いながら運営している。なおみの会の発端は平成 4年、当事者の家族たちが保

健所デイケアのメンバーの利用できる共同作業所設立を目標に家族会を立ち上

げたことにある。平成 6年 4月、精神科病院の空き病棟 1室を使って「なおみの

会共同作業所」をスタートし、その後民家の 2階を借りて地域の中での居場所と 

 

①統括表 Ｃ－８ ②都道府県 福岡県 

③事業名 なおみの会第二作業所 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

福岡県（5,056,000 人） 

宮若市（30,630 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

13,682 病床 

（63 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

41 か所 

⑦人口万対病床数 51.5 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

30 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

24,298 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

36 か所 
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して活動を続けていった。平成 17年の福岡西方沖地震の影響もあって、老朽化 

した民家の 2階から元農協支所（鉄骨２階建て）に移転。平成 17 年度より、保

健所で開催してきた家族会例会を「巡回家族教室」とし、地域に開かれた家族会

例会を実施するに至る。その後、作業所立ち上げに向けた活動を開始。平成 18

年には自主的な作業所設立の資金集めとして、「現代国際巨匠絵画展」に協力し、

その利益 220 万を基に、「なおみの会共同作業所」と別に地域西部の宮若市に自

主運営にて「なおみの会第二作業所」を立ち上げた。 

・なおみの会第二作業所は現在、職員 3名、登録利用者数 27 名、非常勤 1名、ボ

ランティア（週１回）、1日 10名前後のメンバーがリサイクル資源（新聞、古紙、

ダンボール、古雑誌）の回収、選別、手芸品の作成（6角ペン立て）、販売をお

こなっている。開所日は、月・火・木・金の 9時 30 分から 15 時 30 分で、1か月

の会費として 1,000 円の負担がある。なおみの会第二作業所は、生活支援を大切

にしており、利用者にとっては居場所としての重要な役割を果たしている。職員

も利用者も一緒になって作業を行い、ボランティアは利用者の家族であることも

あり、作業所の雰囲気は大変アットホームである。 

移行経過 

・なおみの会は、上記の経過後、平成 19年に運営補補助金を受け、同年 10月に「な

おみの会（地域家族会）」がＮＰＯ法人格を取得したことで「なおみ共同作業所」

を「なおみの会第一作業所」として「就労継続Ｂ型」に移行し、「なおみの会第

二作業所」は「地域活動支援Ⅲ型」へ移行し、現在の形になった。同時に家族会

の自主運営で「サロンなおみ」（相談・集いの場）を立ち上げ、当事者や家族が

自由に集え相談できる場所として機能している。 

移行による 

変化 

・「地域活動支援Ⅲ型」に移行したことで大きく変わったことは、利用者が精神障

害者だけでなくなったことが上げられる。現在利用している方の障害は、統合失

調症・うつ病・アルコール依存症・知的障害・身体障害・その他、と多様化し今

まで対応してきたことのない障害者の方も多くいる。そのため、様々な障害特徴

の把握が必要であり、作業に関しては一人ひとり違う作業の得手・不得手を把握

し、対応していくこが必要となった。また、メンバーに対して一人ひとりの個別

支援計画を作成し、個別のニーズに合わせた支援を心がけている。利用者の中に

は「なおみの会第二作業所」から就労継続Ｂ型の「なおみの会第一作業所」やＢ

型の分室である軽食喫茶「廻音」にステップアップしていく流れもできている。 

・生活の面での支援としては「通所バス」の運行が特徴的だ。地域が山間部であり

電車やバスなどの交通機関が不便な場所なので利用者も作業所まで通うことが

難しい方が多い。そのため、利用者が継続して作業所に通うことが難しい面があ

るため、火曜日と木曜日の週 2日、直方駅前から作業所へ通所しやすいように、

家族からの援助で購入したバスでの「通所バス」を走らせている。バスは職員２

名を配置し所要時間 50分、3か所のバス停を決めて利用者の通勤に役立てている

が、利用者負担片道150円と利用者にとって負担がかからないよう工夫している。

また、職員が同席しているのでバスに乗りながら「なおみの会第一作業所」や「喫

茶廻音」へ移動した利用者の近況報告も聞くことができるなどの利点がある。少

ないスタッフ人員ながら利用者にとって必要であると思えるサポートはできる

限りしていきたいとの考えで活動している。一方で、現在の地域活動支援Ⅲ型で

は運営的に厳しい現状が大きく、今後も継続して活動を続けていくためにどのよ

うにしてゆくかかが今後の課題となっている。 
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今後に向けて 

（課題等） 

・「なおみの会第二作業所」の大きな課題は現在の運営を継続していくための安定

した財源を確保することである。現在、スタッフ 3名体制で活動しているが、通

所バスの運転や休日出勤での地域活動、多様化した利用者への対応など、業務の

負担に対して地活Ⅲ型の予算では大変厳しいことが現状である。通所バスについ

ても毎日送迎したい思いはあるが、ガソリンなどの経費がかかるため週２日と限

られてしまう。また、自主運営している喫茶店に関しては日曜日の利用者・家族

の居場所として大切な機能をしているが、運営としては赤字になってしまってい

る。以上のように、財政面での課題について今後行政からの何らかの援助が必要

であり、自立支援法の就労継続Ｂ型への移行についても検討している。 

・現在、「なおみの会第二作業所」は地域活動支援Ⅲ型を運営しているが、今後安

定した財政を確保するためにも就労継続Ｂ型に移行する考えがある。しかし、現

在の活動内容ではＢ型移行は難しく、利用者の増員や安定した作業量の確保や売

れる自主製品の模索、工賃のアップについて検討する必要があるとのことだっ

た。また、生活面での支援については昼間の作業所活動や喫茶スペースだけでな

く夜間での電話相談業務も視野に入れている。予算等の課題は大きいが、なおみ

の会が今まで大切にしてきた「利用者本人と職員が向かい合って、一人ひとりの

自立に向けて支援していきこと」を忘れず、地域の中で活動していきたいと考え

ている。 

調査協力者 

氏名・所属 
なおみの会第二作業所 施設長 國房稔代氏 

調査担当者 

（インタビュアー兼記録者） 
下田祐子（あみ 編集委員） 
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８．まとめ 

 

（１）運営環境条件 

事業概要について、アンケートの前半に設問した。その中で、以前は小規模作業所の

運営主体は、任意団体がほとんどだった中で、小規模授産施設の制度化に伴い、社会福

祉法人ができ、今回の自立支援法によって、ＮＰＯ法人が半数を占め、回答事業所の中

でも、任意団体は１か所しかなく、運営内容はともかく法人格を持った運営主体が大半

になったことは評価とも言える。 

実践の場所は、家賃のある物件が７割をこえている。家賃補助のある事業所は全体の

３割強で家賃補助の取り組みが自治体として弱く、家賃補助のない事業所は、限られた

補助金等から家賃を工面している。床面積や設備については、元々小規模作業所には設

備基準がないことから、面積が１００㎡未満が４割ある。家賃との兼ね合いもあり、施

設環境が定員に見合った状況であるか問題と思われる。 

人的条件としてのスタッフの配置は、職員配置総数３人以上が９割をこえており、精

神保健福祉士やホームヘルパー等の資格所持者が多い。しかし、旧地域生活支援センタ

ーのアンケートによる資格所持者の比較を見ると、精神保健福祉士の配置されている事

業所が少なく、制度上の背景や事業内容の違いもあるが、専門性を考える場合の課題と

も言える。 

 

 

（２）財政事情と業務の範囲 

地域活動支援センターの 7割弱が１，０００万円未満での運営を行っているが、移行

前の補助金が低額であることから、移行後の補助金が同額か上回る額であったため移行

を決断したともうかがえ、更に小規模作業所制度の廃止が移行の理由に多く示されてい

たことは、都道府県や自治体の考えかたや財政状況に大きく左右されている現状が見え、

地域格差が著しくあらわれている。移行をすることにより地域活動支援センターとして

法定化されたが、個別給付における義務的経費に比べ、市町村の裁量的経費の位置づけ

の割合が大きい現状では、前述の場所や人的条件を整えるのは非常に厳しいと思われる。 

移行事業所の活動内容については、地域活動支援センターに移行した事業所では、移

行前と移行後の活動内容に大きな変化は見られず、小規模作業所が従来から行ってきた

内容と地域活動支援センターの要綱上の内容の違いがないとも言える。 

就労継続支援事業Ｂ型に移行した事業所は、移行後の重点的活動内容は、働く場、就

労に向けての支援が多くなり、移行前と活動内容の大きく変化したとも言え、利用者の

利用方法や職員の意識やサービス提供の方法にも大きく影響してくると思われる。 
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移行してできなくなった活動では、憩いの場の機能やスポーツ、レクリエーション活

動があがっており、地域に役割分担をした事業所が適正配置されていればいいが、社会

資源の少ない地域では、必ずしもそのようになっていないと思われ、利用者にとって選

択できない現状である。障害福祉計画の策定が利用者にとって選択肢を増やすものにな

っているか、チェックしていく必要がある。 

移行したことで業務量は、８割以上が増えたと回答があり、その対策では、職員の増

員やソフト導入や外部委託とある反面、職員の残業や休日出勤等の労働時間が増えてい

ること示している。支援抑制の回答もあり、個別支援が問われている中で、業務量の増

加で、職員が忙しく動き回って、本来の支援に十分な時間をさけていない現状は、一事

業所や一職員の力量の問題でなく、地域全体の取り組む課題とも言えよう。 

 

 

（３）今後の移行に対する見通し 

移行していない事業所の 7割以上は、移行の計画をしている。 

移行理由は、小規模作業所制度の廃止は移行している事業所と同じで一番多いが、割

合は移行していない事業所の方が多くなっている。また収入が増えると回答した事業所

は少なく、このことから、現行の小規模作業所、小規模通所授産施設の運営費がかなり

高いので様子を見ているが、自治体の制度廃止だから移行せざるを得ないと、ここでも

地域格差があることがわかる。 

移行を計画していない事業所の理由は、２３年度まで様子を見ていくが多く、後は、

制度上の課題があげられており、自立支援法が施行されてから、毎年何らかの改善案が

出されている中で、制度の見直しの推移をじっくり見定めていくことも、選択のひとつ

とも言える。また、廃止する事業所が１か所あり、利用者の支援が途絶えない方法を、

地域の中で是非考えてもらいたい。 

 

 

（４）新体系事業に対する評価 

新体系への移行について、評価すべき点や問題点の自由記載で、評価すべき点は少数

だが、就労支援が位置づけられた、個別支援計画や補助金の増額等があった、問題点は、

利用者負担が一番多く、報酬単価の低さ、自治体格差、日払い、事務量の増加等があげ

られており、３年後の見直しの検討がこれから行われるが、利用者自身が、その人らし

く地域で普通に生活する為の仕組みづくりを、これまでの実践も踏まえ考えていくこと

が、大切であろう。 
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